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平成２５年度は、地方公務員の給与減額に関する国からの要請への対応を

はじめ、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられることに伴

う雇用と年金の接続への対応など、地方公務員制度における諸課題について

取組を求められた一年でした。 

 このような中、地方公共団体においては、地方分権の進展に伴う権限や責

任の拡大、また、多様化・高度化する行政ニーズへの対応から、創意工夫を

凝らした行政運営が求められています。 

市町村課としては、県内市町村及び一部事務組合が、給与、定員管理及び

勤務条件等に関する公表等を通じて住民の理解を得ながら、地域の実情に沿

った地方公務員制度を運用できるよう、引き続き助言や情報提供に取り組ん

でいきたいと考えています。 

本冊子は、平成２５年度に実施した給与、定員管理、勤務条件及び福利厚

生等の調査結果を取りまとめたものです。この資料が、今後の地方公務員制

度の適切な運用の一助となるよう祈念しております。 

最後になりますが、ご多忙にもかかわらず、数々の調査にご協力いただい

た県内市町村及び一部事務組合の皆様に対し、心から感謝いたします。 

 

 

 

平成２６年３月 

             和歌山県総務部総務管理局市町村課長 
 

圓圓圓圓        増増増増        正正正正        宏宏宏宏    
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○給料表の水準の引き下げ・フラット化 ○支給率の見直し

○調整手当を廃止し、地域手当を制定 ○退職手当の調整額の導入

（対象地域は、和歌山市と橋本市） ○給与月額減額に係る基本額の特例の導入

○級の構成及び号俸の分割 ○調整率の段階的引き下げ（H25.1～）

○昇給制度（普通昇給と特別昇給）の統合

○昇給時期の統一

○枠外昇給制度の廃止

○５５歳昇給抑制措置の導入　

第１第１第１第１    職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況職員給与の状況    

 

地方公務員の給与については、基本原則として、「職務給の原則」、「均衡の原則」、「給与

条例主義」があります。 

「職務給の原則」とは、給与は職務と責任に応ずるもの、すなわち、地方公共団体に対する貢

献度に応じて決定されなければならないことであり、「均衡の原則」とは、国や他の地方公共団

体、民間企業と均衡がとれた給与制度でなければならないとするものです。また、「給与条例主

義」とは、公務員の給与は住民の代表である議会において条例で決定されることです。 

給与制度が上記の基本原則に沿って運用されているかどうかについては、住民に対する説明責

任を果たすため、地方公共団体給与情報等公表システムにより給与に関する情報を公表すること

とされていることから、県内の全市町村は当該団体のホームページ上で公表しているところです。 

 本稿では、平成２５年地方公務員給与実態調査（基幹統計）結果及び給与関係調査結果につい

てその概要を紹介するものです。 

 

１ 給与構造と退職手当構造の見直し状況等 

 

 国家公務員の給与については、地域における国家公務員給与の水準の見直し、年功的な給与上

昇の抑制と職務・職責に応じた俸給構造への転換及び勤務実績の給与への反映を柱とした「給与

構造の抜本的な改革」が平成１８年４月から実施されています。この内容を踏まえ、地方公務員

の給与については、均衡の原則から給与構造の見直しを行うことが求められ、県内の全ての市町

村及び一部事務組合が給与構造の見直しを行っています。 

また、国家公務員給与については、平成２５年８月の人事院勧告において、給与減額措置終了

後に俸給表構造、諸手当の在り方を含む給与制度の総合的見直しを実施できるよう準備に着手し、

早急に結論を得るべく検討するとされたところです。また、平成２５年１１月１５日の閣議にお

いて、国家公務員の給与については、給与体系の抜本的改革に取り組み、平成２６年度中から実

施に移すため、人事院に対し、早急に見直し内容の取りまとめるよう要請するとともに、この見

直しの動向に鑑み、地方公務員の給与についても地方の意見を聞きつつ検討するとされたところ

です。今後、国の動向に留意する必要があります。 

国家公務員の退職手当については、平成１８年４月から退職手当構造の見直しが実施され、ま

た、平成２５年１月から官民較差の解消等を図るため、支給水準（調整率）の段階的引き下げが

実施されていますが、県内の全ての団体が見直しを行っています。 

   給与構造の見直しの主な内容        退職手当構造の見直しの主な内容 

 

 

1



 

 

２ 平均給与月額 

 

（１） 平均給料月額 

県内市町村、一部事務組合職員の平均給与月額（平均給料月額に諸手当の平均月額を加

えたもの）については、３８８，９６８円で、対前年比３８０円の増加となっています。

平均給料月額 については、３１７，１７７円で、対前年比１,１９１円の減少となってい

ます。 

 

（２）諸手当 

  県内市町村、一部事務組合における全職種の諸手当（期末・勤勉手当を除く。）の平均月

額は全団体では７１，７９１円であり、平均給与月額３８８，９６８円に対する割合（以下

括弧内は同様）は１８．５％となっています。 

諸手当の増加については、特殊勤務手当及び超過勤務手当の増加が主な要因となっていま

す。 

 

    

表１表１表１表１    市町村・一部事務組合市町村・一部事務組合市町村・一部事務組合市町村・一部事務組合    平均給与月額の概要平均給与月額の概要平均給与月額の概要平均給与月額の概要    

    

    

52,180

57,374

71,791

平均諸手当月額
※2

43.0322,467379,8415,911うち（一般行政職）

48.4313,309365,489743うち（技能労務職）

42.3317,177388,96813,733全職種

平均年齢平均給料月額平均給与月額
※１

職員数(人)職 種 区 分

【職種別平均給与等の状況】

※1 平均給与月額＝平均給料月額＋平均諸手当月額

※2 諸手当の内容・・・扶養、地域、住居、通勤、特殊勤務、管理職、時間外勤務、宿日直手当等

（単位：円、歳）

県内市町村・一部事務組合の全職種における平均給与月額
３８８，９６８円３８８，９６８円３８８，９６８円３８８，９６８円 （平均年齢42.3歳） ((((平成２５年４月分支給額平成２５年４月分支給額平成２５年４月分支給額平成２５年４月分支給額))))

48.050,253311,791362,044807うち（技能労務職）

43.257,155324,844381,9995,912うち（一般行政職）

42.470,220318,368388,58813,832全職種

（参考）平成２４年４月分支給額

平成２５年４月分支給額

団 体 区 分

93,148

66,886

平均諸手当月額
※2

41.1296,779389,9272,565一部事務組合

42.5321,862388,74811,168市町村

平均年齢平均給料月額平均給与月額
※１

職員数(人)

【団体区分別平均給与等の状況】
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３ ラスパイレス指数    

ラスパイレス指数とは、地方公共団体の一般行政職の給料額（本給）と国の行政職俸給表

（一）の適用職員の俸給額（本給）とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比さ

せて比較し、国を１００とした場合の地方公共団体の水準を指数で示したものです。 

県内市町村におけるラスパイレス指数（Ｈ２５.４.１現在）は、県内市平均１０６．８（前年

比０．２ポイント減）、県内町村平均１０１．８（前年比０．４ポイント増）となっております。             

昨年（平成２４年）のラスパイレス指数が大きく上昇した要因は、国家公務員の時限的（Ｈ２

４.４.１から２年間）な給与改定特例法による給与減額支給措置により、国家公務員の給与水準

が下がったことによるものです。 

なお、平成２５年度の地方公務員給与については、平成２５年１月に総務大臣から「国家公務

員の給与削減支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ず

るよう要請」されたところです。（詳細は「１０ 地方公務員の給与減額措置」を参照） 

本年は、この要請を踏まえた給与減額支給措置等を反映した「平成２５年７月時点のラスパイ

レス指数」についても算出しており、県内市町村における７月時点の数値（Ｈ２５.７.１現在）

は、県内市平均１０２．１（Ｈ２５年４月比４．７ポイント減）、県内町村平均１００．０（Ｈ

２５年４月比１．８ポイント減）となっています。 

 

 表２表２表２表２    団体区分別団体区分別団体区分別団体区分別    ラスパイレスラスパイレスラスパイレスラスパイレス指数の推移指数の推移指数の推移指数の推移（（（（H25H25H25H25 はははは 4444 月月月月 1111 日と日と日と日と 7777 月月月月 1111 日時点を掲載）日時点を掲載）日時点を掲載）日時点を掲載）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

※平成 25 年の全国数値については、本冊子作成時点において未公表のため、記載しておりません。 

 

また、昨年同様、本年についても参考値として国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例

法による措置がないとした場合の数値を算出しています。県内市町村における参考値（Ｈ２５.

４.１現在）は、県内市平均９８．７（前年比０．２ポイント減）、県内町村平均９４．０（前

年比０．３ポイント増）となっており、ほぼ横ばいで推移しています。 
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対象職員

（国：55

歳を超え

る職員）

　 抑制内容

（国：標準の勤

務成績で昇給停

止）

　　　 抑制内容

(国　高位号俸から昇

格した場合の俸給月額

の増加額を縮減）

県 内 市 町 村 0 30 0 3 27
標準の勤務成績で

２号昇給
16 14

高位号俸から昇格した場合

の俸給月額の増加額を縮減

していない。

抑制措置有

国

と

同

じ

国

と

異

な

る

昇給制度

国

と

同

じ

国

と

異

な

る

抑

制

措

置

無

対象となる職員

（一般行政職）

　　※「国と同じ」とは、国における55歳を超える職員（一般行政職）の昇給制度又は昇格制度と同じ場合を記載。

昇格制度

国

と

同

じ

国

と

異

な

る

101.6

98.7 98.8
99.4 99.2 98.9 98.7

98.3 98.4
98.8 98.8

93.3 93.2

92.0
92.6 92.9 93.1

93.6 93.5 93.7 94

93.7 93.7 93.5
93.9 94.2

94.6
95.1 95.3

98.6 98.5 98.9
99.1100.7

98.2
97.6

98.8

97.4
97.9

95.3

95.595.7

90

92

94

96

98

100

102

104

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
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県内市平均

表３表３表３表３    団体区分別団体区分別団体区分別団体区分別    ラスパイレス指数（ラスパイレス指数（ラスパイレス指数（ラスパイレス指数（H24H24H24H24 及び及び及び及び H25H25H25H25 は参考値）の推移は参考値）の推移は参考値）の推移は参考値）の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25 年の全国数値については、本冊子作成時点において未公表のため、記載しておりません。 

 

４ 高齢層職員の給与の状況 

 

国家公務員における高齢層職員の昇給抑制措置（標準の勤務成績における昇給基準が、一般職

員４号給に対し５５歳を超える職員については２号給）は、平成１８年４月からの給与構造の見

直しに併せて導入されました。平成２４年の人事院勧告において、５０歳台後半層における給与

水準の上昇を抑制するため、平成２５年１月からの昇給・昇格制度の見直しについて示されたと

ころです。その結果、国においては、平成２５年１月から昇格制度について、高位の号俸から昇

格した場合の俸給月額の増加額を縮減するとともに、平成２６年１月から昇給制度について、５

５歳を超える職員は標準の勤務成績では昇給停止にするなどの抑制措置が講じられたところです。 

平成２５年４月１日現在において、県内市町村の一般行政職における高齢層職員の昇給・昇格

制度の抑制状況は、全市町村において抑制措置が講じられています。そのうち、昇給制度につい

ては、３団体において国と同じ見直しが実施されており、残り２７団体については、国の見直し

以前の制度である「標準の勤務成績で２号昇給」となっています。昇格制度の見直しについては、

１６団体において国と同様の見直しが実施されています。 

昇給・昇格制度の見直しについては、均衡の原則から、国の取扱を踏まえ実施する必要があり

ます。 

 

表４表４表４表４    高齢層職員の昇給・昇格制度の状況高齢層職員の昇給・昇格制度の状況高齢層職員の昇給・昇格制度の状況高齢層職員の昇給・昇格制度の状況（一般行政職）（一般行政職）（一般行政職）（一般行政職）        
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５ 特殊勤務手当 

 

特殊勤務手当とは、「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、

給与上の特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料表の適用、給料の調整額で考慮するこ

とが、勤務の態様から適当でないと認められる場合に、その勤務の実績に応じて支給される手

当」です。 

平成２５年４月１日現在で、県内の市町村及び一部事務組合の特殊勤務手当は、全体で４３６

手当となっており、市町村で３４２手当、一部事務組合で９４手当となっています。 

市町村の特殊勤務手当を内容別に分類してみると、「Ａ区分」（国が人事院規則で措置してい

るものと同様の手当）が１１９手当、「Ｂ区分」（Ａ区分以外で国がその職務に対して給料表等

他の何らかの措置をしているものと同様の手当）が３３手当、「Ｃ区分」（Ａ区分及びＢ区分以

外の手当）が１９０手当となっています。県内一部事務組合の特殊勤務手当の内容別の分類は

「Ａ区分」が１１手当、Ｂ区分が８手当、Ｃ区分が７５手当となっています。 

平成２５年度の全職種における支給職員の割合は、県内市町村が２７．０％、県内一部事務組

合が６２．８％となっています。割合の推移については、全職種、一般行政職いずれも横ばいで

となっています。なお、市町村に比べて、一部事務組合の方が支給職員の割合が高いのは、消防

職、医師等といった対象職員が多いためです。 

特殊勤務手当の見直しについては、従前より市町村、一部事務組合において実施していますが、

引き続き、手当の対象となる業務の特殊性、支給対象、支給基準等を精査し、制度の趣旨に合致

しないものについては、適正化を図る必要があります。 

    

表５表５表５表５    特殊勤務手当の種類特殊勤務手当の種類特殊勤務手当の種類特殊勤務手当の種類    

 Ａ区分 Ｂ区分 Ｃ区分 計 
25年 24年 23年 24→25 22→25 

市町村 119 33 190 342 334 334 8  8 

一組 11 8 75  94   96   97 ▲2 ▲3 

計 130 41 265 436 430 431    6 5 

 

表６表６表６表６    特殊勤務手当の支給率の推移特殊勤務手当の支給率の推移特殊勤務手当の支給率の推移特殊勤務手当の支給率の推移    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【全職種全職種全職種全職種】】】】 【【【【一般行政職一般行政職一般行政職一般行政職】】】】 

25.625.625.625.6

64.264.264.264.2

26.326.326.326.3

64.664.664.664.6

26.126.126.126.1

63.963.963.963.9

27.027.027.027.0

62.862.862.862.8

0000

10101010

20202020

30303030

40404040

50505050

60606060

70707070

Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３ Ｈ２４Ｈ２４Ｈ２４Ｈ２４ Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５

5.95.95.95.9

13.713.713.713.7

6.76.76.76.7

13.313.313.313.3

6.76.76.76.7

13.713.713.713.7

7.47.47.47.4

13.613.613.613.6

0000

10101010

20202020

30303030

40404040

50505050

60606060

70707070

Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３ Ｈ２４Ｈ２４Ｈ２４Ｈ２４ Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５

市町村 一組
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６ 期末・勤勉手当 

 

 平成２４年度の支給月数は、県内全ての市町村及び一部事務組合において３．９５月となって

おり、国家公務員と同様の支給月数となっています。 

 

表７表７表７表７    期末・勤勉手当の支給月数期末・勤勉手当の支給月数期末・勤勉手当の支給月数期末・勤勉手当の支給月数（平成２４（平成２４（平成２４（平成２４年度）年度）年度）年度）    
    

一般職員 ６月期 １２月期 計 

24 

年 

度 

期末手当 1.225月 1.375月 2.60月 

勤勉手当 0.675月 0.675月 1.35月 

計 1.90月 2.05月 3.95月 

 

 

    （参考）平成２３年度支給月数 

 一般職員 ６月期 １２月期  計 

23 

年 

度 

期末手当 1.225月 1.375月 2.60月 

勤勉手当 0.675月 0.675月 1.35月 

計 1.90月 2.05月 3.95月 

 

 

７ 人事評価システム 

 

国家公務員については、改正国家公務員法が平成２１年４月に施行され、人事評価制度が本格

実施されています。 

 地方公務員については、現行の地方公務員法において「勤務評定」の制度が規定されており、

県内市町村における平成２４年度の勤務評定の実施状況は、７３．３％となっています。 

人事評価制度は、公正な能力評価、実績評価に基づいた任用管理や給与上の処遇への活用、さ

らには人材育成にも活用できるものであるため、積極的な取組が期待されます。 

なお、人事評価制度の導入のための地方公務員法の改正が予定されているため、今後、国の動

向に留意する必要があります。 

 

 

        表表表表８８８８    勤務成績の評定の実施状況勤務成績の評定の実施状況勤務成績の評定の実施状況勤務成績の評定の実施状況（平成（平成（平成（平成２４２４２４２４年度）年度）年度）年度）    
    

 団体数 実施団体数 実施率 

県内市町村 30 22 73.3％ 
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８ 給与・定員管理等の公表 

 

職員給与等の公表については、団体間の比較分析を可能とする「地方公共団体給与情報等公表

システム」が平成１８年３月から運用開始されたところであり、平成１８年６月に施行した「簡

素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）

において、「地方公共団体は、給与に関する情報の積極的な公表を行い、手当の是正その他の給

与の一層の適正化に努めるものとする」とされるなど、地方公共団体自らが、給与・定員管理に

ついて、住民の理解と協力を得ながら適切に対応することが求められているところです。  

平成２５年４月１日現在、県内全市町村が公表済みです。 

 

 

９ 給与のわたり 

 

 わたりとは、 

① 給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付けを行うこと 

 ② ①のほか、実質的にこれと同一の結果となるよう級別職務分類表、級別標準職務表又は給

料表を定めること 

により、給与を支給することです。 

平成２１年度から総務省において実態調査が行われておりますが、平成２４年４月１日現在、

全国８５団体で「わたり」の制度があることが分かりました。 

なお、県内では「わたり」の制度がある市町村はありません。 

※平成 25 年 4月 1 日現在の全国調査結果は、本資料作成時点において未公表。 

 

 

１０ 地方公務員の給与減額支給措置 

 

国家公務員の給与については、平成２４年２月に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関す

る法律（給与改定・臨時特例法）が成立し、平成２４年４月１日から２年間、平均７．８％の給

与減額支給措置が行われています。 

平成２５年度の地方公務員給与については、平成２５年１月２４日の閣議決定において「国家

公務員の給与削減支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を 

講ずるよう要請する」とされ、同年１月２８日付けで総務大臣通知及び書簡が発出されたところ

です。また、平成２５年の地方財政対策においては、地方公務員の給与減額支給措置を前提とし

た地方交付税の削減が行われることとなりました。 

これらの国の要請等を踏まえた県内市町村の給与減額支給措置の取組状況については、平成２

５年７月１日現在において、県内市町村一般職員（教育長を除く）については、県内市町村３０

団体のうち９０％にあたる２７団体が「現時点で国と同等の給与水準抑制済として新たな取組は

不要と判断」若しくは「国の要請等を踏まえた給与減額を実施」となっています。 

内訳としては、「現時点で国と同等の給与水準抑制済」とした団体が６団体で、いずれの団体
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１．俸給月額等

　①   内閣総理大臣　　　　　　　　　　　▲３０％

　②   国務大臣クラス、副大臣クラス　　　▲２０％
　③   大臣政務官クラス等（②以外のもの）▲１０％

２．期末手当
① 内閣総理大臣､国務大臣・副大臣クラス俸給月額の支給減額率と同じ
② ①以外の者　　　　　　　　　 一律▲9.77％

県 内 市 町 村
6

（20.0％）
21

（70.0%）
27272727

（90.0%）（90.0%）（90.0%）（90.0%）
3

(10.0％ )
30

団体数
現時点で国と同等の

給与水準抑制済
①

国の要請等を踏まえ
た給与減額を実施

②

給与減額を未実施

③

合計合計合計合計

①+②①+②①+②①+②

※「現時点で国と同等の給与水準抑制済」とは、取組時点で国の特例減額と同等の給与水準の抑制がされていることから新たな取組は不要と判断した場
合。

うち更
に減額
率を見
直して
実施

うち更
に減額
率を見
直して
実施

県 内 市 町 村 22 12 10 3 8 30 19 12 7 2 10 29

※「副市町村長」欄中「団体数」欄については、北山村において副村長に対する支給規定がないため、29団体としています。

市町村長

団体数

副市町村長

従前よ
り給与
減額を
実施

国の要
請等を
踏まえ
て実施

従前よ
り給与
減額を
実施

団体数

実
施

未
実
施

実
施

未
実
施

国の要
請等を
踏まえ
て実施

も平成２４年のラスパイレス指数が１００を下回っています。また、「国の要請等を踏まえた給

与減額を実施」した団体が２１団体となっております。 

なお、県内市町村の特別職については、従前からの給与減額措置を含めると、市町村長の給与

減額を実施している団体が２２団体で、副市町村長の給与減額を実施している団体が１９団体と

なっています。 

また、国家公務員の給与減額支給措置については、平成２６年３月３１日付けをもって終了す

ることとされ、平成２５年１１月１５日付け総務副大臣通知において「平成２６年度の地方公務

員給与に関して減額要請を新たに行うことは予定していない」とされています。 

    

表９表９表９表９    一般職員一般職員一般職員一般職員（教育長除く。）（教育長除く。）（教育長除く。）（教育長除く。）のののの実施状況（平成２５年７月１日現在）実施状況（平成２５年７月１日現在）実施状況（平成２５年７月１日現在）実施状況（平成２５年７月１日現在）    

 

 

 

 

 

 

参考：国家公務員（一般職給与法適用者）の給与減額措置の主な内容 

 

 

 

    

    

    

    

表１０表１０表１０表１０    特別職（市町村長、副市町村長）の特別職（市町村長、副市町村長）の特別職（市町村長、副市町村長）の特別職（市町村長、副市町村長）の実施状況（平成２５年７月１日現在）実施状況（平成２５年７月１日現在）実施状況（平成２５年７月１日現在）実施状況（平成２５年７月１日現在）    

    

    

    

    

    

    

            

 

参考：国家公務員（特別職給与法適用者）の給与減額措置の主な内容    

    

    

    

１．俸給月額

① 本省課室長相当職員以上（指定職、行(一)10～７級）　 ▲9.77％

　② 本省課長補佐・係長（行(一)６～３級） 　　　　　　　▲7.77％

③ 係員（行(一)２、１級） 　　　　　　　　　　　　　　▲4.77％

その他の俸給表適用職員については、行(一)に準じた支給減額率

２．俸給の特別調整額（管理職手当） 　　　　　　　　 一律▲10％

３．期末手当及び勤勉手当　　　　　　　　　　　　　　一律▲9.77％

 ※国の行政職（一）俸給表適用者における諸手当を含めた年収における平均減額割合は7.8％

　４．地域手当等の俸給月額に連動する手当（期末・勤勉手当を除く。）の月額は、

　　　減額後の俸給月額等の月額により算出
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第２第２第２第２    職員数の状況職員数の状況職員数の状況職員数の状況    

 

 県内市町村の職員数は、平成８年をピークに減少しています。 

 総務省は、平成１７年３月に策定した「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」

において「集中改革プラン」の策定・公表を求めました。 

 その後、平成１８年８月に「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が策定さ

れ、平成１７年４月１日からの５年間で、国家公務員の定員純減「５．７％」と同程度の純減を地方

公務員についても行うこととされました。 

 各市町村は集中改革プランを策定し、職員数を平成１７年～平成２２年で９．６％(１，２４１人)

純減させる目標を立て、実施してきました。 

 その結果、県内市町村の職員数は、平成２２年までの５年間で１０．６％(１，３７５人)の純減と

なり、目標を達成しており、平成２３年以降も減少傾向が続いています。 

今後の定員管理については、部門ごとの課題とともに、個別団体ごとの課題も多様になっており、

地域の実情に応じた取組が求められています。各市町村において、住民の信頼に支えられた行政を進

めていくために、引き続き各市町村が主体的に定員管理に取り組む必要があります。 

 平成２５年度に実施した「地方公共団体定員管理調査」の調査結果に基づく、県内市町村・一部事

務組合の職員数の状況については次のとおりです。 

 

１ 職員数の状況 

 

（１）総職員数【表１】【図１－１】【図１－２】 

 和歌山県内の市町村及び一部事務組合における一般行政、特別行政及び公営企業等会計職員のすべ

てを合計した職員数は、平成２５年４月１日現在で１３，７６２人であり、前年度と比較すると▲９

８人（▲０．７％）となっています。 

団体区分別でみると市町村では１１，１９７人となっており、前年度と比較すると▲７２人(▲０．

６％)となっています。一部事務組合では２，５６５人となっており、前年度と比較すると▲２６人(▲

１．０％)となっています。 

  部門別の内訳では、一般行政部門は６，６７３人（前年比▲７５人、▲１．１％）、特別行政部門

は、２，７４６人（前年比▲１３人、▲０．５％）、公営企業等会計部門は、４，３４３人（前年比

▲１０人、▲０．２％）となっています。 

 一般行政および特別行政部門職員数は、減少傾向が続いています。公営企業等会計職員数について

は、平成２０年度は増加しましたが、平成２１年度以降は減少傾向にあります。 

 次に、これを行政区分別にみると、福祉部門を除く一般行政部門が３，６８１人で、２６．７％を

占め最も多く、以下、民生と衛生を合わせた福祉部門が２，９９２人で２１．７％、教育部門が１，

２８０人で９．３％、消防部門が１，４６６人で１０．７％、病院部門が２，８１９人で２０．５％

等となっています。 
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【各部門説明】 

・大部門  

  定員管理調査における各行政区分のうち、一般行政、特別行政、公営企業等会計の各部門を更に細分化したものです。議

会、総務など、全部で１５部門に分かれています。 

・福祉部門を除く一般行政部門（議会、総務・企画、税務、労働、農林水産、商工、土木） 

国の法令等による職員の配置基準が少なく、地方公共団体が主体的に職員配置を決める余地が比較的大きい部門です。 

・福祉部門（民生、衛生） 

国の法令等による職員の配置基準が定められている場合が多く、また、職員配置が直接住民サービスに影響を及ぼす部門

です。 

・特別行政部門（教育、消防） 

国の法令等による職員の配置基準により、地方公共団体が主体的に職員配置の見直しを行うことが困難な部門です。 

・公営企業等会計部門（病院、水道、下水道、その他） 

  独立採算を基調として企業経営の観点から定員管理が行われている部門です。 
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図１－図１－図１－図１－１１１１ 市町村・一部事務組合総職員数の推移市町村・一部事務組合総職員数の推移市町村・一部事務組合総職員数の推移市町村・一部事務組合総職員数の推移

総職員数

市町村職員数
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（単位：人、各年４月１日現在）
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（２）一般行政部門【表１】【表２】【図２】 

 平成２５年４月１日現在の県内市町村及び一部事務組合の一般行政部門（教育、消防の特別行政部

門及び公営企業等会計部門を除いたもの）の職員数は６，６７３人となっています。  

これを団体区分別にみると、市が４，３４３人、町村が２，０４０人、一部事務組合２９０人とな

っています。職員数は市においては平成１０年度から、町村は平成１３年度から減少し続けています。

一部事務組合はこれまで減少傾向にあり、平成２０年度に９年ぶりに増加しましたが、平成２１年度

からは再び減少傾向にあります。 

なお、行政区分別の職員数をみると、福祉部門（民生及び衛生部門）が２，９９２人で一般行政部

門の職員数の４５．９％を占め、福祉部門を除く一般行政部門が３，６８１人で５４．１％を占めて

います。 

次に、大部門別でみると、民生部門が１，９２０人で２９．２％を占め最も多く、以下、総務・企

画部門が１，６７７人で２４．５％、衛生部門が１，０７２人で１６．７％、以下、土木、税務、農

林水産、商工、議会、労働部門の順で少なくなっています。この割合については、大きな変動はみら

れません。 

図２　一般行政部門部門別構成図２　一般行政部門部門別構成図２　一般行政部門部門別構成図２　一般行政部門部門別構成

【 市町村及び一部事務組合 】【 市町村及び一部事務組合 】【 市町村及び一部事務組合 】【 市町村及び一部事務組合 】

　　　　 　　【 市 】　　【 市 】　　【 市 】　　【 市 】

　 　

　

　

【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】 【 町 村 】【 町 村 】【 町 村 】【 町 村 】

議会

107人

（1.6%）

総務・企画
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（24.5%）

税務

484人

（7.1%）
労働

6人

（0.1%）農林水産

474人

（7.1%）商工

206人

（3.1%）

土木

727人

（10.6%）

民生

1,920人

（29.2%）

衛生

1,072人

（16.7%）

職員数

6,673人
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（0.2%）
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（5.6%）
商工
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（3.2%）

土木
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（12.0%）

民生
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（28.1%）

衛生

745人

（17.2%）

職員数

4,343人

議会

46人

（2.3%）

総務・企画

557人

（27.2%）

税務

166人

（8.2%）
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3人
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職員数

2,040人

総務・企
画

38人
（13.5%）

民生

136人

（46.7%）

衛生

1１6人

（37.8%） 職員数

290人

13



（３）特別行政部門【表１】【表２】【図３】 

教育及び消防部門を合わせた特別行政部門の職員数は、県内において、２，７４６人となっていま

す。これを団体区分別にみると、市が１，７４２人、町村が６９４人、一部事務組合が３１０人とな

っています。 

 次に、大部門別にみると、教育部門が１，２８０人で４６．６％を占め、消防部門が１，４６６人

で５３．４％となっています。 

 町村の消防部門については、多くの団体が一部事務組合による共同処理を行っているため、市や一

部事務組合に比べ消防部門の占める割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【　市町村及び一部事務組合　】【　市町村及び一部事務組合　】【　市町村及び一部事務組合　】【　市町村及び一部事務組合　】

【 市 】【 市 】【 市 】【 市 】

【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】 【 町 村 】【 町 村 】【 町 村 】【 町 村 】

図３　特別行政部門部門別構成図３　特別行政部門部門別構成図３　特別行政部門部門別構成図３　特別行政部門部門別構成
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職員数

2,746人
教育
883人

（50.7%）
消防
859人

（49.3%）

職員数
1,742人

教育

396人

（57.1%）

消防

298人

（42.9%）

職員数

694人

教育

1人

（0.3%）

消防

309人

（99.7%）

職員数
310人
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（４）公営企業等会計部門【表１】【表２】【図４】 

 病院、水道、下水道及びその他の公営企業等会計部門の職員数は、県内において、４，３４３人と

なっています。 

 これを団体区分別にみると、市が１，７０８人、町村が６７０人、一部事務組合が１，９６５人と

なっています。 

 次に、大部門別にみると、病院部門が２，８１９人で６４．５％を占め最も多く、その他（国保・

介護保険事業等）の部門が８８９人で２０．５％、水道部門が４３５人で１０．０％、下水道部門が

２００人で５．０％となっています。 

なお、病院事業については１４市町が一部事務組合による共同処理を行っており、病院部門に区分

されている職員の半数以上が一部事務組合に区分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 市町村及び一部事務組合 】【 市町村及び一部事務組合 】【 市町村及び一部事務組合 】【 市町村及び一部事務組合 】

【 市 】【 市 】【 市 】【 市 】

　

【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】【 一部事務組合 】 【 町 村 】【 町 村 】【 町 村 】【 町 村 】
　

　　　　

　

図４　公営企業等会計部門部門別構成図４　公営企業等会計部門部門別構成図４　公営企業等会計部門部門別構成図４　公営企業等会計部門部門別構成
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水道
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194人

（29.0%）
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下水道
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（5.0%）

その他
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（20.5%）

職員数

4,343人
病院

920人

（54.0%）

水道

322人

（18.7%）

下水道

145人

（8.6%）

その他

321人

（18.7%）

職員数

1,708人

病院

1,591人

（80.9%）

その他

374人

（19.1%）

職員数
1,965人
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２ 職員数の増減状況【図５】 

 

（１）一般行政部門 

 一般行政部門については、総務・企画部門で１１人、土木部門で２人増員しており、民生部門４５

人、衛生部門２８人、農林水産部門７人、商工部門４人、議会部門２人、税務部門１人、労働部門１

人の順に減員となっています。 

 主な増員要因については、業務量の増加に対応するため、他部門からの異動により人員を配置した

ことによるものです。具体的には、国体準備に係る業務の増加が挙げられます。 

また、主な減員要因については、事務の統廃合縮小や退職者不補充等によるものとなっています。

他の特徴としては、民生部門では、保育所の民間委託や退職不補充等が図られたこと、衛生部門では、

ごみ収集業務の民間委託や退職不補充等が図られたことが挙げられます。 

 

 

（２）特別行政部門 

 特別行政部門については、消防部門で９人増員しており、教育部門で２２人の減員となっています。 

 消防部門の主な増員要因は、欠員補充や業務の増加によるものであり、教育部門の減員要因は、学

校給食等の調理部門の民間委託や退職者不補充等によるものとなっています。 

 

 

（３）公営企業等会計部門 

 公営企業等会計部門については、下水道７人、その他１３人の増員となっており、水道１７人、病

院１３人の減員となっています。 

 主な増員要因は、下水道部門においては、新規事業による業務量の増加や組織体制の見直しにより

室が設置されたことによるものであり、その他部門においては、包括支援センターの新設に伴い人員

を配置したことによるものです。 

また、主な減員要因については、事務の統廃合縮小や退職者不補充等によるものとなっています。 
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※一般行政部門・・・議会、総務企画、税務、労働、農林水産、商工、土木、民生、衛生の各部門 

特別行政部門・・・消防、教育の各部門 

 公営企業等会計部門・・・病院、水道、下水道、その他の各部門 

図５　対前年職員数の推移（大部門別）図５　対前年職員数の推移（大部門別）図５　対前年職員数の推移（大部門別）図５　対前年職員数の推移（大部門別）
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３ 職務上の地位別職員数（一般行政職） 

 

 県内市町村の管理職（課長級以上）にあたる職員の数は、１，０２２人で構成比１８．２％と、昨

年度１９．２％から減少しています。 

 係長以上の職員の構成比は、６年前の１７年度（６５．７％）までは増加傾向にありましたが、そ

の後は減少に転じました。平成２１年度（６３．２％）に４年ぶりに増加しましたが、平成２２年度

（６２．６％）から再び減少に転じ、平成２５年度は６１．２％となりました。 

 今後も、昇任・昇格などの人事管理上の観点から職員数の増減だけでなく、職員構成にも着眼する

ことが必要です。 

 

表２　職員数増減推移

（１）市町村・一部事務組合

平成２０年 平成２1年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年
平成２０～２５年

増　減　数

一般行政部門 ▲ 224 ▲ 232 ▲ 182 ▲ 111 ▲ 105 ▲ 75 ▲ 929

特別行政部門 ▲ 57 ▲ 75 ▲ 46 ▲ 33 ▲ 35 ▲ 13 ▲ 259

公営企業会計部門 52 ▲ 39 0 ▲ 70 ▲ 37 ▲ 10 ▲ 104

総職員数 ▲ 229 ▲ 346 ▲ 228 ▲ 214 ▲ 177 ▲ 98 ▲ 1,292

（２）市

平成２０年 平成２1年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年
平成２０～２５年

増　減　数

一般行政部門 ▲ 187 ▲ 162 ▲ 111 ▲ 79 ▲ 89 ▲ 52 ▲ 680

特別行政部門 ▲ 49 ▲ 56 ▲ 32 ▲ 24 ▲ 25 ▲ 15 ▲ 201

公営企業会計部門 30 ▲ 57 ▲ 13 ▲ 4 ▲ 25 ▲ 18 ▲ 87

総職員数 ▲ 206 ▲ 275 ▲ 156 ▲ 107 ▲ 139 ▲ 85 ▲ 968

（３）町村

平成２０年 平成２1年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年
平成２０～２５年

増　減　数

一般行政部門 ▲ 65 ▲ 60 ▲ 52 ▲ 62 ▲ 13 ▲ 13 ▲ 265

特別行政部門 ▲ 13 ▲ 9 ▲ 18 ▲ 16 ▲ 9 ▲ 2 ▲ 67

公営企業会計部門 ▲ 33 ▲ 7 ▲ 15 ▲ 9 ▲ 2 ▲ 8 ▲ 74

総職員数 ▲ 111 ▲ 76 ▲ 85 ▲ 87 ▲ 24 ▲ 23 ▲ 406

（４）一部事務組合

平成２０年 平成２1年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年
平成２０～２５年

増　減　数

一般行政部門 23 ▲ 18 ▲ 9 5 ▲ 3 ▲ 10 ▲ 12

特別行政部門 1 ▲ 1 2 2 ▲ 1 4 7

公営企業会計部門 29 33 22 ▲ 61 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 7

総職員数 53 14 15 ▲ 54 ▲ 14 ▲ 26 ▲ 12
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図６図６図６図６    地位別職員数の構成比（市町村の一般行政職）地位別職員数の構成比（市町村の一般行政職）地位別職員数の構成比（市町村の一般行政職）地位別職員数の構成比（市町村の一般行政職）    

    

 

 

 

 

 

４ 再任用の状況 

 

 再任用制度は、急速に高齢化が進む中で、平成１３年度から公的年金の年金基礎年金相当部分の支

給開始年齢の引き上げが行われたことを踏まえ、雇用と年金の連携を図るとともに、長年培った能力・

経験を広く活用する観点から、定年退職者等を改めて採用する制度です。 

平成２５年度以降は公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げられることに伴い、無収入

期間が発生することとなります。国家公務員においては定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢

に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとすることで雇用と年金を確実

に接続することとしており、地方公務員についてもその趣旨を踏まえ、地方の実情に応じて必要な措

置を講じるよう要請されています。 

平成２５年３月３１日現在の県内における再任用制度に係る条例制定の状況は、市町村１３団体、

一部事務組合１６団体が制定済であり、制定割合については市町村が４３．３％、一部事務組合が３

４．８％となっています。 

 平成２４年度における再任用職員については、市町村４団体が採用を行っており、一部事務組合で

は採用はありませんでした。採用数については１３人となっており、そのうち任期更新によるものは

１１人となっています。勤務形態別にみると、短時間勤務職員は無く、全員が常時勤務職員となって

います。 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

38.0 38.0 38.0 38.0 38.4 38.4 38.4 38.4 38.8 38.8 38.8 38.8 

27.827.827.827.8 28.628.628.628.6 28.728.728.728.7

14.914.914.914.9 13.813.813.813.8 14.314.314.314.3

16.116.116.116.1 15.915.915.915.9 15151515
0.80.80.80.8 1111 0.90.90.90.9

2.42.42.42.4 2.32.32.32.3 2.32.32.32.3

部長級

部次長級

課長級

課長補佐級

係長級

その他職員

19



表４ 再任用の状況 

 条例制定団体数 採用実施団体数 平成２４年度採用数 

市 (9) ６ ３  １２ 

町 村(21) ７ １ １ 

一部事務組合(46) １６ ０ ０ 

県 計(76) ２９ ４  １３ 

（注） 括弧内は団体数 

 

 

 

５ 任期付採用制度の運用状況 

 

 任期付採用制度は、高度の専門性を備えた民間人材の活用等の観点から、専門的知識経験を有する

者など任期を定めて採用する制度で、各地方公共団体は「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用

に関する法律」の規定に基づき、条例を定めることにより採用を行うものです。なお、同法第３条で

は専門的知識を有する者を活用する必要がある場合【特定任期付職員、一般任期付職員】、同法第４

条では業務量との関連により一定期間活用する必要がある場合【４条任期付職員】、同法第５条では

住民に対して提供されるサービスの充実を図るなどで、短時間勤務する者を必要とする場合【任期付

短時間勤務職員】、それぞれ採用できることになっています。 

 平成２５年４月１日現在の県内市町村における条例制定の状況は、６団体が制定済であり、制定割

合は２０．０％となっています。そのうち、任期付職員法第３条に基づく採用を行うための規定を６

団体が、同法第４条に基づく採用を行うための規定を６団体が、同法第５条に基づく採用を行うため

の規定を３団体が整備しています。 

 条例の制定を行っている団体のうち、平成２５年４月１日現在で任期付職員の採用を行っているの

は３団体であり、採用数は２５人となっています。採用区分別にみると、特定任期付職員が１人、一

般任期付職員が４人、４条任期付職員が２０人となっています。 

 

表５ 任期付職員の状況                  （平成２５年４月１日現在） 

 条例制定団体数 採用実施団体数 採用数 

市 (9) ３ ２ ２３ 

町 村(21) ３ １ ２ 

県 計(30) ６ ３  ２５ 

（注） 括弧内は団体数 
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第３第３第３第３    勤務条件の状況勤務条件の状況勤務条件の状況勤務条件の状況    

 

地方公務員の勤務条件等は、労働基準法、地方公務員法等地方公務員に適用される労働関

係法令の定めに反しないように配慮し、国や他の地方公共団体との権衡を失しないよう各団

体で条例により定めることになっています。 

平成２５年度に実施した「勤務条件等に関する調査」の結果による県内各団体の状況につ

いては次のとおりです。 

 

１ 一般職員の勤務時間の状況 
 

 県内全市町村で国と同じ、１日７時間４５分、１週間あたり３８時間４５分となっていま

す。勤務時間については、行政需要にいかに対応し行政サービスを維持するか、また、職員

の勤務能率の維持や健康保持を考慮し、合理的に設定される必要があります。 

 

２ 年次有給休暇の取得状況【表１】 
 

 平成２４年中の平均取得日数は９．４日で、全国平均の１０．９日（平成２３年中）を下

回っています。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、計画的な

取得や連続取得促進等についても積極的に取り組む必要があります。 

 

３ 病気休暇の状況【表２】 
 

 病気休暇の期間及び休暇中の給与の取扱いについては、国や他の地方公共団体との権衡を

失しないようにする必要があります。 

 

４ 特別休暇等の状況【表３】 
 

 例えば、国の育児参加休暇や子の看護休暇は、次世代育成支援対策や少子化社会対策が社

会全体の課題となっている中で、男性の育児参加の促進を図ることの重要性に鑑み、導入さ

れた特別休暇であり、導入している団体は約９割になっています。未導入の団体については、

制度の趣旨を踏まえ、導入を図る必要があります。 

 また、その他の特別休暇で、国の制度と異なる日数を付与したり、対象範囲を拡充してい

る例が見受けられました。特別休暇については、国や他の地方公共団体との権衡を失ししな

いようにする必要があります。 
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５ 安全衛生管理体制の整備状況【表４】 
 

 各団体は、労働安全衛生法に基づき、安全衛生管理組織を事業場の業種及び規模により選

任及び設置することが義務付けられています。 

 県内各団体における選任及び設置事業所率は、総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医

及び安全委員会が１００．０％、衛生管理者が９８．５％、安全衛生推進者等が９９．８％、

衛生委員会が９６．９％となっています。 

 昨今、地方公務員を取り巻く環境が刻々と変化し、職員の心身への負担が懸念されており、

メンタルヘルス対策は重要な課題となっています。職員の健康を確保し、快適な職場環境の

形成を促進するため、安全衛生管理体制の整備がますます必要となっています。 

 

 

 

 

表１　年次有給休暇の取得状況
平成２４年１月１日～平成２４年１２月３１日

市 町村 計 都道府県 指定都市 市区町村 計

平均取得日数 10.0 8.3 9.4 11.4 13.0 10.2 10.9 13.3 8.6

（注１） 和歌山県の数値は、総務省の平成24年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果によるものです。

（注２）　全国の数値は、本冊子作成時点において未公表のため、総務省の平成２３年度地方公共団体の

　　　　　勤務条件等に関する調査結果を掲載しています。

（注３） 国の数値は、人事院の調査結果によるものです。（平成２４年）

（注４） 民間の数値は、厚生労働省の就労条件総合調査結果によるものです。（平成２４年（又は平成２３会計年度））

国 民間
和歌山県 全国

 

 

 

 

表２　病気休暇（私傷病）の期間及び休暇中の給与の取扱いの状況

（平成２５年４月１日現在　単位：団体）

団体数 国と同等 国と異なる

8 1
(89%) (11%)
20 1

(95%) (5%)
28 2

(93%) (7%)
1,442 347
(81%) (19%)

（注２)(　　）内は、団体区分中の割合を示しています。

（注３）全国市区町村の数値は、本冊子作成時点において未公表のため、平成２４年

　　　　４月１日の状況を掲載しています。

市

町村

計

9

（注１）国の取扱い：必要最小限度の期間とする。ただし私傷病の場合は９０日以

　　　　内。休暇中の給与は減額なし（明らかに異なる病気等のため引き続き取得

　　　　する場合は、９０日を超えると半減）。

全国市区町村 1,789

21

30
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表３－１　国と同様の特別休暇等の状況
（平成２５年４月１日現在　単位：団体）

期間 対象
期間と
対象

期間 対象
期間と
対象

1 必要と認められる期間 9 21

2 必要と認められる期間 　※ 9 21

3 必要と認められる期間 8 1 1 21

4 ５日以内 9 3 17 1 1

5
連続する５日以内
（週休日等を含む）

6 3 3 15 6 5 1

6 産前６週間以内 8 1 1 19 2 2

7 産後８週間まで 9 21

8
１日２回それぞれ

３０分以内
8 1 1 16 5 3 2

9 ２日以内 7 2 2 1 18 3 2 1

10 ５日以内 1 8 2 19

11 ５日以内 1 8 2 19

12 ５日以内 9 2 19

13 配偶者、父母７日等 2 7 7 13 8 7 1

14 １日以内 2 2 5 1 2 2 4 10 7 1 3 3

15 連続する３日以内 3 6 6 16 ※ 5 5

16 ７日以内 1 4 4 4 1 9 11 11

17 必要と認められる期間 9 20 1 1

18 必要と認められる期間 8 1 10 11

※は職務専念義務免除の団体を含む。

表３－２　国と異なる特別休暇等の状況
（平成２５年４月１日現在　単位：団体）

有給 無給 有給 無給

1 8 1 1 21

2 4 5 5 20 1 1

3 4 ※　5 5 20 1 1

4 8 1 1 21

※は職務専念義務免除の団体を含む。

町村市

国基準の期間 制度
なし

異なる内容
国と
同様

国と
異なる

国と
異なる

異なる内容

家族の看護

リフレッシュ・永年勤続休暇
(永年の勤務に対し心身の健康の維持と増進を図る休暇)

制度

あり

制度

なし

短期の介護をする場合

結婚する場合

制度
なし

制度

あり

町村市

制度

なし

国と
同様

妻が出産する場合

育児参加をする場合

子の看護をする場合

妊娠障害（つわり）

ファミリーサポート休暇
(家族とのふれあいを大切にし、家庭生活の充実を図る休暇)

公民としての権利（選挙権等）を

行使する場合

裁判員等として裁判所等に

出頭する場合

骨髄提供者となる場合

産前の場合

産後の場合

保育時間の場合

災害・交通機関等の事故等

により出勤が著しく困難
な場合

災害時に退勤途上の身体

の危険を回避する場合

ボランティア活動に

参加する場合

親族が死亡した場合

父母を追悼する場合

夏季における心身の健康
の維持・増進等の場合

災害により滅失等した住居

の復旧作業等の場合
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表４　安全衛生管理体制の整備状況

（平成２５年３月３１日現在　単位：団体）

選 任 を 選 任 選 任 選 任 を 選 任 選 任 選 任 を 選 任 選 任

要 す る して いる 事業 所率 要 す る して いる 事業 所率 要 す る して いる 事業 所率

事 業 所 事 業 所 （％） 事 業 所 事 業 所 （％） 事 業 所 事 業 所 （％）

市 1 1 100.0 4 4 100.0 29 29 100.0

町 村 - - － - - － 22 22 100.0

一部事務組合 - - － - - － 14 13 92.9

計 1 1 100.0 4 4 100.0 65 64 98.5

全 国 533 533 100.0 1,350 1,329 98.4 11,792 11,440 97.0

選 任 を 選 任 選 任 選 任 を 選 任 選 任 設 置 を 設 置 設 置

要 す る して いる 事業 所率 要 す る して いる 事業 所率 要 す る して いる 事業 所率

事 業 所 事 業 所 （％） 事 業 所 事 業 所 （％） 事 業 所 事 業 所 （％）

市 320 320 100.0 29 29 100.0 4 4 100.0

町 村 193 193 100.0 22 22 100.0 - - －

一部事務組合 17 16 94.1 14 14 100.0 - - －

計 530 529 99.8 65 65 100.0 4 4 100.0

全 国 49,214 45,327 92.1 11,792 11,534 97.8 1,021 1,010 98.9

設 置 を 設 置 設 置

要 す る して いる 事業 所率

事 業 所 事 業 所 （％）

市 29 29 100.0

町 村 22 22 100.0

一部事務組合 14 12 85.7

計 65 63 96.9

全 国 11,792 11,215 95.1

　※１　労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等の業務を総括管理する者

　※２　安全に係る技術的事項を管理する者

　※３　衛生に係る技術的事項を管理する者

　※４　安全衛生に係る業務を担当する者

　※５　労働者の健康管理その他医学に関する専門的知識を持ち、労働者の健康管理等を行う者

　※６　労働者の危険を防止するための対策等を調査審議する組織

　※７　労働者の健康障害を防止するための対策等を調査審議する組織

安全管理者　※２

（注１）全国の数値は、本冊子作成時点において未公表のため、平成２４年３月３１日の状況を掲載しています。

衛生委員会　※７

安全衛生推進者等　※４ 産業医　※５ 安全委員会　※６

衛生管理者　※３総括安全衛生管理者　※１
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第４第４第４第４    福利厚生事業の状況福利厚生事業の状況福利厚生事業の状況福利厚生事業の状況    

 

 地方公共団体が実施する福利厚生事業については、「地方公共団体における行政改革の推

進のための新たな指針」（平成１７年３月２９日付け総務事務次官通知）並びに「地方公共

団体における行政改革の更なる推進のための指針」（平成１８年８月３１日付け総務事務次

官通知）において、「職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものと

なるよう、点検・見直しを行い、適正に事業を実施すること」及び「人事行政運営等の状況

の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること」とされています。 

 平成２５年度に実施した「職員に対する福利厚生事業調査」の調査結果に基づく、県内市

町村の福利厚生事業の状況（平成２５年４月１日現在）については次のとおりです。 

 

１ 互助会等に対する公費支出額【表１】 

 互助会等に対する公費支出額については、平成２４年度決算で３８，６０８千円であり、

平成１６年度決算（１７３，０６６千円）と比較すると▲１３４，４５８千円（▲７７．７％）

となっています。一方、公費率については、平成２４年度決算で３１．７％であり、平成１

６年度決算（５３．３％）と比較すると▲２１．６％となっています。 

 

２ 互助会等に対する公費支出の見直し状況【表２】 

 互助会等に対して公費を支出している団体については、平成１６年度では２３団体ありま

したが、平成２５年度では６団体となっています。なお、平成２４年度又は平成２５年度に

おいて互助会等に対する公費支出の見直しを行った団体は５団体となっています。 

 

３ 互助会等に対する公費支出の見直し内容【表３】 

 互助会等に対する公費支出の見直し内容については、平成２５年度において「互助会等に

対する公費支出の廃止」を行った団体が１団体となっています。 

 

４ 公費を伴う個人給付事業の実施状況【表４】 

 公費を伴う個人給付事業の実施状況については、平成２５年度において、「退会記念品」「人

間ドッグ補助」の支給を行っている団体がそれぞれ２団体となっています。また、「レクリ

エーション補助」、「永年勤続（表彰）給付」の支給及び「カフェテリア給付制度」を実施し

ている団体がそれぞれ１団体となっています。 

 

５ 互助会等の福利厚生事業の公表状況【表５】 

 互助会等の福利厚生事業の公表状況については、平成２５年度予算において互助会等に対

する公費支出を行っている６団体のうち６団体が、互助会等において実施された状況を公表

しています。公表媒体として「ホームページ」を使用した団体は６団体であり、６団体が「互

助会会員数」・「互助会公費補助等総額」を公表しています。また、４団体が「個別事業内容」

を、５団体が「互助会名」をそれぞれ公表しています。 
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（表１） 互助会等に対する公費支出額（平成２５年４月１日現在） 

 

 ○ 県内市町村・一部事務組合・広域連合総計           （単位：千円） 

 21 年度決算 22 年度決算 23 年度決算 24 年度決算 25 年度予算 

公費支出総額 

【公費率 ※】 

50,378 

【29.1%】 

44,687 

【28.5%】 

42,313 

【28.2%】 

39,673 

【30.3%】 

32,902 

【28.6%】 

 ○ 市計                            （単位：千円） 

 21 年度決算 22 年度決算 23 年度決算 24 年度決算 25 年度予算 

公費支出総額 

【公費率 ※】 

45,134 

【30.1%】 

41,130 

【29.8%】 

40,344 

【30.0%】 

37,964 

【31.8%】 

31,282 

【30.8%】 

 ○ 町村計                           （単位：千円） 

 21 年度決算 22 年度決算 23 年度決算 24 年度決算 25 年度予算 

公費支出総額 

【公費率 ※】 

2,201 

【23.2%】 

2,218 

【23.7%】 

927 

【14.3%】 

644 

【26.7%】 

720 

【30.0%】 

 ○ 一部事務組合・広域連合計                  （単位：千円） 

 21 年度決算 22 年度決算 23 年度決算 24 年度決算 25 年度予算 

公費支出総額 

【公費率 ※】 

3,043 

【22.5%】 

1,339 

【13.7%】 

1,042 

【11.4%】 

1,065 

【11.9%】 

900 

【8.1%】 

 （参考）全国市区町村（指定都市を除く）             （単位：億円） 

 21 年度決算 22 年度決算 23 年度決算 24 年度決算 25 年度予算 

公費支出総額 

【公費率 ※】 

102 

【38.6%】 

90 

【38.1%】 

80 

【36.5%】 
  

（注１） 互助会等に対する公費支出には、首長部局、教育委員会及び公営企業からの補助金・委託 

金等の支出を含む。また、全国市区町村には一部事務組合、広域連合を含む。 

（注２）全国市区町村の数値は、本冊子作成時点において未公表のため、一部記載しておりません。 

 ※  公費率 ＝ 公費 ÷（公費＋会員掛金） 

 

（表２） 互助会等に対する公費支出の見直し状況（平成２５年４月１日現在） 

 

 24・25 年度に見直し 

を行った団体数 
25年度時点において互助会等に対す

る公費支出を行っていない団体数 

県内市町村 ５ （※） ２４ 

 市 ３ ５ 

町村 ２ １９ 

全国市区町村 

(指定都市除く) 
  

（注１）各市町村の首長部局における互助会等に対する公費支出の見直し状況を示しています。 

（注２）全国市区町村の数値は、本冊子作成時点において未公表のため、記載しておりません。 

 ※  平成 24・25 年度に見直しを行っていない 25 団体のうち 22 団体については、以前から互助会 

等に対する公費支出を行っていません。 
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（表３） 互助会等に対する公費支出の見直し内容（平成２５年４月１日現在） 

（単位：団体） 

   見直し内容 

 

 区 分 

互助会等に

対する公費

支出の廃止 

互助会等に

対する公費

支出の削減 

互助会等に

対する補助

等の方式見

直し ※１ 

個別事業に

対する公費

支出の廃止 

※２ 

個別事業に

対する公費

支出の削減 

県 内 

市町村 

25 年度 0 2 0 1 0 

24 年度 2 0 1 1 0 

 

市 

25 年度 0 2 0 1 0 

24 年度 1 0 0 0 0 

町村 

25 年度 0 0 0 0 0 

24 年度 1 0 1 1 0 

全  国 

市区町村 

(指定都市

除く) 

25 年度      

24 年度      

  （注１）各市町村の首長部局における互助会等に対する公費支出の見直し内容を示しており、平

成 25 年 4 月 1 日の時点で、24 団体については互助会等に対する公費支出を行っていま

せん。 

  （注２）全国市区町村の数値は、本冊子作成時点において未公表のため、記載しておりません。 

   ※１ 例えば、包括補助方式（互助会等の実施事業全体に補助）から事業補助方式（対象事業

を特定して補助）への変更など。 

   ※２ 例えば、実施していた個別事業の廃止や、互助会等における会員からの掛金のみによる

事業への変更など。 
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（表４） 公費を伴う個人給付事業の実施状況（平成２５年４月１日現在） 

（単位：団体） 

 

   事業内容 

 

 

 

 

 区 分 

 

結

婚

祝

金 

出

産

祝

金 

入

学

祝

金 

弔

慰

金 

退

会

給

付

金 

災

害

見

舞

金 

医

療

費

補

助 

入
院

・
傷

病

見
舞

金 

人

間

ド

ッ

ク

補

助 

永

年

勤

続

給

付 
保

養

施

設

利

用
補

助 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
補
助 

県
内
市
町
村 

25 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 

 

うち市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

うち町村 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 

24 年度 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 

23 年度 0 0 0 2 1 1 0 1 3 1 0 1 

22 年度 2 2 0 3 2 2 0 1 4 0 0 1 

21 年度 3 3 0 4 2 2 0 2 5 0 0 2 

全
国
市
区
町
村

（指
定
都
市
除
く
） 

25 年度             

24 年度 426 397 308 529 379 284 71 307 945 392 479 410 

23 年度 460 412 337 610 415 357 66 326 985 426 530 461 

22 年度 494 451 356 663 378 399 78 363 863 465 555 507 

21 年度 664 479 371 707 407 427 78 444 857 499 576 551 

 

 （注１） 各市町村の首長部局における公費を伴う主な個人給付事業の状況を示しています。 

 （注２） 公費を伴う個人給付事業とは、会員に対する現金等の直接給付のみならず、例えば、 

      施設利用料の割引（施設に対して差額を補てん）等の間接的な給付を含みます。 

 （注３） 全国市区町村の数値は、本冊子作成時点において未公表のため、一部記載しておりませ

ん。 
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（表５） 互助会等の福利厚生事業の公表状況（平成２５年４月１日現在） 

（単位：団体） 

 

 

 

 

 

 

区 分 

 
 

 

公

表

団

体

数 

媒 体 主 な 公 表 内 容 

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ 

広

報

誌 

公

報 

※ 

個

別

事

業

内

容 

個

別
事

業

実

施

件

数 

個

別

事

業

実

績

額 

互

助

会

名 
互

助

会

会

員

数 

互
助
会
公
費
補
助
等
総
額 

互

助

会

公
費

補

助

率 

県 内 

市町村 

公表あり 6 6 0 0 4 0 0 5 6 6 0 

公表なし 0   

 

市 

公表あり 4 4 0 0 3 0 0 3 4 4 0 

公表なし 0   

町村 

公表あり 2 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 

公表なし 0   

全  国 

市区町村 

(指定都市

除く) 

公表あり 932 856 395 22 450 114 148 795 437 577 303 

公表なし 240   

  （注１） 各市町村の首長部局の互助会等における福利厚生事業の公表状況を示しています。 

  （注２） 市のうち 5団体、町村のうち 19 団体、全国市区町村のうち 550 団体については、平成

25 年度において互助会等に対する公費支出を全廃しているため、集計の対象外。 

  （注３） 福利厚生事業の公表状況とは、平成 23 年度～25 年度のいずれかにおいて実施された

職員に対する福利厚生事業についての公表状況 

  （注４） 全国市区町村の数値は、本冊子作成時点において未公表のため、平成２４年４月１日

の状況を掲載しています。 

※   地方公共団体が官報に準じて発行する文書 
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第第第第５５５５    処分者数処分者数処分者数処分者数の状況の状況の状況の状況    

 

平成２５年度に実施した「地方公務員制度実態調査」の調査結果に基づく、県内市町村・

一部事務組合の分限処分、懲戒処分及び刑事処分に付された者の状況については次のとおり

です。 

 

１ 分限処分者数の状況 

 

 平成２４年度中の県内市町村・一部事務組合の分限処分者数は２１９人（重複者を除く実

休職者数は１３９人）であり、前年度と比べて１４人（実休職者数は２９人）増で、処分事

由の９９．１％が心身の故障によるものです。 

各団体においては、職場における安全衛生管理体制の整備や職員に対するメンタルヘルス

対策が課題となっています。心の健康に関する研修等の実施、相談体制の整備、職場復帰時

の配慮、職場環境の見直し等の対策に積極的に取り組む必要があります。 

 

表１　分限処分者数の状況

【市町村】 （平成24年4月1日～平成25年3月31日 単位：人）

勤 務 成 績 が 良 く な い 場 合 法第28条第1項第1号 1 1

心 身 の 故 障 の 場 合
法第28条第1項第2号
　　　　第2項第1号

169 169

職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合 法第28条第1項第3号 1 1

職制等の改廃等により過員等を生じた場合 法第28条第1項第4号

刑 事 事 件 に 関 し 起 訴 さ れ た 場 合 法第28条第2項第2号

条 例 で 定 め る 事 由 に よ る 場 合 法第27条第2項

2 169 171

【一部事務組合】 （平成24年4月1日～平成25年3月31日 単位：人）

勤 務 成 績 が 良 く な い 場 合 法第28条第1項第1号

心 身 の 故 障 の 場 合
法第28条第1項第2号
　　　　第2項第1号

48 48

職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合 法第28条第1項第3号

職制等の改廃等により過員等を生じた場合 法第28条第1項第4号

刑 事 事 件 に 関 し 起 訴 さ れ た 場 合 法第28条第2項第2号

条 例 で 定 め る 事 由 に よ る 場 合 法第27条第2項

48 48

免職 休職 失職

法 第 28 条 第 4 項 に よ り 失 職 し た 者

計

降任 免職 休職 計

法第28条第 4項に基づく条例により失職しなかった者

失職

一 部 事 務 組 合 計

法 第 28 条 第 4 項 に よ り 失 職 し た 者

降給

降給

降任

（注） 同一の者が、複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。　

市 町 村 計

（注） 同一の者が、複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。　

法第28条第 4項に基づく条例により失職しなかった者

事 由
種 類

事 由
種 類
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２ 懲戒処分者数の状況 

 

 平成２４年度中の県内市町村・一部事務組合の懲戒処分者数は２２人で、前年度と比べて

１４人減少しています。 

公務員に対する住民の目が厳しくなっている中で、一部の公務員の不祥事は、公務員への

住民の信用を失墜させ、ひいては地方行政全体への信頼をも損ないかねないものであるため、

職員一人ひとりが、職務遂行中はもとより公務外においても全体の奉仕者であることを改め

て自覚することが必要です。また、地方公共団体は、改めて厳正な服務規律の確保と適正な

行政執行体制の確立に全力を尽くすとともに、違法行為等があった場合には厳正な措置をと

り、住民への説明責任を果たしていくことが求められています。 

 

 

表２　懲戒処分者数の状況

【市町村】 （平成24年4月1日～平成25年3月31日 単位：人）

法 令 に 違 反 し た 場 合 法第29条第1項第1号 1 1 4 6 4

職務上の義務に違反し又は職務
を 怠 っ た 場 合

法第29条第1項第2号 4 3 1 8 43

全体の奉仕者たるにふさわしく
な い 非 行 の あ っ た 場 合

法第29条第1項第3号 3 1 1 5 9

8 5 6 19 56

【一部事務組合】 （平成24年4月1日～平成25年3月31日 単位：人）

法 令 に 違 反 し た 場 合 法第29条第1項第1号 1 1

職務上の義務に違反し又は職務
を 怠 っ た 場 合

法第29条第1項第2号 1 1

全体の奉仕者たるにふさわしく
な い 非 行 の あ っ た 場 合

法第29条第1項第3号 1 1

1 1 1 3

（注） 同一の者が、複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。　

戒告 減給 停職

（注） 同一の者が、複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。　

訓告等

一 部 事 務 組 合 計

訓告等計

免職 計

戒告 減給 停職 免職

市 町 村 計

事 由
種 類

事 由事 由
種 類
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３ 刑事処分者数の状況 

 

 平成２４年度中の県内市町村・一部事務組合の刑事処分者数は３人で、昨年度と比べて９

人減少しています。公務外の道路交通法違反による処分が減少したためです。 

 

表３　刑事処分者数の状況

【市町村】 （平成24年4月1日～平成25年3月31日 単位：人）

刑法第197条～第197条の4

刑 法 第 252 条 ～ 第 254 条

刑 法 第 204 条 ～ 第 211 条

職務遂行中 1 1

そ の 他 2 2

3 3

【一部事務組合】 （平成24年4月1日～平成25年3月31日 単位：人）

刑法第197条～第197条の4

刑 法 第 252 条 ～ 第 254 条

刑 法 第 204 条 ～ 第 211 条

職務遂行中

そ の 他

そ の 他

収 賄 に よ る 場 合

横 領 に よ る 場 合

傷 害 ・ 暴 行 に よ る 場 合

公職選挙法違反による場合

一 部 事 務 組 合 計

道路交通法違反
に よ る 場 合

そ の 他

収 賄 に よ る 場 合

（注） 同一の者が、複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。　

横 領 に よ る 場 合

傷 害 ・ 暴 行 に よ る 場 合

公職選挙法違反による場合

道路交通法違反
に よ る 場 合

（注） 同一の者が、複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。　

計懲役 禁錮 罰金 科料

市 町 村 計

計懲役 禁錮 罰金 科料
事件の種類

処分の種類

事件の種類
処分の種類
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第１　給与関係

　1　職種別　市町村・一部事務組合　平均給与月額

(平成２５年４月給与　単位：円、歳）

人数 平均給与月額 平均給料月額 平均年齢 人数 平均給与月額 平均給料月額 平均年齢

11,168 388,748 321,862 42.5 2,565 389,927 296,779 41.1

うち（一般行政職） 5,624 381,873 323,751 42.9 287 340,023 297,295 43.4

うち（税務職） 470 365,246 294,179 38.9 ― ― ― ―

うち（医師・歯科医師職） 75 1,217,195 544,435 43.8 170 1,180,159 512,510 43.3

うち（薬剤師・医療技術職） 142 358,549 292,967 38.4 258 338,764 287,241 39.8

うち（看護・保健職） 634 363,044 308,934 40.8 1,090 344,435 285,378 38.5

うち（福祉職） 888 335,151 312,418 43.0 162 279,233 243,945 42.7

うち（消防職） 1,154 395,584 314,865 39.7 309 389,084 315,848 42.8

うち（企業職） 1,184 436,310 331,421 41.8 ― ― ― ―

うち（技能労務職） 605 372,792 316,359 48.5 138 333,472 299,938 48.0

うち（高等学校教諭職） 63 439,002 394,460 47.0 ― ― ― ―

うち（小・中学校（幼稚園）教諭職） 179 352,091 323,018 42.6 ― ― ― ―

うち（その他の教育職） 89 424,406 393,487 48.4 ― ― ― ―

うち（臨時職員） 45 214,256 214,256 50.6 151 183,321 166,352 43.9

※各職種区分の分類は、それぞれの国の俸給表の適用を受ける者に相当する職員によるものです。

※平均給与月額とは、平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものです。

※主な職種（２０人以上）について記載しています。

(参考　平成２４年)

人数 平均給与月額 平均給料月額 平均年齢 人数 平均給与月額 平均給料月額 平均年齢

全職種 11,241 389,853 323,732 42.7 2,591 383,100 295,095 40.8

一部事務組合

市町村 一部事務組合

市町村

職種区分

　全職種

職種区分
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２－１　市町村支給職員１人当たり平均給与月額（全職種）

(平成２５年４月給与　単位：百円）

（人）  (a)  (b) (a)+(b)  歳  

和 歌 山 市 2,959 3,307 336 130 294 760 4,067 42.9

海 南 市 714 3,220 179 175 164 517 3,737 42.0

橋 本 市 895 3,334 303 273 379 955 4,289 41.9

有 田 市 454 3,265 159 279 265 702 3,967 42.6

御 坊 市 324 3,240 182 53 187 421 3,661 42.8

田 辺 市 877 3,318 241 105 306 652 3,970 42.9

新 宮 市 642 3,411 202 619 375 1,196 4,607 42.3

紀 の 川 市 597 3,371 191 132 243 566 3,937 44.2

岩 出 市 322 2,972 151 141 300 592 3,564 41.4

市 計 7,784 3,298 260 194 290 744 4,042 42.7

紀 美 野 町 209 3,032 182 149 81 412 3,444 44.3

か つ ら ぎ 町 225 3,143 162 70 333 565 3,708 42.8

九 度 山 町 87 3,197 183 112 203 498 3,695 44.9

高 野 町 131 2,992 193 132 152 477 3,469 44.1

湯 浅 町 145 2,898 134 49 161 345 3,243 41.9

広 川 町 88 2,931 168 27 136 330 3,261 38.7

有 田 川 町 376 3,201 217 68 240 524 3,725 43.3

美 浜 町 89 2,979 127 45 297 469 3,448 40.3

日 高 町 89 3,304 155 46 102 303 3,607 45.4

由 良 町 84 2,994 182 52 133 367 3,361 44.0

印 南 町 91 2,920 172 73 31 276 3,196 45.3

み な べ 町 136 3,080 200 110 133 443 3,523 43.4

日 高 川 町 197 3,045 235 97 170 502 3,547 44.5

白 浜 町 351 2,857 201 56 151 408 3,265 39.6

上 富 田 町 120 3,019 147 61 65 273 3,292 41.1

す さ み 町 132 3,114 177 168 112 457 3,571 42.9

那 智 勝 浦 町 313 3,039 202 227 238 667 3,706 39.7

太 地 町 63 3,001 136 120 60 316 3,317 43.7

古 座 川 町 63 2,899 182 442 279 903 3,802 39.5

北 山 村 24 2,994 163 68 53 283 3,277 43.2

串 本 町 371 3,011 185 246 289 720 3,731 41.2

町 村 計 3,384 3,037 186 121 188 495 3,532 42.2

市 町 村 計 11,168 3,219 238 172 259 669 3,887 42.5

※１＝生活給的給与（扶養、地域、住居、通勤、単身赴任）

※２＝職務給的給与（初任給調整、特殊勤務、管理職、義務教育）

※３＝超過給的給与（時間外、宿日直、管理職特勤、夜間、休日）

諸手当 平均給与 平均年齢職員数 平均給料

(b)=1+2+3　　

生活給的給与

      ※１

職務給的給与

      ※２

超過給的給与

      ※３
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２－２　一部事務組合職員１人当たり平均給与月額（全職種）

(平成２５年４月給与　単位：百円）

（人）  (a) (a)+(b)  歳

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 214 3,029 225 680 203 1,108 4,137 40.8

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 6 2,726 116 0 106 222 2,948 43.3

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 27 3,016 109 11 156 277 3,293 49.2

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 347 2,976 185 636 465 1,286 4,262 36.8

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 14 3,057 204 171 99 474 3,531 44.9

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 13 3,277 296 157 17 470 3,747 47.4

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 52 2,583 202 38 154 394 2,977 44.6

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 13 2,962 229 38 221 489 3,451 46.3

有 田 聖 苑 事 務 組 合 1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 361 3,174 149 588 236 973 4,147 41.8

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 201 2,188 122 10 106 239 2,427 41.7

公 立 紀 南 病 院 組 合 669 3,185 241 652 486 1,379 4,564 39.5

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 37 2,555 191 59 76 326 2,881 44.3

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

紀 南 学 園 事 務 組 合 8 2,898 134 0 454 588 3,486 42.9

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 5 3,238 244 0 392 636 3,874 44.9

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 72 2,054 73 16 124 213 2,267 45.8

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 6 3,452 175 147 53 375 3,827 46.3

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 2 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 47 3,158 223 104 57 384 3,542 46.8

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 52 2,070 138 17 211 366 2,436 39.9

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 14 2,653 152 21 59 233 2,886 40.3

那 賀 消 防 組 合 130 3,133 210 208 309 727 3,860 40.8

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 44 3,003 181 112 83 375 3,378 43.6

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 2 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 8 2,322 50 37 0 87 2,409 47.1

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 9 3,086 96 0 0 96 3,182 54.6

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

伊 都 消 防 組 合 56 3,178 265 100 322 687 3,865 42.9

湯 浅 広 川 消 防 組 合 36 2,924 266 224 288 778 3,702 41.9

五 色 台 広 域 施 設 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 87 3,281 285 160 306 751 4,032 46.1

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

一 組 計 2,565 2,968 197 427 307 931 3,899 41.1

※１＝生活給的給与（扶養、地域、住居、通勤、単身赴任）

※２＝職務給的給与（初任給調整、特殊勤務、管理職、義務教育）

※３＝超過給的給与（時間外、宿日直、管理職特勤、夜間、休日）

超過給的給

与

※３

（注）個人情報保護の観点から、対象となる職員数が５人未満の場合、各欄をアスタリスク（＊）としています。

諸手当 平均給与 平均年齢職員数 平均給料

(b)=1+2+3　　

生活給的給

与

※１

職務給的給

与

※２
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２－３　一部事務組合職員１人当たり平均手当額（全職種）

(平成２５年４月給与　単位：百円）

月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 164 196 174 111 0 771 320 105 629 0 117 10

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 228 0 25 36 0 0 0 127 0 0 0 0

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 205 0 139 29 0 0 300 184 150 0 143 0

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 192 141 192 60 0 615 416 375 295 88 417 0

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 186 0 189 33 0 94 363 115 0 0 0 175

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 183 111 0 46 0 85 361 44 0 0 0 0

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 188 87 221 42 0 50 210 29 134 0 273 0

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 232 0 188 56 0 0 250 96 0 0 0 266

有 田 聖 苑 事 務 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 190 0 251 67 0 746 333 198 222 0 141 0

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 226 0 262 50 0 0 211 45 232 0 249 0

公 立 紀 南 病 院 組 合 164 727 257 39 267 850 294 558 405 0 127 5

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 189 0 171 81 0 67 196 50 208 0 171 0

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

紀 南 学 園 事 務 組 合 200 0 0 95 0 0 0 251 324 0 0 0

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 159 0 270 63 0 0 0 490 0 0 0 0

東 牟 婁 郡 町 村 新 宮 市 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 203 0 245 48 0 60 80 0 284 0 277 0

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 188 0 0 81 0 80 202 79 0 0 0 0

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 237 0 193 63 0 107 277 65 0 0 184 0

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 180 0 163 70 0 0 216 99 132 0 97 116

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 123 0 241 48 0 0 300 118 0 0 0 196

那 賀 消 防 組 合 203 0 158 49 290 166 483 180 0 0 58 207

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 214 0 118 44 0 180 254 50 0 0 159 0

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 120 0 0 53 0 0 298 0 0 0 0 0

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 130 0 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

伊 都 消 防 組 合 258 0 253 36 0 93 266 202 0 0 66 207

湯 浅 広 川 消 防 組 合 258 0 189 34 0 225 327 117 0 0 43 193

五 色 台 広 域 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 223 0 256 90 0 118 282 131 0 84 102 210

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

一 部 事 務 組 合 計 193 351 215 58 269 615 319 308 324 86 168 108

（注１）月額は各手当の支給を受けた職員1人あたりの平均額です。

（注２）個人情報保護の観点から、対象となる職員数が５人未満の場合、各欄をアスタリスク（＊）としています。

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

宿日直
手当

管理職
員特別
勤務
手当

夜間
勤務
手当

休日
勤務
手当

時間外
勤務
手当

通勤
手当

単身
赴任
手当

特殊
勤務
手当

管理職
手当
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２－４　一部事務組合職員の手当別支給割合（全職種）

(人)

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 214 99 46.3 14 6.5 45 21.0 192 89.7 0 0.0 160 74.8

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 6 2 33.3 0 0.0 1 16.7 6 100.0 0 0.0 0 0.0

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 27 10 37.0 0 0.0 4 14.8 12 44.4 0 0.0 0 0.0

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 347 121 34.9 44 12.7 81 23.3 323 93.1 0 0.0 329 94.8

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 14 9 64.3 0 0.0 4 28.6 13 92.9 0 0.0 10 71.4

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 13 11 84.6 12 92.3 0 0.0 11 84.6 0 0.0 7 53.8

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 52 23 44.2 43 82.7 3 5.8 42 80.8 0 0.0 2 3.8

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 13 8 61.5 0 0.0 3 23.1 10 76.9 0 0.0 0 0.0

有 田 聖 苑 事 務 組 合 1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 361 107 29.6 0 0.0 64 17.7 262 72.6 0 0.0 258 71.5

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 201 50 24.9 0 0.0 16 8.0 180 89.6 0 0.0 0 0.0

公 立 紀 南 病 院 組 合 669 274 41.0 73 10.9 149 22.3 545 81.5 13 1.9 498 74.4

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 37 15 40.5 0 0.0 11 29.7 29 78.4 0 0.0 27 73.0

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

紀 南 学 園 事 務 組 合 8 3 37.5 0 0.0 0 0.0 5 62.5 0 0.0 0 0.0

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 5 4 80.0 0 0.0 1 20.0 5 100.0 0 0.0 0 0.0

東 牟 婁 郡 町 村 新 宮 市 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 72 18 25.0 0 0.0 1 1.4 28 38.9 0 0.0 5 6.9

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 6 3 50.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0 0 0.0 6 100.0

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 2 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 47 30 63.8 0 0.0 3 6.4 44 93.6 0 0.0 25 53.2

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 1 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 52 12 23.1 0 0.0 11 21.2 46 88.5 0 0.0 0 0.0

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 14 6 42.9 0 0.0 4 28.6 9 64.3 0 0.0 0 0.0

那 賀 消 防 組 合 130 82 63.1 0 0.0 30 23.1 115 88.5 1 0.8 105 80.8

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 44 22 50.0 0 0.0 13 29.5 39 88.6 0 0.0 16 36.4

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 2 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 8 2 25.0 0 0.0 0 0.0 3 37.5 0 0.0 0 0.0

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 9 5 55.6 0 0.0 7 77.8 4 44.4 0 0.0 0 0.0

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

伊 都 消 防 組 合 56 45 80.4 0 0.0 6 10.7 47 83.9 0 0.0 40 71.4

湯 浅 広 川 消 防 組 合 36 30 83.3 0 0.0 7 19.4 15 41.7 0 0.0 33 91.7

五 色 台 広 域 施 設 組 合 4 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 87 67 77.0 0 0.0 10 11.5 81 93.1 0 0.0 87 100.0

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

一 部 事 務 組 合 計 2,565 1,080 42.1 193 7.5 481 18.8 2,103 82.0 14 0.5 1,611 62.8

(平成２５年４月支給分　単位：人、％）

住居
手当

支給
職員数

支給
職員数

通勤
手当

単身赴任
手当

特殊勤務
手当

給料
支給

職員数

支給
職員数

支給
職員数

支給
割合

扶養
手当

地域
手当

支給
割合

支給
割合

(注) 個人情報保護の観点から、対象となる職員数が５人未満の場合、各欄をアスタリスク（＊）としています。

支給
割合

支給
割合

支給
割合

支給
職員数

支給
職員数
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和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 69 32.2 59 27.6 41 19.2 0 0.0 94 43.9 52 24.3

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 0 0.0 5 83.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 1 3.7 8 29.6 5 18.5 0 0.0 14 51.9 0 0.0

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 44 12.7 206 59.4 72 20.7 4 1.2 150 43.2 0 0.0

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 4 28.6 9 64.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 14.3

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 4 30.8 5 38.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 9 17.3 9 17.3 15 28.8 0 0.0 21 40.4 0 0.0

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 2 15.4 5 38.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 69.2

有 田 聖 苑 事 務 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 59 16.3 203 56.2 114 31.6 0 0.0 139 38.5 0 0.0

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 10 5.0 125 62.2 11 5.5 0 0.0 53 26.4 0 0.0

公 立 紀 南 病 院 組 合 44 6.6 435 65.0 105 15.7 0 0.0 308 46.0 174 26.0

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 2 5.4 4 10.8 1 2.7 0 0.0 14 37.8 0 0.0

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

紀 南 学 園 事 務 組 合 0 0.0 8 100.0 5 62.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 0 0.0 4 80.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

東 牟 婁 郡 町 村 新 宮 市 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 11 15.3 0 0.0 6 8.3 0 0.0 26 36.1 0 0.0

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 2 33.3 4 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 8 17.0 13 27.7 0 0.0 0 0.0 10 21.3 0 0.0

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 4 7.7 19 36.5 11 21.2 0 0.0 37 71.2 35 67.3

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 1 7.1 2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 21.4

那 賀 消 防 組 合 20 15.4 87 66.9 0 0.0 0 0.0 97 74.6 91 70.0

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 8 18.2 22 50.0 0 0.0 0 0.0 16 36.4 0 0.0

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 1 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

伊 都 消 防 組 合 7 12.5 39 69.6 0 0.0 0 0.0 38 67.9 37 66.1

湯 浅 広 川 消 防 組 合 2 5.6 28 77.8 0 0.0 0 0.0 30 83.3 30 83.3

五 色 台 広 域 施 設 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 13 14.9 58 66.7 0 0.0 5 5.7 71 81.6 54 62.1

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

一 部 事 務 組 合 計 330 12.9 1,370 53.4 386 15.0 9 0.4 1,118 43.6 487 19.0

宿日直手当管理職手当
時間外勤務

手当

支給
割合

支給
割合

支給
割合

(平成２５年４月支給分　単位：人、％）

管理職員特別
勤務手当

夜間勤務
手当

休日勤務
手当

(注) 個人情報保護の観点から、対象となる職員数が５人未満の場合、各欄をアスタリスク（＊）としています。

支給
割合

支給
職員数

支給
職員数

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
職員数

支給
職員数

支給
割合

39



３－１　市町村支給職員１人当たり平均給与月額（一般行政職）

(平成２５年４月給与　単位：百円）

（人）  (a)  (b) (a)+(b) ※４  歳  

和 歌 山 市 1,475 3,343 338 129 297 763 4,106 3,730 43.2

海 南 市 269 3,266 201 79 137 416 3,682 3,499 42.7

橋 本 市 332 3,322 288 118 388 793 4,115 3,689 43.5

有 田 市 149 3,295 149 71 154 374 3,669 3,489 42.9

御 坊 市 188 3,252 188 65 209 462 3,714 3,476 43.2

田 辺 市 492 3,428 245 87 252 584 4,012 3,703 44.3

新 宮 市 238 3,302 208 158 312 679 3,981 3,623 43.8

紀 の 川 市 409 3,394 210 143 235 588 3,982 3,707 43.8

岩 出 市 190 2,996 171 172 268 611 3,607 3,287 39.9

市 計 3,742 3,326 266 119 270 654 3,980 3,652 43.3

紀 美 野 町 115 3,070 182 113 68 363 3,433 3,316 44.3

か つ ら ぎ 町 170 3,139 184 82 301 567 3,706 3,348 42.7

九 度 山 町 72 3,231 204 128 219 551 3,782 3,529 44.8

高 野 町 78 2,948 182 27 49 258 3,206 3,102 44.2

湯 浅 町 90 2,828 155 57 152 364 3,192 3,021 40.4

広 川 町 57 2,931 166 34 126 326 3,257 3,102 38.9

有 田 川 町 192 3,261 248 46 225 519 3,780 3,486 43.8

美 浜 町 60 2,963 148 49 276 474 3,437 3,149 40.2

日 高 町 60 3,359 167 58 83 308 3,667 3,566 45.1

由 良 町 53 2,935 215 57 163 435 3,370 3,177 41.9

印 南 町 67 3,068 183 90 33 305 3,373 3,296 44.8

み な べ 町 93 3,174 232 115 157 503 3,677 3,465 44.4

日 高 川 町 127 3,147 261 64 237 562 3,709 3,379 44.8

白 浜 町 167 2,981 201 50 115 366 3,347 3,174 38.9

上 富 田 町 77 3,058 178 72 76 327 3,385 3,277 41.6

す さ み 町 62 3,082 204 63 23 290 3,372 3,326 42.4

那 智 勝 浦 町 111 2,911 193 59 151 403 3,314 3,125 38.4

太 地 町 47 2,964 138 128 64 331 3,295 3,193 43.4

古 座 川 町 49 2,862 199 66 292 557 3,419 3,084 39.5

北 山 村 23 2,969 158 63 51 272 3,241 3,177 42.8

串 本 町 112 2,997 205 53 314 572 3,569 3,223 40.9

町 村 計 1,882 3,062 199 69 168 435 3,498 3,283 42.3

市 町 村 計 5,624 3,238 243 102 236 581 3,819 3,529 42.9

※１＝生活給的給与（扶養、地域、住居、通勤、単身赴任）

※２＝職務給的給与（初任給調整、特殊勤務、管理職、義務教育）

※３＝超過給的給与（時間外、宿日直、管理職特勤、夜間、休日）

※４＝給料＋諸手当（扶養、地域、住居、管理職、単身赴任、寒冷地/12、特地勤務、初任給調整）

超過給的

給与

     ※３

諸手当 平均給与 平均年齢職員数
平均給与
（国ベー
ス）

平均給料

(b)=1+2+3　　

生活給的

給与

     ※１

職務給的

給与

     ※２
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３－２　市町村職員１人当たり平均手当額（一般行政職）

(平成２５年４月給与 単位:百円)

月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 年額 年額 年額

和 歌 山 市 199 110 99 67 438 151 607 448 70 106 242 201 0 9,944 5,358

海 南 市 198 0 260 59 0 42 520 270 42 71 0 49 0 9,263 4,757

橋 本 市 205 107 258 47 0 34 505 667 0 0 0 0 0 10,251 5,145

有 田 市 198 0 255 31 0 75 320 302 0 0 0 0 0 9,589 4,971

御 坊 市 205 0 253 39 0 162 347 403 0 0 0 55 0 9,855 4,923

田 辺 市 215 0 241 76 230 27 463 410 32 87 0 108 0 9,658 5,061

新 宮 市 201 0 246 75 290 27 518 508 0 0 0 63 0 9,597 5,003

紀 の 川 市 199 0 160 47 0 44 398 439 45 0 125 126 0 9,664 5,035

岩 出 市 197 0 185 58 0 215 476 552 60 0 0 0 0 8,442 4,388

市 計 202 109 135 61 349 110 500 452 41 89 129 155 0 9,736 5,111

紀 美 野 町 179 0 208 65 0 28 298 325 0 0 0 0 0 8,561 4,781

かつらぎ町 207 0 250 66 0 50 566 515 27 0 0 174 0 9,232 4,645

九 度 山 町 216 0 254 46 0 56 274 481 42 0 0 0 0 9,274 4,584

高 野 町 175 0 175 94 0 42 200 99 126 0 0 0 218 7,411 4,303

湯 浅 町 169 0 190 50 0 0 255 314 42 109 0 0 0 7,686 3,971

広 川 町 221 0 159 45 0 10 238 257 0 0 0 0 0 8,508 4,444

有 田 川 町 205 0 74 88 0 46 371 471 0 150 0 63 0 9,465 4,766

美 浜 町 224 0 246 31 0 0 212 417 42 84 0 0 0 8,429 4,372

日 高 町 213 0 0 29 0 0 159 287 34 0 0 0 0 9,448 4,954

由 良 町 186 0 240 50 0 0 214 362 42 0 0 0 0 8,240 4,218

印 南 町 224 69 250 79 0 0 300 108 42 0 0 0 0 8,589 4,307

み な べ 町 217 0 224 72 530 0 323 314 42 0 0 0 0 9,199 4,763

日 高 川 町 222 0 245 111 0 0 169 618 42 0 0 0 0 8,996 4,635

白 浜 町 198 66 87 68 0 53 240 355 34 0 0 100 0 8,083 4,723

上 富 田 町 189 0 240 43 0 56 280 201 42 0 0 0 0 8,512 4,462

す さ み 町 220 125 177 88 230 0 144 87 79 0 0 0 0 8,778 4,569

那智勝浦町 172 67 203 51 0 38 215 270 0 0 0 0 0 8,540 4,311

太 地 町 199 91 176 23 0 119 208 111 109 63 0 146 0 8,332 4,302

古 座 川 町 219 0 138 66 0 0 201 543 52 0 0 0 0 7,823 4,451

北 山 村 226 0 91 32 0 0 207 0 84 0 0 0 0 7,818 5,068

串 本 町 203 0 235 49 0 0 176 450 42 131 0 0 0 8,631 4,472

町 村 計 203 79 149 68 380 57 251 391 52 116 0 112 218 8,662 4,554

県 計 202 109 138 63 355 99 406 436 48 100 129 153 218 9,380 4,926

（注）月額は各手当の支給を受けた職員一人あたりの平均額です。

寒冷地
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

管理職
員特別
勤務手

当

夜間
勤務
手当

休日
勤務
手当

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

時間外
勤務手

当

通勤
手当

単身
赴任
手当

特殊
勤務
手当

管理職
手当
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３－３　市町村職員の手当別支給割合（一般行政職）

（平成２５年４月支給分　単位：人、％）

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

和 歌 山 市 1,475 795 53.9 1,475 100.0 897 60.8 1,299 88.1 4 0.3 199 13.5

海 南 市 269 156 58.0 0 0.0 42 15.6 206 76.6 0 0.0 11 4.1

橋 本 市 332 196 59.0 331 99.7 29 8.7 265 79.8 0 0.0 7 2.1

有 田 市 149 75 50.3 0 0.0 15 10.1 116 77.9 0 0.0 4 2.7

御 坊 市 188 119 63.3 0 0.0 25 13.3 118 62.8 0 0.0 5 2.7

田 辺 市 492 325 66.1 0 0.0 95 19.3 359 73.0 2 0.4 26 5.3

新 宮 市 238 150 63.0 0 0.0 38 16.0 127 53.4 2 0.8 54 22.7

紀 の 川 市 409 281 68.7 0 0.0 90 22.0 335 81.9 0 0.0 16 3.9

岩 出 市 190 88 46.3 0 0.0 35 18.4 149 78.4 0 0.0 6 3.2

市 計 3,742 2,185 58.4 1,806 48.3 1,266 33.8 2,974 79.5 8 0.2 328 8.8

紀 美 野 町 115 69 60.0 0 0.0 15 13.0 84 73.0 0 0.0 6 5.2

かつらぎ町 170 92 54.1 0 0.0 14 8.2 132 77.6 0 0.0 18 10.6

九 度 山 町 72 47 65.3 0 0.0 10 13.9 44 61.1 0 0.0 8 11.1

高 野 町 78 39 50.0 0 0.0 13 16.7 54 69.2 0 0.0 2 2.6

湯 浅 町 90 49 54.4 0 0.0 21 23.3 33 36.7 0 0.0 0 0.0

広 川 町 57 32 56.1 0 0.0 5 8.8 35 61.4 0 0.0 2 3.5

有 田 川 町 192 129 67.2 0 0.0 111 57.8 148 77.1 0 0.0 5 2.6

美 浜 町 60 31 51.7 0 0.0 5 8.3 23 38.3 0 0.0 0 0.0

日 高 町 60 42 70.0 0 0.0 0 0.0 37 61.7 0 0.0 0 0.0

由 良 町 53 36 67.9 0 0.0 13 24.5 32 60.4 0 0.0 0 0.0

印 南 町 67 39 58.2 1 1.5 2 3.0 37 55.2 0 0.0 0 0.0

み な べ 町 93 64 68.8 0 0.0 9 9.7 71 76.3 1 1.1 0 0.0

日 高 川 町 127 86 67.7 0 0.0 9 7.1 107 84.3 0 0.0 0 0.0

白 浜 町 167 85 50.9 1 0.6 90 53.9 131 78.4 0 0.0 17 10.2

上 富 田 町 77 41 53.2 0 0.0 17 22.1 44 57.1 0 0.0 9 11.7

す さ み 町 62 35 56.5 1 1.6 18 29.0 16 25.8 1 1.6 0 0.0

那智勝浦町 111 58 52.3 3 2.7 36 32.4 77 69.4 0 0.0 8 7.2

太 地 町 47 20 42.6 1 2.1 12 25.5 14 29.8 0 0.0 12 25.5

古 座 川 町 49 28 57.1 0 0.0 11 22.4 32 65.3 0 0.0 0 0.0

北 山 村 23 14 60.9 0 0.0 2 8.7 9 39.1 0 0.0 0 0.0

串 本 町 112 73 65.2 0 0.0 19 17.0 74 66.1 0 0.0 0 0.0

町 村 計 1,882 1,109 58.9 7 0.4 432 23.0 1,234 65.6 2 0.1 87 4.6

県 計 5,624 3,294 58.6 1,813 32.2 1,698 30.2 4,208 74.8 10 0.2 415 7.4

地域手当 住居手当給料
支給
職員数

単身赴任手当 特殊勤務手当扶養手当 通勤手当
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（平成２５年４月支給分　単位：人、％）

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

支給
職員数

支給
割合

和 歌 山 市 263 17.8 935 63.4 3 0.2 20 1.4 2 0.1 79 5.4 0 0.0

海 南 市 40 14.9 131 48.7 1 0.4 15 5.6 0 0.0 5 1.9 0 0.0

橋 本 市 77 23.2 193 58.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

有 田 市 32 21.5 76 51.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

御 坊 市 33 17.6 97 51.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.1 0 0.0

田 辺 市 91 18.5 288 58.5 67 13.6 23 4.7 0 0.0 17 3.5 0 0.0

新 宮 市 70 29.4 146 61.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.8 0 0.0

紀 の 川 市 145 35.5 177 43.3 78 19.1 0 0.0 57 13.9 62 15.2 0 0.0

岩 出 市 66 34.7 91 47.9 13 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

市 計 817 21.8 2,134 57.0 162 4.3 58 1.5 59 1.6 169 4.5 0 0.0

紀 美 野 町 43 37.4 24 20.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

かつらぎ町 23 13.5 97 57.1 35 20.6 0 0.0 0 0.0 2 1.2 0 0.0

九 度 山 町 32 44.4 32 44.4 9 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

高 野 町 10 12.8 16 20.5 18 23.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 50 64.1

湯 浅 町 20 22.2 39 43.3 17 18.9 7 7.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0

広 川 町 8 14.0 28 49.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

有 田 川 町 23 12.0 91 47.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 1.6 0 0.0

美 浜 町 14 23.3 38 63.3 7 11.7 5 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0

日 高 町 22 36.7 15 25.0 19 31.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

由 良 町 14 26.4 23 43.4 8 15.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

印 南 町 20 29.9 18 26.9 6 9.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

み な べ 町 33 35.5 44 47.3 18 19.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

日 高 川 町 48 37.8 47 37.0 26 20.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

白 浜 町 31 18.6 51 30.5 29 17.4 0 0.0 0 0.0 1 0.6 0 0.0

上 富 田 町 18 23.4 27 35.1 11 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

す さ み 町 27 43.5 4 6.5 14 22.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

那智勝浦町 29 26.1 62 55.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

太 地 町 22 46.8 8 17.0 16 34.0 4 8.5 0 0.0 1 2.1 0 0.0

古 座 川 町 16 32.7 24 49.0 25 51.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

北 山 村 7 30.4 0 0.0 14 60.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

串 本 町 34 30.4 69 61.6 19 17.0 25 22.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0

町 村 計 494 26.2 757 40.2 291 15.5 42 2.2 0 0.0 7 0.4 50 2.7

県 計 1,311 23.3 2,891 51.4 453 8.1 100 1.8 59 1.0 176 3.1 50 0.9

寒冷地手当管理職手当 時間外勤務手当 宿日直手当
管理職

特別勤務手当
夜間勤務手当 休日勤務手当
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４　市町村支給職員１人当たり平均給与月額（技能労務職）

(平成２５年４月給与　単位：百円）

（人）  (a) (a)+(b) ※４  歳

和 歌 山 市 307 3,138 324 256 182 761 3,899 3,417 47.6

海 南 市 32 3,535 116 30 36 182 3,717 3,612 51.3

橋 本 市 59 3,495 245 44 91 380 3,875 3,704 46.9

有 田 市 16 3,114 73 20 436 530 3,644 3,160 52.2

御 坊 市 17 3,291 202 0 58 260 3,551 3,477 45.2

田 辺 市 22 3,521 210 45 121 375 3,896 3,663 49.4

新 宮 市 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

紀 の 川 市 33 3,348 218 109 420 747 4,095 3,559 47.5

岩 出 市 25 2,802 154 108 633 895 3,697 2,884 52.8

市 計 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

紀 美 野 町 8 2,118 113 0 0 113 2,231 2,183 48.3

か つ ら ぎ 町 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

九 度 山 町 － － － － － － － － －

高 野 町 4 2,512 129 0 0 129 2,641 2,650 54.8

湯 浅 町 7 3,267 144 0 115 259 3,526 3,391 48.8

広 川 町 － － － － － － － － －

有 田 川 町 30 3,383 64 0 41 104 3,487 3,411 52.7

美 浜 町 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 高 町 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

由 良 町 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

印 南 町 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

み な べ 町 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

日 高 川 町 20 2,414 103 0 5 109 2,523 2,455 49.7

白 浜 町 － － － － － － － － －

上 富 田 町 － － － － － － － － －

す さ み 町 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

那 智 勝 浦 町 （５人未満） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

太 地 町 － － － － － － － － －

古 座 川 町 － － － － － － － － －

北 山 村 － － － － － － － － －

串 本 町 7 2,563 46 0 35 81 2,644 2,588 48.9

町 村 計 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

市 町 村 計 605 3,164 242 148 174 564 3,728 3,364 48.5

（注１）　人数については、１人以上５人未満の場合は「（５人未満）」としています。

（注２）　個人情報保護の観点から、市町村については、対象となる職員数が５人未満の場合は個人情報が特定されるため、各欄

　　　　　をアスタリスク（＊）としています。

※１＝生活給的給与（扶養、地域、住居、通勤、単身赴任）

※２＝職務給的給与（特殊勤務、管理職）

※３＝超過給的給与（時間外、宿日直、管理職特勤、夜間、休日）

※４＝給料＋諸手当（扶養、地域、住居、管理職、単身赴任、寒冷地/12、特地勤務、初任給調整）

超過給的

給与

     ※３

平均給与 平均年齢職員数
平均給与
（国ベー

ス）
諸手当平均給料

(b)=1+2+3　　

生活給的

給与

     ※１

職務給的

給与

     ※２
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（平成２５年４月１日現在）

(A) (B)

和 歌 山 市 379,536 12 9 同 5 主同 教（1）（2）（3）、消、医、保、企、任、再、特任 2,959 1,475 129

海 南 市 55,240 9 7 同 消、企、企行、企医（1）（2）（3）、再、教 714 269 78

橋 本 市 66,657 4 7 同 医（1）（2）（3） 895 332 75

有 田 市 30,871 5 7 同 医（1）（2）（3）、公 454 149 68

御 坊 市 25,474 2 7 同 消 324 188 79

田 辺 市 80,117 2 7 同 医 877 492 92

新 宮 市 31,509 5 7 同 医（1）（2）（3）、消 642 238 50

紀 の 川 市 66,862 1 7 主同 597 409 112

岩 出 市 53,276 1 7 同 322 190 166

市 計 789,542 7,784 3,742 102

紀 美 野 町 10,273 3 6 同 2 同 医 209 115 50

か つ ら ぎ 町 18,389 1 6 同 225 170 82

九 度 山 町 4,908 2 5 同 3 同 87 72 57

高 野 町 3,561 5 5 同 3 同 医（1）（2）（3） 131 78 28

湯 浅 町 13,391 1 6 同 145 90 93

広 川 町 7,717 2 6 同 4 同 88 57 88

有 田 川 町 27,642 1 6 同 376 192 74

美 浜 町 7,881 1 6 同 89 60 89

日 高 町 7,859 1 6 同 89 60 89

由 良 町 6,526 2 6 同 3 同 84 53 78

印 南 町 8,984 1 7 同 91 67 99

み な べ 町 13,917 1 6 同 136 93 103

日 高 川 町 10,702 3 6 同 3 同 医 197 127 55

白 浜 町 23,024 3 6 同 嘱託、医 351 167 66

上 富 田 町 15,302 1 5 同 120 77 128

す さ み 町 4,691 4 5 同 医（1）（2）（3） 132 62 36

那 智 勝 浦 町 17,049 3 6 同 医（1）（2） 313 111 55

太 地 町 3,404 1 5 同 63 47 55

古 座 川 町 3,133 2 5 同 医 63 49 50

北 山 村 477 1 5 同 24 23 20

串 本 町 18,191 4 6 同 医（1）（2）（3） 371 112 50

町 村 計 227,021 3,384 1,882 68

県 計 1,016,563 11,168 5,624 92

（注１）　「主同」は、「継ぎ足し」に係る昇給間差額が国の最高号俸とその１号下位の号俸の間差額と同じであるものや、「下駄ばき」

総職員数

一般行政職
給料表

技能労務職
給料表

うち一般
行政職級数 構造

（注２）　「主合」は、独自部分より、合成部分（「下駄ばき」や「継ぎ足し」に係る昇給間差額が上記と異なるもの。）が多く占めるもの。

５　給料表の種類及び構造

他の給料表

構造

種
類

25年3月末
住基人口

級数

　　　　　に係る昇給間差額が国の初号俸より低額の月額区分で、初号俸とその１号上位の号俸の間差額と同じであるもの。

職員１人
当り人口
A/B (人)
切上げ
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（平成２５年４月１日現在）

（１）団体別ラスパイレス指数（一般行政職）

H25→H25
(7月時
点)

指数

①

参考値

②

7月時点
の指数

③

指数

④

 参考値
 
　 ⑤

指数

⑥

指数

③-①

指数

①-④

参考値

②-⑤

指数

①-⑥

参考値

②-⑥

指数

⑦

和 歌 山 市 107.5 99.3 103.6 108.0 99.8 100.2 ▲ 3.9 ▲ 0.5 ▲ 0.5 7.3 ▲ 0.9 107.5 0.0 

海 南 市 105.1 97.1 100.0 105.5 97.4 98.3 ▲ 5.1 ▲ 0.4 ▲ 0.3 6.8 ▲ 1.2 105.1 0.0 

橋 本 市 107.4 99.2 101.2 106.5 98.4 98.7 ▲ 6.2 0.9 0.8 8.7 0.5 107.4 0.0 

有 田 市 106.8 98.7 102.4 107.3 99.1 96.5 ▲ 4.4 ▲ 0.5 ▲ 0.4 10.3 2.2 106.8 0.0 

御 坊 市 105.8 97.7 100.1 105.9 97.9 98.0 ▲ 5.7 ▲ 0.1 ▲ 0.2 7.8 ▲ 0.3 105.8 0.0 

田 辺 市 107.5 99.3 102.1 108.1 99.9 99.9 ▲ 5.4 ▲ 0.6 ▲ 0.6 7.6 ▲ 0.6 107.5 0.0 

新 宮 市 104.9 96.9 99.8 105.9 97.9 97.0 ▲ 5.1 ▲ 1.0 ▲ 1.0 7.9 ▲ 0.1 104.9 0.0 

紀 の 川 市 106.4 98.3 101.8 105.9 97.9 97.5 ▲ 4.6 0.5 0.4 8.9 0.8 106.4 0.0 

岩 出 市 105.1 97.1 100.8 104.1 96.2 95.5 ▲ 4.3 1.0 0.9 9.6 1.6 105.1 0.0 

紀 美 野 町 98.0 90.4 97.6 97.4 90.0 88.4 ▲ 0.4 0.6 0.4 9.6 2.0 98.0 0.0 

か つ ら ぎ 町 103.2 95.3 103.2 102.4 94.6 94.7 0.0 0.8 0.7 8.5 0.6 103.2 0.0 

九 度 山 町 100.8 93.0 100.6 101.4 93.7 91.9 ▲ 0.2 ▲ 0.6 ▲ 0.7 8.9 1.1 100.8 0.0 

高 野 町 96.2 88.9 96.1 97.5 90.1 89.1 ▲ 0.1 ▲ 1.3 ▲ 1.2 7.1 ▲ 0.2 96.2 0.0 

湯 浅 町 99.3 91.7 96.2 98.7 91.1 91.1 ▲ 3.1 0.6 0.6 8.2 0.6 99.3 0.0 

広 川 町 104.1 96.1 100.6 103.1 95.1 94.7 ▲ 3.5 1.0 1.0 9.4 1.4 104.1 0.0 

有 田 川 町 103.3 95.5 101.9 103.7 95.8 96.0 ▲ 1.4 ▲ 0.4 ▲ 0.3 7.3 ▲ 0.5 103.3 0.0 

美 浜 町 104.8 96.8 104.1 103.0 95.2 95.2 ▲ 0.7 1.8 1.6 9.6 1.6 104.8 0.0 

日 高 町 102.6 94.6 100.1 104.0 95.9 94.7 ▲ 2.5 ▲ 1.4 ▲ 1.3 7.9 ▲ 0.1 102.6 0.0 

由 良 町 100.1 92.5 100.0 100.1 92.6 92.3 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.1 7.8 0.2 100.1 0.0 

印 南 町 98.9 91.4 98.9 97.4 90.0 91.3 0.0 1.5 1.4 7.6 0.1 98.9 0.0 

み な べ 町 99.6 91.9 99.6 99.5 91.8 91.0 0.0 0.1 0.1 8.6 0.9 99.6 0.0 

日 高 川 町 98.0 90.5 98.0 97.1 89.6 89.8 0.0 0.9 0.9 8.2 0.7 98.0 0.0 

白 浜 町 106.0 98.0 101.0 105.2 97.2 97.5 ▲ 5.0 0.8 0.8 8.5 0.5 106.0 0.0 

上 富 田 町 103.0 95.2 98.8 103.6 95.8 96.1 ▲ 4.2 ▲ 0.6 ▲ 0.6 6.9 ▲ 0.9 103.0 0.0 

す さ み 町 102.4 94.5 100.1 102.1 94.3 93.3 ▲ 2.3 0.3 0.2 9.1 1.2 102.4 0.0 

那 智 勝 浦 町 105.8 97.8 100.1 106.1 98.2 97.8 ▲ 5.7 ▲ 0.3 ▲ 0.4 8.0 0.0 105.8 0.0 

太 地 町 99.4 91.8 99.1 98.9 91.3 91.4 ▲ 0.3 0.5 0.5 8.0 0.4 99.4 0.0 

古 座 川 町 102.6 94.9 100.3 101.5 93.9 95.2 ▲ 2.3 1.1 1.0 7.4 ▲ 0.3 102.6 0.0 

北 山 村 98.8 91.2 97.8 100.9 93.2 91.1 ▲ 1.0 ▲ 2.1 ▲ 2.0 7.7 0.1 98.8 0.0 

串 本 町 102.2 94.4 100.9 101.1 93.4 93.9 ▲ 1.3 1.1 1.0 8.3 0.5 102.2 0.0 

(注１)ラスパイレス指数は、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、職種ごとに

　　　学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数

　　　で表したものです。

(注２) 平成24年及び平成25年の参考値は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法の措置が無いとした場合の値です。

(注３) 平成25年の7月時点の指数は、平成25年7月1日現在の値です。国の要請等を踏まえた給与減額措置の施行状況等を反映しています。

（２）団体区分別ラスパイレス指数（一般行政職）

H25→H25
(7月時
点)

指数

①

参考値
　
②

7月時点
の指数

③

指数

④

参考値

⑤

指数

⑥

指数

③-①

指数

①-④

参考値

②-⑤

指数

①-⑥

参考値

②-⑥

県内市平均 106.8 98.7 102.1 107.0 98.9 98.9 ▲ 4.7 ▲ 0.2 ▲ 0.2 7.9 ▲ 0.2

県内町村平均 101.8 94.0 100.0 101.4 93.7 93.5 ▲ 1.8 0.4 0.3 8.3 0.5

全国市平均 106.9 98.8 98.8

全国町村平均 103.3 95.5 95.3

(注１）ラスパイレス指数の平均値は、職員数による加重平均で算出しています。

(注２) 平成24年及び平成25年の参考値は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法の措置が無いとした場合の値です。

(注３) 平成25年の7月時点の指数は、平成25年7月1日現在の値です。国の要請等を踏まえた給与減額措置の施行状況等を反映しています。

(注４) 平成25年の全国平均値は、本冊子作成時点において未公表のため、空欄としております。

H23→H25

※地域手当を加味した
地域における国家公務
員と地方公務員の給
与水準を比較するた
め、地域手当の支給率
を用いて補正したラス
パイレス指数。　全団
体国公準拠どおりのた
め差が生じていない。

区分

平成25年 平成24年 平成23年

増　　　減

H24→H25 H23→H25

６　年別ラスパイレス指数

地域手当補正後
ラスパイレス指数

区分

平成25年 平成24年 平成23年

増　　　減

平成25年

ラスと補
正後ラス
の比較

①-⑦

H24→H25
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比
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比
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５
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比
率
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級

２
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８　市町村初任給基準の状況（一般行政職・試験区分）

（平成２５年４月１日現在　単位：百円）

和 歌 山 市 1,722 - 1,401

海 南 市 1,722 1,528 1,401

橋 本 市 1,722 1,498 1,401

有 田 市 1,722 1,528 1,401

御 坊 市 1,722 1,528 1,401

田 辺 市 1,722 1,498 1,401

新 宮 市 1,722 1,528 1,401

紀 の 川 市 1,722 1,498 1,401

岩 出 市 1,722 1,498 1,401

紀 美 野 町 1,722 1,528 1,401

か つ ら ぎ 町 1,722 1,528 1,401

九 度 山 町 1,722 1,528 1,401

高 野 町 1,616 1,498 1,401

湯 浅 町 1,722 1,528 1,401

広 川 町 1,722 1,498 1,401

有 田 川 町 1,722 1,528 1,401

美 浜 町 1,722 1,528 1,401

日 高 町 1,722 1,528 1,401

由 良 町 1,722 1,528 1,401

印 南 町 1,722 1,528 1,401

み な べ 町 1,722 1,528 1,401

日 高 川 町 1,722 1,528 1,401

白 浜 町 1,722 1,498 1,401

上 富 田 町 1,722 1,528 1,401

す さ み 町 1,722 1,528 1,401

那 智 勝 浦 町 1,722 1,528 1,401

太 地 町 1,722 1,528 1,401

古 座 川 町 1,722 1,528 1,401

北 山 村 1,722 1,528 1,401

串 本 町 1,722 1,528 1,401

初任給
基準額

備考

大学卒 短大卒 高校卒

初任給
基準額

初任給
基準額

48



（平成２５年４月１日現在）

対象職員
（国 55歳
を超える
職員）

　　　　抑制内容
（国 標準の勤務成績で
　　 昇給停止）

　　　 抑制内容
(国　高位号俸から昇格した場合の俸給
月額の増加額を縮減）

和 歌 山 市 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

海 南 市 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

橋 本 市 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

有 田 市 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

御 坊 市 ○ ○ ○

田 辺 市 ○ ○ ○

新 宮 市 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

紀 の 川 市 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

岩 出 市 ○ ○ ○

市 計 0 9 0 0 3 6 7 2

紀 美 野 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

か つ ら ぎ 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

九 度 山 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

高 野 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

湯 浅 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

広 川 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

有 田 川 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

美 浜 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

日 高 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

由 良 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

印 南 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

み な べ 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

日 高 川 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

白 浜 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

上 富 田 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○

す さ み 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

那 智 勝 浦 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

太 地 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

古 座 川 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

北 山 村 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

串 本 町 ○ ○ 標準の勤務成績で2号昇給 ○
高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減し
ていない

町 村 計 0 21 0 0 0 21 9 12

県 計 0 30 0 0 3 27 16 14

　　 ※国の昇給制度は、標準の勤務成績で昇給停止（平成26年1月1日から実施）

国
と
同
じ

国
と
異
な
る

国
と
同
じ

国
と
異
な
る

（注）「国と同じ」とは、国における55歳を超える職員（一般行政職）の昇給制度又は昇格制度と同じ場合を記載。

　　 ※国の昇格制度は、最高号棒を含む高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減（平成25年1月1日から実施）

抑制
措置
無

抑制措置有

対象となる職員
（一般行政職）

昇給制度 昇格制度

国
と
同
じ

国
と
異
な
る

９　高齢層職員の昇給・昇格制度（一般行政職）
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国 と 同 じ

国 と 異 な る

国 と 同 じ
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○
○

○
○

○
○

○

す
さ

み
町

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

那
智

勝
浦

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

太
地

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

古
座

川
町

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

北
山

村
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

串
本

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

町
村

計
7

2
0

0
0

1
1
6

0
4

0
4

1
1
6

2
0

0
1

1
8

2
1

1
8

1
2

1
0

1
1
0

0
1
6

5
1
7

0
4

0
2
1

0
1

1
1
9

県
計

8
2
9

0
0

3
2
0

0
7

1
8

1
2
0

2
8

0
2

2
5

4
1

2
5

2
3

1
2

5
1
3

0
2
3

7
2
4

2
4

0
3
0

0
1

1
2
8

制
度

有

制 度 無

制 度 無

級
別

定
数

枠
外

昇
給

制
度

制
度

有

 
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表

経
験

年
数

換
算

表
在

級
期

間
表

制
度

有

経
験

年
数

を
1
2
月

又
は

1
8
月

で
除

す
る

方
法

経
験

年
数

調
整

表

制 度 無

制
度

有

制 度 無

制 度 無

制
度

有

制 度 無

制 度 無

制 度 無

制
度

有

制 度 無

制
度

有

初
任

給
、

昇
格

、
昇

給
基

準
級

別
職

務
分

類
表

制
度

有
制

度
有

修
学

年
数

調
整

制
度

有

制 度 無

制 度 無

級
別

標
準

職
務

表
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（平成２５年４月現在）

１人 特定

配偶者 （配偶者 期間の

以外 なし） 加算

和 歌 山 市 ○ 20,200 53.8%

海 南 市 ○ 19,400 50.3%

橋 本 市 ○ 18,800 52.3%

有 田 市 ○ 19,800 46.3%

御 坊 市 ○ 21,300 56.2%

田 辺 市 ○ 21,100 61.9%

新 宮 市 ○ 18,500 56.9%

紀 の 川 市 ○ 19,500 60.6%

岩 出 市 ○ 18,400 40.1%

市 計 0 9 0 19,857 54.1%

紀 美 野 町 ○ 18,700 57.9%

か つ ら ぎ 町 ○ 19,900 47.6%

九 度 山 町 ○ 20,100 62.1%

高 野 町 ○ 18,600 53.4%

湯 浅 町 ○ 16,600 46.2%

広 川 町 ○ 21,600 51.1%

有 田 川 町 ○ 19,900 57.2%

美 浜 町 ○ 21,100 40.4%

日 高 町 ○ 20,900 65.2%

由 良 町 ○ 17,600 58.3%

印 南 町 ○ 23,000 49.5%

み な べ 町 ○ 20,400 60.3%

日 高 川 町 ○ 21,400 57.9%

白 浜 町 ○ 20,300 47.6%

上 富 田 町 ○ 18,300 46.7%

す さ み 町 ○ 19,700 52.3%

那 智 勝 浦 町 ○ 16,900 50.2%

太 地 町 ○ 18,900 44.4%

古 座 川 町 ○ 21,400 49.2%

北 山 村 ○ 22,900 62.5%

串 本 町 ○ 19,900 52.6%

町 村 計 0 21 0 19,634 52.6%

県 計 0 30 0 19,791 53.7%

国： 13,000円 6,500円 11,000円 5,000円

配偶者

国
と
異
な
る

国
と
同
じ

　　　制度有

１１－１　諸手当の状況（扶養手当）

１人当り
平均支給

月額
（単位：円）

支給職員数
割合

制
度
無

（平成２５年４月現在）
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１１－２　諸手当の状況（地域手当）

（平成２５年４月現在）

和 歌 山 市 ○ 一般職　3％ ○ 10,700 2,959

海 南 市 ○ 0

橋 本 市 ○ 一般職　3％ 12,800 894

有 田 市 ○ 0

御 坊 市 ○ 0

田 辺 市 ○ 0

新 宮 市 ○ 0

紀 の 川 市 ○ 0

岩 出 市 ○ 0

市 計 7 2 0 1 11,187 3,853

紀 美 野 町 ○ 0

か つ ら ぎ 町 ○ 0

九 度 山 町 ○ 0

高 野 町 ○ 0

湯 浅 町 ○ 0

広 川 町 ○ 0

有 田 川 町 ○ 0

美 浜 町 ○ 0

日 高 町 ○ 0

由 良 町 ○ 0

印 南 町 ※ 7,200 2

み な べ 町 ※ 0

日 高 川 町 ○ 0

白 浜 町 ※ 7,900 2

上 富 田 町 ○ 0

す さ み 町 ※ 12,500 1

那 智 勝 浦 町 ※ ○ 64,100 12

太 地 町 ※ 9,100 1

古 座 川 町 ○ 0

北 山 村 ○ 0

串 本 町 ※ 0

町 村 計 14 7 0 1 45,611 18

県 計 21 9 0 2 11,347 3,871

（注２）　国基準によれば、医師については１５％（１５％以上の地域手当を支給される場合を除く）

制
度
無

国
と
異
な
る

（注３）　※の団体は、国が地域手当を支給する地域に勤務する職員を支給対象としています。

国
と
同
じ

（注１）　医師を除き、国基準によれば、和歌山市（３％）と橋本市（３％）のみが対象地域。

25年4月
１人当り平均

支給月額
（単位：円）

25年4月
支給職員数

適用

制度有
備考

（医師への
 支給状
況）
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１１－３　諸手当の状況（住居手当）

（平成２５年４月現在）

制度有り

支給要件
最高支給額
（単位：円）

支給要件
支給額

（単位：円）
支給要件

支給額
～5年

（単位：
円）

支給額
5年～

（単位：
円）

国 27,000

和 歌 山 市 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 5,000 5,000 10,500 61.7%

海 南 市 ○ ○ ○ 24,200 13.0%

橋 本 市 ○ ○ ○ 29,400 10.7%

有 田 市 ○ ○ ○ 24,800 13.4%

御 坊 市 ○ ○ ○ 25,100 14.2%

田 辺 市 ○ ○ ○ 24,700 19.2%

新 宮 市 ○ ○ ○ 24,500 18.5%

紀 の 川 市 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 2,500 16,200 19.3%

岩 出 市 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 2,500 19,100 14.6%

市 計 0 9 0 5 4 0 6 3 14,288 33.0%

紀 美 野 町 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 2,500 16,300 16.3%

かつらぎ町 ○ ○ ○ 24,900 6.7%

九 度 山 町 ○ ○ ○ 25,400 11.5%

高 野 町 ○ ○ ○ 16,800 16.0%

湯 浅 町 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 2,500 20,500 19.3%

広 川 町 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 3,000 21,400 11.4%

有 田 川 町 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員、又は共有者
が手当不支給

3,600 2,000 7,800 48.1%

美 浜 町 ○ ○ ○ 24,100 11.2%

日 高 町 ○ ○ ○ 0 0.0%

由 良 町 ○ ○ ○ 24,000 19.0%

印 南 町 ○ ○ ○ 23,800 4.4%

み な べ 町 ○ ○ ○ 23,000 8.8%

日 高 川 町 ○ ○
配偶者のない
職員に対する
支給規定無し

○ 25,500 7.6%

白 浜 町 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 2,500 1,000 9,400 50.7%

上 富 田 町 ○ ○ ○ 24,100 15.8%

す さ み 町 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 2,500 18,600 22.0%

那智勝浦町 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 2,500 20,100 26.5%

太 地 町 ○ ○ ○ 18,500 22.2%

古 座 川 町 ○ ○ ○
所有の住宅に居住す
る職員で世帯主 2,500 13,200 25.4%

北 山 村 ○ ○ ○ 9,100 8.3%

串 本 町 ○ ○ ○ 23,200 17.0%

町 村 計 1 20 0 18 2 1 13 8 15,002 22.5%

県 計 1 29 0 23 6 1 19 11 14,451 29.8%

25年4月
支給職員
数割合

制
度
無

制
度
無

制度有り 　
（

国
と
同
じ
）

制
度
無

国
と
異
な
る

国
と
異
な
る

国
と
同
じ

職員の居住する借家・借間 配偶者等の居住する借家・借間 自　　宅

制度有り 25年4月
１人当り
平均支給
月額

(単位:円)

国
と
同
じ

国
と
異
な
る
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１１－４　諸手当の状況（初任給調整手当）

（平成２５年４月現在）

内容

和 歌 山 市 ○ 医療職：医師のみ、国４種を使用（国基準は３種）。最高額は249,100円

海 南 市 ○

橋 本 市 ○

有 田 市 ○

御 坊 市 ○

田 辺 市 ○

新 宮 市 ○

紀 の 川 市 ○

岩 出 市 ○

市 計 8 0 1

紀 美 野 町 ○ 医療職：276,800円

か つ ら ぎ 町 ○

九 度 山 町 ○

高 野 町 ○

湯 浅 町 ○

広 川 町 ○

有 田 川 町 ○

美 浜 町 ○

日 高 町 ○

由 良 町 ○

印 南 町 ○

み な べ 町 ○

日 高 川 町 ○ 医療職：268,500円

白 浜 町 ○

上 富 田 町 ○

す さ み 町 ○ 医療職：160,000～180,000円

那 智 勝 浦 町 ○

太 地 町 ○

古 座 川 町 ○

北 山 村 ○

串 本 町 ○

町 村 計 15 3 3

県 計 23 3 4

制度無

制度有

国と同じ 国と異なる
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（平成２５年４月現在）

和 歌 山 市 ○ ○ 6,100 89.5%

海 南 市 ○ ○ 2,500 26,000 6,100 81.2%

橋 本 市 ○ ○ 5,400 84.2%

有 田 市 ○ ○ 4,200 76.7%

御 坊 市 ○ ○ 3,900 67.3%

田 辺 市 ○ ○ ※１ 2,100 55,000 8,100 77.0%

新 宮 市 ○ ○ １９区分 3,900 7,600 60.0%

紀 の 川 市 ○ ○ 5,000 83.2%

岩 出 市 ○ ○ １６区分 37,300 6,200 78.9%

市 計 0 0 9 0 5 4 6,059 81.7%

紀 美 野 町 ○ ○ 3,000 15,200 6,200 76.1%

か つ ら ぎ 町 ○ ○ ２７区分 3,400 6,700 76.4%

九 度 山 町 ○ ○ １４区分 2,300 4,500 65.5%

高 野 町 ○ ○ ６区分 13,700 9,600 69.5%

湯 浅 町 ○ ○ 4,600 39.3%

広 川 町 ○ ○ １５区分 5,000 65.9%

有 田 川 町 ○ ○ ２１区分 44,300 8,400 77.7%

美 浜 町 ○ ○ 3,600 40.4%

日 高 町 ○ ○ ２０区分 1,000 8,500 3,000 64.0%

由 良 町 ○ ○ ３６区分 2,500 20,000 5,100 65.5%

印 南 町 ○ 片道３ｋｍ以上 ○ 片道３㎞以上 ６７区分 2,400 55,000 8,400 54.9%

み な べ 町 ○ ○ ３１区分 26,000 7,100 75.0%

日 高 川 町 ○ ○ ２９区分 2,500 19,500 10,900 83.8%

白 浜 町 ○ ○ ３４区分 18,500 7,300 76.6%

上 富 田 町 ○ ○ 4,000 58.3%

す さ み 町 ○ ○ 上限無し 2,700 上限無し 9,000 34.1%

那 智 勝 浦 町 ○ ○ 5,500 69.0%

太 地 町 ○ ○ 2,600 34.9%

古 座 川 町 ○ ○ 6,200 69.8%

北 山 村 ○ ○ 3,200 37.5%

串 本 町 ○ ○ 5,700 72.8%

町 村 計 0 0 20 1 8 13 6,765 67.8%

県 計 0 0 29 1 13 17 6,246 77.5%

国 片道２ｋｍ以上 55,000円 片道２ｋｍ以上 １３区分 2,000円 24,500円

※１：3ｋｍ以下2,100円、1km毎に加算し、99km以上は55,000円

制
度
無

国
と
同
じ

国
と
異
な
る

最高支給額
（単位：円）

最高支給額
（単位：円）

１１－５　諸手当の状況（通勤手当）　

　　自動車等の使用者
25年4月
１人当り
平均支給
月額

(単位:円)

国
と
同
じ

制
度
無

支給要件

　交通機関等の利用者

国
と
異
な
る

最低支給額
（単位：円）

25年4月
支給
職員数
割合

支給要件 距離区分
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（平成２５年４月現在）

定額 加算額

和 歌 山 市 ○ 43,200 0.2%

海 南 市 ○ 0 0.0%

橋 本 市 ○ 0 0.0%

有 田 市 ○ 23,000 0.7%

御 坊 市 ○ 0 0.0%

田 辺 市 ○ 23,000 0.2%

新 宮 市 ○ 29,000 1.9%

紀 の 川 市 ○ 0 0.0%

岩 出 市 ○ 0 0.0%

市 計 3 6 0 30,864 0.3%

紀 美 野 町 ○ 上限 29,000 0 0.0%

か つ ら ぎ 町 ○ 0 0.0%

九 度 山 町 ○ 0 0.0%

高 野 町 ○ 0 0.0%

湯 浅 町 ○ 0 0.0%

広 川 町 ○ 0 0.0%

有 田 川 町 ○ 0 0.0%

美 浜 町 ○ 0 0.0%

日 高 町 ○ 0 0.0%

由 良 町 ○ 0 0.0%

印 南 町 ○ 0 0.0%

み な べ 町 ○ 53,000 0.7%

日 高 川 町 ○ 0 0.0%

白 浜 町 ○ 0 0.0%

上 富 田 町 ○ 0 0.0%

す さ み 町 ○ 23,000 0.8%

那 智 勝 浦 町 ○ 29,000 0.6%

太 地 町 ○ 0 0.0%

古 座 川 町 ○ 0 0.0%

北 山 村 ○ 0 0.0%

串 本 町 ○ 0 0.0%

町 村 計 15 5 1 33,500 0.1%

県 計 18 11 1 31,269 0.2%

　　　　 国：定額23,000円（100㎞を超えると加算（上限45,000円）あり）

25年4月
支給職員数

割合

１１－６　諸手当の状況（単身赴任手当）

国
と
同
じ

25年4月
１人当り

平均支給月額
（単位：円）

制度有

支給要件

国
と
異
な
る

支給額　（単位：円）

制
度
無
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１１－７-１　諸手当の状況（市町村特殊勤務手当）

（平成２５年４月現在）

和 歌 山 市 13 1 12 26 26 0 16,700 30.8%

海 南 市 20 3 24 47 47 0 38,900 31.5%

橋 本 市 6 1 21 28 27 1 49,800 37.8%

有 田 市 9 1 23 33 25 8 48,200 46.7%

御 坊 市 3 0 2 5 5 0 12,000 2.5%

田 辺 市 10 7 3 20 20 0 10,100 32.2%

新 宮 市 7 2 19 28 27 1 83,400 58.7%

紀 の 川 市 1 0 3 4 4 0 7,800 6.7%

岩 出 市 6 3 2 11 11 0 17,600 7.8%

市 計 0 75 18 109 202 192 10 35,631 31.1%

紀 美 野 町 1 1 9 11 11 0 19,800 20.6%

か つ ら ぎ 町 2 4 9 15 15 0 4,900 16.0%

九 度 山 町 2 2 4 8 8 0 5,200 16.1%

高 野 町 2 0 9 11 11 0 33,700 20.6%

湯 浅 町 1 0 0 1 1 0 0 0.0%

広 川 町 3 0 4 7 7 0 1,500 6.8%

有 田 川 町 3 1 6 10 12 ▲ 2 14,700 17.8%

美 浜 町 2 1 1 4 4 0 8,000 5.6%

日 高 町 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

由 良 町 2 0 0 2 2 0 0 0.0%

印 南 町 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

み な べ 町 1 0 0 1 1 0 0 0.0%

日 高 川 町 0 0 3 3 3 0 182,500 1.0%

白 浜 町 4 3 12 19 19 0 10,300 25.1%

上 富 田 町 2 0 0 2 2 0 5,600 8.3%

す さ み 町 2 0 1 3 3 0 34,600 20.5%

那 智 勝 浦 町 8 1 7 16 16 0 40,900 41.5%

太 地 町 1 1 1 3 3 0 12,500 23.8%

古 座 川 町 2 0 2 4 4 0 1,191,500 3.2%

北 山 村 1 0 1 2 2 0 0 0.0%

串 本 町 5 1 12 18 18 0 55,600 33.4%

町 村 計 2 44 15 81 140 142 ▲ 2 33,705 17.6%

県 計 2 119 33 190 342 334 8 35,250 27.0%

※１　国が人事院規則で措置しているものと同様

※２　Ａ以外で、国がその職務に対して、給料表等その他何らかの措置をしているものと同様の手当

※３　Ａ区分及びＢ区分以外の手当

制
度
無

Ａ
※１

Ｂ
※２

Ｃ
※３

Ｈ24
手当数

計

 制度有

Ｈ25
手当数

計

H25-H24

差

25年4月支
給職員割

合

25年4月
１人当り
平均支給

月額
（単位：円）
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１１－７-２　諸手当の状況（一部事務組合特殊勤務手当）

差

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 2 0 10 12 12 0 77,100 74.8%

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 2 ▲ 2 0 0.0%

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 2 0 5 7 7 0 61,500 94.8%

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 0 0 1 1 1 0 9,400 71.4%

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 0 0 1 1 1 0 8,500 53.8%

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 0 0 1 1 2 ▲ 1 5,000 3.8%

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

有 田 聖 苑 事 務 組 合 0 0 1 1 1 0 ＊ ＊

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 2 4 9 15 14 1 74,600 71.5%

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

公 立 紀 南 病 院 組 合 3 4 6 13 13 0 85,000 74.4%

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 0 0 10 10 10 0 6,700 73.0%

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

紀 南 学 園 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 1 ▲ 1 0 0.0%

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 0 0 1 1 1 0 6,000 6.9%

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 0 0 1 1 1 0 8,000 100.0%

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 0 0 1 1 1 0 ＊ ＊

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 1 1 1 0 10,700 53.2%

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

那 賀 消 防 組 合 2 0 6 8 8 0 16,600 80.8%

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 0 0 2 2 2 0 18,000 36.4%

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 0 0 1 1 1 0 0 0.0%

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

伊 都 消 防 組 合 0 0 4 4 4 0 9,300 71.4%

湯 浅 広 川 消 防 組 合 0 0 5 5 5 0 22,500 91.7%

五 色 台 広 域 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 0 0 8 8 8 0 11,800 100.0%

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 0 0 1 1 1 0 0 0.0%

一 部 事 務 組 合 計 19 11 8 75 94 97 ▲ 3 61,486 62.8%

※１　国が人事院規則で措置しているものと同様

※２　Ａ以外で、国がその職務に対して、給料表等その他何らかの措置をしているものと同様の手当

※３　Ａ区分及びＢ区分以外の手当

(注) 個人情報保護の観点から、対象となる職員数が５人未満の場合、各欄をアスタリスク（＊）としています。

制度有

H24-H25Ｈ25
手当数

計

Ｈ24
手当数

計

(平成２５年４月現在）

２５年４月
支給職員

割合

制
度
無

２５年４月
一人当り
平均支給

月額（円）Ａ
※１

Ｂ
※２

Ｃ
※３
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１１－８　諸手当の状況（管理職手当）

（平成２５年４月現在）

定額
化

課長相当職 その他 校長 教頭

和 歌 山 市 ○ ○
課長64,900円、専門主幹等スタッフ職
43,900円

局長115,300円、部長102,500円、副課長43,900
円、専門副主幹等スタッフ職40,300円、幼稚園長
64,900円、幼稚園教頭43,900円

85,000
　　　円

64,900
　　　円

58,500 12.8%

海 南 市 ○ ○ 課長・消防署長50,000円、課長40,000円 部長70,000円、次長65,000円 50,000 10.2%

橋 本 市 ○ ○
参事62,200円、課長53,900円、主幹33,100
円

理事88,100円、部長79,200円 50,500 16.8%

有 田 市 ○ ○ 課長30,000円、主幹23,000円 部長50,000円、参事32,000円 33,000 16.3%

御 坊 市 ○ ○ 課長35,500円　企画員30,700円
部長43,600円、参事39,100円、施設長27,600円、
幼稚園長25,000円

32,800 15.1%

田 辺 市 ○ ○ 課長・参事等44,364円 部長56,264円 46,600 15.6%

新 宮 市 ○ ○ 課長等51,900円、企画員等44,100円 部長66,400円、次長56,400円 57,800 22.4%

紀 の 川 市 ○ ○ 課長40,000円、主幹30,000円 理事80,000円、部長60,000円、次長50,000円 38,600 32.8%

岩 出 市 ○ 課長１３％、副課長・保育所長等１２％
部長１５％、次長１４％、課長補佐・主任保育士等
９％

46,500 27.3%

市 計 0 9 8 49,473 16.6%

紀 美 野 町 ○ ○ 参事・課長・消防長40,000円
室長・主幹・消防課長30,000円、課長補佐20,000
円

28,800 33.0%

かつらぎ町 ○ 参事・課長等１５％、調査員１０％ 56,100 11.1%

九 度 山 町 ○
総括参事１４％、参事、会計管理者１
０％、課長・専門員８％

課長補佐・主幹６％ 27,200 37.9%

高 野 町 ○ ○ 課長20,000円
病院長150,000円、副院長30,000円、薬局長･看護
師長10,000円

28,100 12.2%

湯 浅 町 ○ ○ 課長・事務局長・会計管理者30,000円 副課長20,000円 24,500 20.0%

広 川 町 ○ ○ 課長30,000円、20,000円 23,000 11.4%

有 田 川 町 ○ ○ 部長58,000円、課長28,000円 32,500 12.8%

美 浜 町 ○ ○ 課長等23,000円、主幹17,000円 21,100 19.1%

日 高 町 ○ ○ 参事・課長等20,000円 主幹12,000円 15,900 29.2%

由 良 町 ○ ○ 課長24,000円、副課長等18,000円 参事30,000円 20,800 25.0%

印 南 町 ○ ○
参事・課長40,000円、副課長25,000円、主
幹15,000円

30,200 24.2%

み な べ 町 ○ ○
参事40,000円、課長38,000円、副課長
34,000円、主幹25,000円

32,400 33.8%

日 高 川 町 ○ ○ 参事・課長等20,000円 副課長、専門員、保育所長等15,000円 16,900 30.5%

白 浜 町 ○ 課長７．５％ 副課長５．５％ 23,700 12.8%

上 富 田 町 ○ ○ 課長・企画員28,000円 保育所長・副所長17,000円 25,900 21.7%

す さ み 町 ○ ○ 課長・副課長15,000円、主幹12,000円 31,200 31.1%

那智勝浦町 ○ 参事７．２％、課長６％、副課長５．４％、 主幹４．８％ 23,200 24.6%

太 地 町 ○ ○
課長35,000円、32,000円、副課長・主幹
16,000円

副主幹8,000円 18,400 49.2%

古 座 川 町 ○ 課長・教育次長等６％ 課長補佐等４％ 21,000 30.2%

北 山 村 ○ 参事７％、課長５％、副課長３％ 20,400 33.3%

串 本 町 ○ ○ 参事・課長25,000円 副課長15,000円 28,200 21.3%

町 村 計 0 21 15 26,445 22.1%

県 計 0 30 23 41,025 18.3%

制度有
25年4月

１人当り平
均支給月額
（単位：
円）

25年4月
支給職員
割合

制
度
無
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１１－９　諸手当の状況（時間外勤務手当）

（平成２５年４月現在）

労基法
国と
同じ

その他
国と
同じ

国と
異なる

右記以外 午後10時～午前５時

和 歌 山 市 ○ ○ 40,400 60.2% 7.1%

海 南 市 ○ ○ 25,500 48.3% 3.8%

橋 本 市 ○ ○ 45,000 64.9% 8.4%

有 田 市 ○ ○ 28,400 61.7% 5.4%

御 坊 市 ○ ○ 29,700 56.8% 5.2%

田 辺 市 ○ ○ 40,200 66.4% 8.0%

新 宮 市 ○ ○ 45,100 67.6% 8.9%

紀 の 川 市 ○ ○ 43,100 44.6% 5.7%

岩 出 市 ○ ○ 64,200 46.3% 10.0%

市 計 0 6 3 0 9 0 40,050 59.1% 7.1%

紀 美 野 町 ○ ○ 125/100(週休日） 150/100(週休日) 19,000 27.8% 1.7%

か つ ら ぎ 町 ○ ○ 53,500 60.9% 10.4%

九 度 山 町 ○ ○ 48,100 41.4% 6.2%

高 野 町 ○ ○ 22,700 32.1% 2.4%

湯 浅 町 ○ ○ 27,000 55.9% 5.2%

広 川 町 ○ ○ 22,500 60.2% 4.6%

有 田 川 町 ○ ○ 36,400 55.6% 6.3%

美 浜 町 ○ ○ 42,000 68.5% 9.7%

日 高 町 ○ ○ 30,800 30.3% 2.8%

由 良 町 ○ ○ 27,700 46.4% 4.3%

印 南 町 ○ ○ 11,000 24.2% 0.9%

み な べ 町 ○ ○ 26,300 48.5% 4.1%

日 高 川 町 ○ ○ 44,400 37.1% 5.4%

白 浜 町 ○ ○ 23,400 47.0% 3.8%

上 富 田 町 ○ ○ 16,400 35.8% 1.9%

す さ み 町 ○ ○ 21,600 8.3% 0.6%

那 智 勝 浦 町 ○ ○ 25,800 54.6% 4.6%

太 地 町 ○ ○ 12,600 15.9% 0.7%

古 座 川 町 ○ ○ 46,900 54.0% 8.7%

北 山 村 ○ ○ 125/100(週休日) 150/100(週休日) 0 0.0% 0.0%

串 本 町 ○ ○ 30,500 59.6% 6.0%

町 村 計 0 14 7 0 19 2 31,734 46.1% 4.8%

県 計 0 20 10 0 28 2 37,946 55.2% 6.4%

（注１）

（注２）　国の支給割合

25年4月
支給職員
数割合

比率
対給料＋
地域手当

勤務１時間当たりの
支給額算出方法

制
度
無

支給割合

25年4月
１人当り
平均支給
月額

（円）

制度有

(俸給月額＋俸給月額に対する地域手当月額)×12×（支給割合）
１週間当たりの勤務時間×52国 ＝

地域手当は和歌山市、橋本市のみ対象となっているため、

算出方法に地域手当を含んでいない団体で、地域手当対象

外の団体については、国と同等としています。

時間外勤務(週休日)

　　〃(月60時間超過) １７５ ／ １００

　　〃(月60時間超過)

時間外勤務(勤務日) １２５ ／ １００

１５０ ／ １００ １７５ ／ １００

１５０ ／ １００

右記以外 午後10時～午前５時

１３５ ／ １００

１５０ ／ １００

１６０ ／ １００

(俸給月額＋俸給月額に対する地域手当月額)×12×（支給割合）
１週間当たりの勤務時間×52 - 7.75h×祝日等の日数労基法 ＝

（注３） 勤務1時間当たりの支給額算出方法

(俸給月額＋俸給月額に対する地域手当月額)×12×（支給割合）
１週間当たりの勤務時間×52国 ＝

地域手当は和歌山市、橋本市のみ対象となっているため、

算出方法に地域手当を含んでいない団体で、地域手当対象

外の団体については、国と同等としています。

時間外勤務(週休日)

　　〃(月60時間超過) １７５ ／ １００

　　〃(月60時間超過)

時間外勤務(勤務日) １２５ ／ １００

１５０ ／ １００ １７５ ／ １００

１５０ ／ １００

右記以外 午後10時～午前５時

１３５ ／ １００

１５０ ／ １００

１６０ ／ １００

(俸給月額＋俸給月額に対する地域手当月額)×12×（支給割合）
１週間当たりの勤務時間×52 - 7.75h×祝日等の日数労基法 ＝

（注３） 勤務1時間当たりの支給額算出方法

(俸給月額＋俸給月額に対する地域手当月額)×12×（支給割合）
１週間当たりの勤務時間×52国 ＝

地域手当は和歌山市、橋本市のみ対象となっているため、

算出方法に地域手当を含んでいない団体で、地域手当対象

外の団体については、国と同等としています。

時間外勤務(週休日)

　　〃(月60時間超過) １７５ ／ １００

　　〃(月60時間超過)

時間外勤務(勤務日) １２５ ／ １００

１５０ ／ １００ １７５ ／ １００

１５０ ／ １００

右記以外 午後10時～午前５時

１３５ ／ １００

１５０ ／ １００

１６０ ／ １００

(俸給月額＋俸給月額に対する地域手当月額)×12×（支給割合）
１週間当たりの勤務時間×52 - 7.75h×祝日等の日数労基法 ＝

（注３） 勤務1時間当たりの支給額算出方法
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１１－１０　諸手当の状況（夜間・休日勤務手当）

（平成２５年４月現在）

各手当の支給

額の算出方法

支給割合 支給割合 が国と異なる

国 25/100 135/100

和 歌 山 市 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

海 南 市 ○ ○

橋 本 市 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

有 田 市 ○ ○

御 坊 市 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

田 辺 市 ○ ○

新 宮 市 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

紀 の 川 市 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

岩 出 市 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

市 計 0 9 0 0 9 0

紀 美 野 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

か つ ら ぎ 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

九 度 山 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

高 野 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

湯 浅 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

広 川 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

有 田 川 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

美 浜 町 ○ ○

日 高 町 ○ ○

由 良 町 ○ ○

印 南 町 ○ ○

み な べ 町 ○ ○

日 高 川 町 ○ ○

白 浜 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

上 富 田 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

す さ み 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

那 智 勝 浦 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

太 地 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

古 座 川 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

北 山 村 ○ ○ 125/100

串 本 町 ○ ○ 祝日等を控除（労基法）

町 村 計 2 19 0 0 20 1

県 計 2 28 0 0 29 1

（注）　支給額の算出方法については、１１－９ 諸手当の状況（時間外勤務手当）を参照

夜間勤務手当 休日勤務手当

制
度
無

国
と
同
じ

国
と
異
な
る

制
度
無

国
と
同
じ

国
と
異
な
る
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（平成２５年４月現在）

一般の宿日直 勤務時間５時間未満

（国 4,200円） 医師の当直（国 20,000円） 常直（国 21,000円） （国 50/100）

和 歌 山 市 ○ 10,000円

海 南 市 ○

橋 本 市 ○

有 田 市 ○

御 坊 市 ○

田 辺 市 ○

新 宮 市 ○

紀 の 川 市 ○

岩 出 市 ○ 6,000円

市 計 0 7 2

紀 美 野 町 ○

か つ ら ぎ 町 ○

九 度 山 町 ○

高 野 町 ○ 100/100

湯 浅 町 ○

広 川 町 ○

有 田 川 町 ○

美 浜 町 ○

日 高 町 ○

由 良 町 ○

印 南 町 ○

み な べ 町 ○

日 高 川 町 ○

白 浜 町 ○

上 富 田 町 ○

す さ み 町 ○

那 智 勝 浦 町 ○

太 地 町 ○

古 座 川 町 ○

北 山 村 ○

串 本 町 ○

町 村 計 0 20 1

県 計 0 27 3

国
と
異
な
る

特別の宿日直

１１－１１　諸手当の状況（宿日直手当）

制度有

制
度
無

国
と
同
じ
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１１－１２　諸手当の状況（管理職員特別勤務手当）

　 （平成２５年４月現在　単位：百円）

和 歌 山 市 ○ 6 100又は85 80又は60   局長120　副課長60又は40　幼稚園長80　教頭60 85 80 21 104

海 南 市 ○ 2 80 60 25 69

橋 本 市 ○ 1 120 120 0 0

有 田 市 ○ 0 0

御 坊 市 ○ 4 70 60   ５級施設長・６級企画員50　４級施設長40 0 0

田 辺 市 ○ 2 80 60 45 89

新 宮 市 ○ 0 0

紀 の 川 市 ○ 3 80又は60 60又は40   理事80 0 0

岩 出 市 ○ 2 80 80   副課長等80　課長補佐等60（管手12％以上と未満で区分） 0 0

市 計 2 7 91 87

紀 美 野 町 ○ 0 0

か つ ら ぎ 町 ○ 1 3h超60､6h超120   調査員は課長に同じ 0 0

九 度 山 町 ○ 0 0

高 野 町 ○ 3 120又は100   薬局長、看護師長80 0 0

湯 浅 町 ○ 2 120 　副課長100 7 109

広 川 町 ○ 0 0

有 田 川 町 ○ 1 1h当たり10、8h超120 3 60

美 浜 町 ○ 1 60 5 84

日 高 町 ○ 1 120 0 0

由 良 町 ○ 1 50 0 0

印 南 町 ○ 1 80 0 0

み な べ 町 ○ 1 80 0 0

日 高 川 町 ○ 0 0

白 浜 町 ○ 0 0

上 富 田 町 ○ 0 0

す さ み 町 ○ 0 0

那 智 勝 浦 町 ○ 0 0

太 地 町 ○ 1 84 　副主幹84 4 63

古 座 川 町 ○ 0 0

北 山 村 ○ 0 0

串 本 町 ○ 1 80 　副課長80 40 124

町 村 計 10 11 59 111

県 計 12 18 150 97

校
長

教
頭

制
度
無

制
度
有

25年4月
支給

職員数

25年4月
１人当り

平均
支給額

支
給
額
区
分

支給額（勤務１回につき）

部長相当職 課長相当職 その他の職
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１１－１３　諸手当の状況（期末・勤勉手当）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（平成２４年度支給　単位：百円）

和 歌 山 市 給料＋扶養＋地域＋役職 9,784 2.60 2.20 給料＋地域＋役職 ○ 5,173 1.35 1.75

海 南 市 給料＋扶養＋役職 9,005 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,664 1.35 －

橋 本 市 給料＋扶養＋地域＋役職 10,035 2.60 － 給料＋地域＋役職 ○ 5,058 1.35 －

有 田 市 給料＋扶養＋役職 9,268 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,793 1.35 －

御 坊 市 給料＋扶養＋役職 9,568 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,806 1.35 －

田 辺 市 給料＋扶養＋役職 9,319 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,859 1.35 －

新 宮 市 給料＋扶養＋役職 9,278 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,846 1.35 －

紀 の 川 市 給料＋扶養＋役職 9,570 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,995 1.35 －

岩 出 市 給料＋扶養＋役職 8,219 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,307 1.35 －

市 計 9,529 4 4,965

紀 美 野 町 給料＋扶養＋役職 8,444 2.60 2.20 給料＋役職 ○ 4,631 1.35 1.75

か つ ら ぎ 町 給料＋扶養＋役職 9,112 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,619 1.35 －

九 度 山 町 給料＋扶養＋役職 9,147 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,545 1.35 －

高 野 町 給料＋扶養 7,561 2.60 2.20 給料 ○ 4,306 1.35 1.75

湯 浅 町 給料＋扶養＋役職 7,779 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,015 1.35 －

広 川 町 給料＋扶養＋役職 8,187 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,278 1.35 －

有 田 川 町 給料＋扶養＋役職 9,239 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,667 1.35 －

美 浜 町 給料＋扶養＋役職 8,462 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,369 1.35 －

日 高 町 給料＋扶養＋役職 9,216 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,799 1.35 －

由 良 町 給料＋扶養＋役職 8,509 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,352 1.35 －

印 南 町 給料＋扶養＋役職 8,168 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,274 1.35 －

み な べ 町 給料＋扶養＋地域＋役職 8,869 2.60 － 給料＋扶養＋地域＋役職 4,600 1.35 －

日 高 川 町 給料＋扶養＋役職 8,547 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,446 1.35 －

白 浜 町 給料＋扶養＋地域＋役職 7,797 2.60 2.20 給料＋扶養＋地域＋役職 4,575 1.35 1.75

上 富 田 町 給料＋扶養＋役職 8,384 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,380 1.35 －

す さ み 町 給料＋扶養＋役職 8,628 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,503 1.35 －

那 智 勝 浦 町 給料＋扶養＋地域＋役職 8,737 2.60 － 給料＋地域＋役職 ○ 4,416 1.35 －

太 地 町 給料＋扶養＋役職 8,429 2.60 － 給料＋役職 ○ 4,359 1.35 －

古 座 川 町 給料＋扶養＋役職 7,926 2.60 － 給料＋扶養＋役職 4,595 1.35 －

北 山 村 給料＋扶養＋役職 7,870 2.60 2.20 給料＋役職 ○ 5,155 1.35 1.75

串 本 町 給料＋扶養＋地域＋役職 8,472 2.60 － 給料＋扶養＋地域＋役職 4,390 1.35 －

町 村 計 8,517 　　　　 11 4,485 　　　　　

県 計 9,224 　　　　 15 4,821 　　　　　

国：2.60 国：2.20
国：基礎額から
　　扶養手当除外

国：1.35 国：1.75

（注３）　特定幹部の支給月数を一般職員と区別していない場合は「－」を記入しています。

（注１）　１人当り平均支給額及び月数は、前年度の数値。

（注２）　勤勉手当の月数は、支給限度総額を算出するための支給月数を記入しています。

一般職員
基礎額

　勤勉手当

24年度
１人当り
平均支給

額

月数

基礎額から
「扶養手当」

を除外
特定幹部

月数

基礎額

24年度
１人当り
平均支給

額

期末手当

一般職員 特定幹部
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１２　市町村長及び副市町村長の給与

（平成２５年４月１日現在　百円・月額）

（月） （％） （％）

和 歌 山 市 10,300 8,200 4 10 1 2.95 45 3.0 ○

海 南 市 8,900 7,450 22 4 1 3.95 15

橋 本 市 8,010 7,220 18 3 1 3.95 15

有 田 市 8,100 6,800 4 4 1 3.85 15

御 坊 市 7,800 6,800 16 7 1 3.90 15

田 辺 市 8,300 7,000 17 5 1 3.90 15

新 宮 市 7,000 5,940 18 10 1 2.95 40

紀 の 川 市 8,051 6,790 19 4 1 3.10 40 ○

岩 出 市 7,500 6,200 18 4 1 2.95 40 ○

市 計 8,218 6,933 3.50 9 1 3

紀 美 野 町 6,700 5,800 18 1 1 2.95 35 ○

か つ ら ぎ 町 7,000 6,000 16 4 1 2.60 30 ○

九 度 山 町 5,600 4,800 17 4 1 2.60 35

高 野 町 6,300 5,400 17 4 1 2.60 25 ○ 寒冷地手当

湯 浅 町 6,500 5,600 19 1 1 2.60 35 ○

広 川 町 6,900 5,750 9 1 1 2.60 35

有 田 川 町 7,000 5,800 18 1 1 2.60 35 ○

美 浜 町 7,000 5,900 20 4 1 2.60 35

日 高 町 6,750 5,580 17 4 1 2.60 35

由 良 町 7,000 5,900 17 7 1 2.60 35

印 南 町 7,200 5,900 18 4 1 2.60 43

み な べ 町 7,200 5,900 16 10 1 2.60 41

日 高 川 町 7,000 5,700 17 5 1 2.60 35 ○

白 浜 町 6,480 5,500 18 3 1 2.60 35 ○

上 富 田 町 7,200 5,900 8 4 1 2.60 35

す さ み 町 5,200 4,630 19 10 1 2.60 35

那 智 勝 浦 町 6,700 5,600 22 4 1 2.90 40

太 地 町 4,575 3,918 18 4 1 － －

古 座 川 町 5,770 5,010 17 4 1 2.90 35 ○

北 山 村 5,300 － 24 12 1 2.60 35

串 本 町 5,312 4,480 17 7 1 2.60 35

町 村 計 6,414 5,453 2.65 20 0 8

県 計 6,955 5,913 2.91 29 1 11

（注１）　適用年月日は、市町村長の給料の適用年月日を表しています。

（注２）　減額措置を実施している場合は、減額前の数値

（注３）　通勤手当等の各種手当について、制度がある場合に「○」を表しています。

（注４）　役職加算等や各種手当の小計欄は団体数

 適用年月日

年

その他

通
勤
手
当

月

役
職
加
算
等

日

市
町
村
長

副
市
町
村
長

地
域
手
当

期
末
手
当
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１３－１　市町村議員の報酬

（平成２５年４月１日現在　百円・月額）

計

（月） （％） (％)

和 歌 山 市 38 7,900 7,200 6,600 4 10 1 3.95 20

海 南 市 22 5,400 4,800 4,400 21 4 1 3.95 15

橋 本 市 22 5,200 4,700 4,400 18 3 1 3.95 15

有 田 市 15 5,000 4,500 4,200 13 4 1 3.85 15

御 坊 市 14 4,600 4,100 3,900 9 4 1 3.95 15

田 辺 市 26 5,350 4,750 4,300 17 5 1 3.90 15

新 宮 市 17 4,070 3,740 3,520 17 10 1 3.90 15

紀 の 川 市 24 4,600 4,100 3,700 17 11 7 3.10 15

岩 出 市 16 4,400 3,900 3,600 23 10 1 3.95 15

市 計 194 5,169 4,643 4,291 3.83 9 0 0 0 0 0

紀 美 野 町 14 2,950 2,400 2,200 18 1 1 2.95 10

か つ ら ぎ 町 14 2,800 2,350 2,150 18 7 27 2.60 10

九 度 山 町 12 2,700 2,200 2,000 8 4 1 1.90 10

高 野 町 11 2,500 2,000 1,800 17 4 1 2.60 －

湯 浅 町 10 2,800 2,350 2,200 12 12 1 2.60 10

広 川 町 10 2,500 2,100 1,950 9 1 1 2.60 10

有 田 川 町 18 2,850 2,300 2,150 18 1 1 2.60 10

美 浜 町 10 3,000 2,500 2,300 12 4 1 2.60 10

日 高 町 11 2,900 2,400 2,200 19 4 1 2.60 10

由 良 町 10 3,000 2,500 2,300 8 7 1 2.60 10

印 南 町 12 3,000 2,400 2,300 8 4 1 2.60 18

み な べ 町 14 2,800 2,200 2,000 16 10 1 2.60 10

日 高 川 町 16 2,800 2,200 2,000 17 5 1 2.85 10

白 浜 町 16 3,000 2,500 2,300 18 3 1 2.60 10

上 富 田 町 12 3,000 2,600 2,400 8 4 1 2.60 10

す さ み 町 10 2,800 2,200 2,000 6 4 1 2.60 10

那 智 勝 浦 町 12 2,800 2,300 2,100 17 4 1 2.90 15

太 地 町 10 2,850 2,280 2,050 8 4 1 － －

古 座 川 町 10 2,550 1,950 1,750 15 4 1 2.60 10

北 山 村 6 2,450 1,900 1,780 13 4 1 2.60 10

串 本 町 18 2,700 2,150 2,000 17 4 1 2.60 10

町 村 計 256 2,798 2,275 2,092 2.61 19 0 0 0 0 0

県 計 450 3,509 2,986 2,752 2.99 28 0 0 0 0 0

（注２）　減額措置を実施している場合は、減額前の数値

（注３）　通勤手当等の各種手当について、制度がある場合に「○」を表しています。

（注４）　役職加算等や各種手当の小計欄は団体数

地
域
手
当

日

期
末
手
当

勤
勉
手
当

 適用年月日副
議
長

年 月

通
勤
手
当

その他

扶
養
手
当

住
居
手
当

（注１）　適用年月日は、議員の報酬の適用年月日を表しています。

役
職
加
算
等

議
員

定
数

議
長
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１３－２　一部事務組合議員の報酬

（平成２５年４月１日現在 円・月額）

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 8 6,667 5,833 4,167 H22 3 1 8,333 6,667

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 10 8,000 7,000 6,000 S28 4 1 13,333 12,500

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 6 2,500 2,083 1,667 H17 11 7 4,167 2,500

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 6 2,500 2,083 1,667 H17 11 7 4,167 2,500

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 6 2,500 2,084 1,667 H18 4 1 4,167 2,500

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 6 2,500 2,083 1,667 H17 11 7 4,167 2,500

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 10 3,333 2,917 2,500 H18 4 1 6,667 5,000

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 4 4,167 3,750 3,333 S59 3 7 6,667 5,000

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 6 3,583 3,333 3,167 S57 3 28 4,583 3,167

有 田 聖 苑 事 務 組 合 6 2,917 2,917 2,917 H2 4 1 5,833 4,167

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 8 4,166 3,583 3,333 H23 4 1 6,666 4,166

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 13 10,833 9,167 8,333 H17 5 1 16,666 13,333

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 15 7,500 6,667 6,250 H13 4 1 9,167 7,500

公 立 紀 南 病 院 組 合 14 6,667 5,833 5,000 H22 4 1 15,000 530,000

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 5 417 333 250 S45 6 2 1,250 1,250

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 9 10,000※ 10,000※ 10,000※ H21 5 22 0 0

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 6 2,500 2,500 2,500 S56 4 1 0 0

紀 南 学 園 事 務 組 合 7 1,000※ 1,000※ 1,000※ H23 4 1 1,000※ 1,000※

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 13 3,167 2,500 2,167 H14 4 1 3,167 2,167

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 6 500 250 208 S43 9 4 2,083 1,667

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 10 3,000 2,500 2,000 S56 4 1 3,000 2,500

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 5 3,000 0 2,000 S45 6 2 3,000 2,000

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 12 1,000※ 1,000※ 1,000※ H17 12 12 1,000※ 1,000※

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 13 8,333 7,500 6,666 H12 10 1 15,000 11,666

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 15 1,250 1,000 750 H4 4 1 1,500 1,250

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 8 1,000 833 667 H19 4 1 1,167 1,000

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 8 3,750 2,500 2,083 H11 3 30 5,000 3,750

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 9 3,167 2,917 2,750 S52 2 28 4,083 2,075

那 賀 消 防 組 合 6 2,500 2,083 1,667 H17 11 7 4,167 2,500

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 12 3,833 3,583 3,333 S51 6 11 5,417 4,833

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 9 1,250 1,000 750 H4 4 1 1,500 1,250

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 4 4,167 3,750 3,333 H4 4 1 6,667 5,000

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 12 1,667 1,500 1,250 H14 4 1 1,667 1,500

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 10 4,167 2,917 2,083 H6 4 1 5,000 4,167

伊 都 消 防 組 合 9 4,167 3,750 3,333 H4 4 1 8,333 6,666

湯 浅 広 川 消 防 組 合 8 3,167 2,917 2,750 H21 4 1 4,083 3,750

五 色 台 広 域 施 設 組 合 14 4,166 2,916 2,083 H23 3 31 5,000 4,166

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 18 7,500 6,667 6,250 H13 4 1 9,167 7,500

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 11 4,167 3,750 3,333 H11 3 28 8,333 6,667

一 部 事 務 組 合 計 357 3,863 3,308 2,971 5,389 17,457

   ※　議会出席１回における報酬

議
員

 適用年月日

年 月 日

参考

管
理
者

副
管
理
者

議
員
定
数

議
長

副
議
長
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１４　教育長の給与

（平成２５年４月１日現在　百円・月額）

（月） （％） （％） （月）

和 歌 山 市 6,900 4 10 1 2.95 45 3.0 ○

海 南 市 6,500 22 4 1 3.95 15

橋 本 市 6,460 18 3 1 3.95 15

有 田 市 5,900 4 4 1 2.60 15 1.25

御 坊 市 6,000 16 7 1 2.60 15 1.35

田 辺 市 6,300 17 5 1 3.90 15

新 宮 市 5,350 18 10 1 2.95 40

紀 の 川 市 6,111 19 4 1 3.10 40 ○

岩 出 市 5,600 18 4 1 2.95 40 ○

市 計 6,125 3.22 9 1 2 0 0 3

紀 美 野 町 5,400 18 1 1 2.95 35 ○

か つ ら ぎ 町 5,500 16 4 1 2.60 30 ○

九 度 山 町 4,400 17 4 1 2.60 35

高 野 町 4,950 17 4 1 2.60 25 ○ 寒冷地手当

湯 浅 町 5,200 19 1 1 2.60 35 ○

広 川 町 5,500 9 1 1 2.60 35 ○

有 田 川 町 5,000 18 1 1 2.60 10 1.35 ○ ○

美 浜 町 5,300 20 4 1 2.60 35

日 高 町 5,000 17 4 1 2.60 35

由 良 町 5,300 17 7 1 2.60 35

印 南 町 5,300 18 4 1 2.60 43

み な べ 町 5,300 16 10 1 2.60 41

日 高 川 町 5,200 17 5 1 2.60 35 ○

白 浜 町 5,250 18 3 1 2.60 35 ○

上 富 田 町 5,400 8 4 1 2.60 35

す さ み 町 4,270 17 4 1 2.60 35

那 智 勝 浦 町 5,000 22 4 1 2.90 40

太 地 町 2,000 16 10 1 － －

古 座 川 町 4,660 17 4 1 2.90 35 ○

北 山 村 5,050 12 4 1 3.05 35

串 本 町 4,040 20 4 1 2.60 35

町 村 計 4,906 2.67 20 0 1 1 0 9

県 計 5,271 2.84 29 1 3 1 0 12

（注１）　適用年月日は、教育長の給料の適用年月日を表しています。

（注２）　減額措置を実施している場合は、減額前の数値

（注３）　通勤手当等の各種手当について、制度がある場合に「○」を表しています。

（注４）　役職加算等や各種手当の計欄は団体数

勤
勉
手
当

役
職
加
算
等

地
域
手
当

その他

扶
養
手
当

住
居
手
当

通
勤
手
当

 適用年月日
給
料

期
末
手
当
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（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日　単位：人、千円）

和 歌 山 市 118 109 ＊ 15 3,295 2 ＊ 92 26,232 0 0 9 0 0 9

海 南 市 47 39 ＊ 19 3,001 1 ＊ 19 24,843 0 0 8 0 4 4

橋 本 市 63 55 1,012,044 17 3,641 3 15,103 35 25,853 0 0 8 0 1 7

有 田 市 33 28 475,855 8 2,135 0 0 20 22,939 0 0 5 0 0 5

御 坊 市 18 17 ＊ 2 ＊ 0 0 15 26,777 0 0 1 0 0 1

田 辺 市 28 26 ＊ 0 0 1 ＊ 25 26,537 0 0 2 0 1 1

新 宮 市 43 31 ＊ 13 2,048 2 ＊ 16 26,389 0 0 12 0 0 12

紀 の 川 市 26 26 ＊ 2 ＊ 3 10,580 21 26,639 0 0 0 0 0 0

岩 出 市 14 9 158,603 2 ＊ 1 ＊ 6 24,410 0 0 5 0 0 5

市 計 390 340 6,865,201 78 3,324 13 12,596 249 25,872 0 0 50 0 6 44

紀 美 野 町 8 7 ＊ 1 ＊ 0 0 6 22,915 0 0 1 0 0 1

か つ ら ぎ 町 10 10 ＊ 2 ＊ 0 0 8 26,045 0 0 0 0 0 0

九 度 山 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高 野 町 13 11 ＊ 10 6,258 0 0 1 ＊ 0 0 2 0 1 1

湯 浅 町 10 9 ＊ 1 ＊ 0 0 8 23,575 0 0 1 0 0 1

広 川 町 4 4 96,365 0 0 0 0 4 24,091 0 0 0 0 0 0

有 田 川 町 19 17 ＊ 1 ＊ 0 0 16 25,067 0 0 2 0 0 2

美 浜 町 6 6 ＊ 2 ＊ 0 0 4 25,253 0 0 0 0 0 0

日 高 町 1 1 ＊ 0 0 0 0 1 ＊ 0 0 0 0 0 0

由 良 町 3 3 51,976 1 ＊ 0 0 2 ＊ 0 0 0 0 0 0

印 南 町 4 4 ＊ 1 ＊ 0 0 3 25,427 0 0 0 0 0 0

み な べ 町 10 10 235,301 0 0 0 0 10 23,530 0 0 0 0 0 0

日 高 川 町 7 6 ＊ 1 ＊ 0 0 5 23,550 0 0 1 0 0 1

白 浜 町 19 18 339,783 8 10,707 0 0 10 25,413 0 0 1 0 0 1

上 富 田 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

す さ み 町 8 5 ＊ 2 ＊ 0 0 3 19,121 0 0 3 0 0 3

那 智 勝 浦 町 38 35 ＊ 12 6,701 1 ＊ 22 25,712 0 0 3 0 0 3

太 地 町 1 1 ＊ 0 0 0 0 1 ＊ 0 0 0 0 0 0

古 座 川 町 5 5 ＊ 2 ＊ 0 0 3 25,560 0 0 0 0 0 0

北 山 村 1 1 ＊ 0 0 0 0 1 ＊ 0 0 0 0 0 0

串 本 町 47 37 ＊ 20 1,217 2 ＊ 15 23,985 0 0 10 0 7 3

町 村 計 214 190 3,384,134 64 5,354 3 10,592 123 24,469 0 0 24 0 8 16

県 計 604 530 10,249,335 142 4,239 16 12,220 372 25,408 0 0 74 0 14 60

＊個人情報保護の観点から、支給人員が３人未満の手当額については、アスタリスク（＊）としています。

退
職
者
数
合
計

11年以上25年未満
勤続後定年退職等

１人当た
り手当額

支
給
人
員

準則第５条適用

１人当た
り手当額

　　　　退　職　手　当　が　支　給　さ　れ　た　者

１人当た
り手当額

自己都合等

１５　事由別退職者数及び１人当たり平均退職手当額（一般職員）　　

準則第３条適用 準則第４条適用

退職手当が支給されない者

25年以上勤続
定年・整理退職等支

給
人
員
総
数

在
職
期
間
通
算
に
よ
る
者

S37年改正附則
第５項適用

支
給
人
員

退
職
手
当
総
額

支
給
人
員

支
給
人
員

１人当た
り手当額

支
給
制
限
規
定
該
当
者

在
職
期
間
６
月
未
満
の
者
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１６－１　給与減額支給措置の状況（一般職（教育長除く））
平成２５年７月１日現在

始期 終期

和 歌 山 市 108.0 ○ 103.6
管理職の職員▲5%
管理職以外の職員▲3%

－ － － －  250701  260331 ○ ○ ○ ○

海 南 市 105.5 ○ 100.0
1～3級▲2%　、4級▲5%
5～7級▲7%

一律▲2% 一律▲10% ○  250701  260331 ○ ○ ○ ○

橋 本 市 106.5 ○ 101.2
1～3級▲3% 、　4級▲5%
5級▲6% 、 　6～7級▲7％

一律▲3.1％ 一律▲10% ○ ○  250701  260331 ○ ○ ○ ○

有 田 市 107.3 ○ 102.4
一般職▲3％
管理職▲6％

－ 一律▲5% ○  250701  260331 ○ ○ ○ ○

御 坊 市 105.9 ○ 100.1
1～3級▲3.5%、　 4、5級▲6%
6、7級▲7%

一律▲3% 一律▲3% ○  250701  260331 ○ ○ ○ ○

田 辺 市 108.1 ○ 102.1
1，2級▲3% 、3～5級▲5%
6級▲6%　、7級▲7%

一律▲2.9% （減額不要） ○  250701  260331 ○ ○ ○ ○

新 宮 市 105.9 ○ 99.8
1，2級▲3%　、3級▲4%
4～6級▲5%　、７級▲6%

一律▲3% 一律▲7.5% ○  250701  260331 ○ ○ ○ ○

紀 の 川 市 105.9 ○ 101.8
1級▲1％、2級▲2％、3級▲
3％、4級▲4％、5級▲5％、6級
▲6％、7級▲7％

（減額不要） 一律▲5％ ○  250701  260331 ○ ○ ○

岩 出 市 104.1 ○ 100.8
1～4級▲3.8％
5～7級▲4％

（減額不要）
基礎となる給
料減額を反映

○  250701  260331 ○ ○ ○

市　　　　計 107.0 0 9 0 102.1 9 5 7 1 8 9 9 7 9

紀 美 野 町 97.4 ○ 97.6

か つ ら ぎ 町 102.4 ○ 103.2 － － － － － － － － －

九 度 山 町 101.4 ○ 100.6 － － － － － － －

高 野 町 97.5 ○ 96.1

湯 浅 町 98.7 ○ 96.2 一律▲3% 一律▲3% 一律▲10% ○  250701  280630 ○ ○ ○

広 川 町 103.1 ○ 100.6
1級～4級▲3%
5級、6級▲3.5%

－ （減額不要） －  250701  260331 ○ ○

有 田 川 町 103.7 ○ 101.9
1～4級▲1％
5～6級▲3.7％ － － －  250701  260331 ○ ○ ○ ○

美 浜 町 103.0 ○ 104.1 － － － － － － － － －

日 高 町 104.0 ○ 100.1 一律▲2.41% 一律▲1.9% （減額不要） ○  250701  260331 ○ ○ ○

由 良 町 100.1 ○ 100.0 一律▲300円 （減額不要） （減額不要） －  250701  260331 ○ ○ ○

印 南 町 97.4 ○ 98.9

み な べ 町 99.5 ○ 99.6

日 高 川 町 97.1 ○ 98.0

白 浜 町 105.2 ○ 101.0
一般職　1～2級▲4%、3級
　　　　　▲4.75%、 4級▲5％
管理職　4～6級▲6.4％

－
基礎となる給
料減額を反映

○ ○  250701  260331 ○ ○ ○

上 富 田 町 103.6 ○ 98.8 一律▲3.6% － （減額不要） ○  250701  260331 ○ ○

す さ み 町 102.1 ○ 100.1 一律　▲2.1％
基礎となる給
料減額を反映

（減額不要） ○ ○  250701  260331 ○ ○

那 智 勝 浦 町 106.1 ○ 100.1
1，2級▲4%
3，4級▲5%
5，6級▲6%

－
▲40％

基礎となる給
料減額を反映

○ ○  250701  260331 ○ ○ ○ ○

太 地 町 98.9 ○ 99.1

古 座 川 町 101.5 ○ 100.3 1～5級▲1.55% （減額不要） （減額不要） －  250701  260331 ○ ○

北 山 村 100.9 ○ 97.8 一律▲１% （減額不要）
基礎となる給
料減額を反映

○  250701  260331

串 本 町 101.1 ○ 100.9 一律▲1.1％ （減額不要） （減額不要） －  250701  260331 ○ ○ ○ ○

町 村 計 101.4 6 12 3 100.0 12 3 4 3 7 7 10 4 11

計 6 21 3 21 8 11 4 15 16 19 11 20

※ 各「ラスパイレス指数」欄の市計、町村計は、平均値を記入しています。「実施状況」、「実施内容」及び「その他職種の実施状況」欄の各計は、団体数を記入しています。

現時点
で国と
同等の
給与水
準抑制
済

国の要
請等を
踏まえ
た給与
減額を
実施

減額期間

※「実施内容」欄において、「減額未実施」の項目は、「－」を記入しています。「期末勤勉手当」と「管理職手当」欄において「（減額不要）」とは、国の特例減額と同等の支給水準の抑制がされ
ていることから新たな取組は不要と判断した場合です。「地域手当」と「時間外勤務手当」欄において国と同様の減額を実施している場合は「○」を、当該手当を支給していない場合は斜線を記入し
ています。

技
能
労
務
職

教
育
職

消
防
職

公
営
企
業
職

※ 平成25年度における地方公務員の給与については、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、国に準じて必要な措置を講ずるよう総務大臣から要請があり、本表は当該要請に対する実施状況を記
載しています。

給与減
額を
未実施

　　　　 給　　料

　国：1～2級 ▲4.77%
　　　3～6級 ▲6.77%
　　　7～10級▲9.77%(指定職含む)

地域手当

国：基礎とな
る給料減額の

反映

時間外手当

国：基礎とな
る給料減額の

反映

※「現時点で国と同等の給与水準抑制済」とは、取組時点で国の特例減額と同等の給与水準の抑制がされていることから新たな取組は不要と判断した場合です。該当団体の「実施内容」欄以降は網掛
けとしています。

ラスパイ
レス指数
(H24.4.1

)

実施状況

ラスパイ
レス指数
(H25年7
月時点)

実施内容（一般行政職） その他職種の実施状況

団体名

期末勤勉手当

国：一律9.77%

管理職手当

国：一律10%
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１６－２　給与減額支給措置の状況（特別職）
平成２５年７月１日現在

うち更
に減額
率を見
直して
実施

うち更
に減額
率を見
直して
実施

和 歌 山 市 ○ ○ ▲10% － － ○ ○ ▲10% － －

海 南 市 ○ ○ ▲10% ▲10% ○ ○ ▲10% ▲10%

橋 本 市 ○ ○ ▲10% ▲10% ○ ○ ▲10% ▲10%

有 田 市 ○ ○
▲15％

(▲121,500円)
基礎となる給料

減額の反映 ○ ○
▲12.5％

(▲85,000円)
基礎となる給料

減額の反映

御 坊 市 ○ ○ ○
▲10.25%

（▲70,000円）
▲10% ○ ○

▲10.0%
（▲68,000円）

▲10%

田 辺 市 ○ ○ ▲10% ▲10% ○ ○ ▲10% ▲10%

新 宮 市 ○ ○ ▲10% ▲10% ○ ○ ▲10% ▲10%

紀 の 川 市 ○ ○ ▲10% － ○ ○ ▲10% －

岩 出 市 ○ ○ ▲10% － ○ ○ ▲10% －

市　　計 9 7 2 1 0 9 6 0 9 8 1 0 0 9 6 0

紀 美 野 町 ○ ○
▲4.5%

（▲30,000円）
基礎となる給料

減額の反映 ○ ○
▲3.5%

（▲20,000円）
基礎となる給料

減額の反映

か つ ら ぎ 町 ○ ○ ▲10% - ○ ○ ▲10% -

九 度 山 町 ○ - - ○ - -

高 野 町 ○ - - ○ - -

湯 浅 町 ○ ○ ▲7%
基礎となる給料
の減額を反映 ○ ○ ▲5%

基礎となる給料
の減額を反映

広 川 町 ○ ○
▲10.1％

（▲70,000円）
基礎となる給料
の減額を反映 ○ ○

▲9.6％
（▲55,000円）

基礎となる給料
の減額を反映

有 田 川 町 ○ ○
▲5%

（▲35,000円）
基礎となる給料

減額を反映 ○ ○
▲2.6%

（▲15,000円）
基礎となる給料

減額を反映

美 浜 町 ○ ○ ▲10%
基礎となる給料

減額の反映
○ - -

日 高 町 ○ ○ ▲2.41% ▲ 1.9% ○ ○ ▲2.41% ▲ 1.9%

由 良 町 ○ － － ○ － －

印 南 町 ○ ○ ▲10%
基礎となる給料

減額の反映
○ - -

み な べ 町 ○ - - ○ - -

日 高 川 町 ○ - - ○ - -

白 浜 町 ○ ○ ▲10% － ○ ○ ▲8% －

上 富 田 町 ○ ○ ○ ▲13.6% ▲ 10% ○ ○ ○ ▲ 13.6% ▲ 10%

す さ み 町 ○ － － ○ － －

那 智 勝 浦 町 ○ ○ ○ ▲32.7％ － ○ ○ ○ ▲22.4％ －

太 地 町 ○ - - ○ - -

古 座 川 町 ○ ○ ▲1.55% － ○ ○ ▲ 1.55% －

北 山 村 ○ ○ ▲2% －

串 本 町 ○ － － ○ － －

町 村 計 13 5 8 2 8 13 8 0 10 4 6 2 10 10 6 0

計 22 12 10 3 8 22 14 0 19 12 7 2 10 19 12 0

※「副市町村長」欄において、北山村については、副村長に対する支給規定がないため、斜線を記入しています。

※ 実施状況及び実施内容欄の計は、団体数を記入しています。

※各「実施内容」欄において、減額未実施の項目は、「－」を記入しています。「地域手当」欄において手当を支給していない場合は、斜線を記入しています。

給与 期末手当 地域手当

国の要
請等を
踏まえ
て実施

従前よ
り給与
減額を
実施

国の要
請等を
踏まえ
て実施

従前よ
り給与
減額を
実施

団体名

市町村長

※ 本表は特別職における国の減額要請に対する実施状況（独置の減額措置を含む。）について記載しています。

※ 国における主な特別職の減額措置は、俸給月額等については、内閣総理大臣▲30％、国務大臣クラス及び副大臣クラス▲20％、大臣政務官クラス等▲10％となっており、期末手当については、
　 内閣総理大臣、国務大臣及び副大臣クラスは、俸給月額等と同じ支給減額率、その他の特別職▲9.77％となっています。

期末手当 地域手当

実
施

未
実
施

副市町村長

実施状況 実施内容 実施状況 実施内容

実
施

未
実
施

給与
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勤務評定
勤務評定結果を
昇給判定へ反映

勤務評定結果を勤勉
手当成績率に反映

和 歌 山 市 実施 実施

海 南 市 実施 実施 実施

橋 本 市 実施 実施

有 田 市 実施 実施 実施

御 坊 市 実施

田 辺 市 実施 実施

新 宮 市 実施

紀 の 川 市

岩 出 市 実施 実施

紀 美 野 町 実施 実施

か つ ら ぎ 町 実施 実施

九 度 山 町

高 野 町 実施

湯 浅 町 実施

広 川 町 実施 実施

有 田 川 町 実施

美 浜 町 実施 実施 実施

日 高 町 実施 実施 実施

由 良 町 実施 実施 実施

印 南 町 実施

み な べ 町

日 高 川 町

白 浜 町 実施 実施

上 富 田 町 実施

す さ み 町 実施

那 智 勝 浦 町

太 地 町

古 座 川 町

北 山 村

串 本 町 実施

市 町 村 計 22 10 8

県内市町村実施率 73.3% 33.3% 26.7%

※標記データについては、平成２５年度勤務成績の評定の実施状況等調査結果によるものです。

１７　勤務成績の評定の実施状況（平成24年度）
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第２　職員数関係
　１　市町村・一部事務組合における一般行政部門及び総合計職員数の状況

（各年４月１日現在  　単位：人、％）

平成23年 平成24年 平成25年 増減数 増減率 平成23年 平成24年 平成25年

和 歌 山 市 1,781 2,960 ▲ 36 ▲ 40 ▲ 18 ▲ 94 ▲ 5.01 ▲ 73 ▲ 75 ▲ 29 1

海 南 市 299 715 ▲ 13 ▲ 15 ▲ 2 ▲ 30 ▲ 9.12 ▲ 14 ▲ 13 8 1

橋 本 市 399 896 ▲ 7 ▲ 8 ▲ 1 ▲ 16 ▲ 3.86 10 ▲ 20 4 1

有 田 市 194 455 ▲ 5 ▲ 8 ▲ 2 ▲ 15 ▲ 7.18 1 ▲ 6 ▲ 6 1

御 坊 市 192 325 0 ▲ 1 5 4 2.13 5 ▲ 1 1 1

田 辺 市 552 878 ▲ 2 ▲ 6 ▲ 10 ▲ 18 ▲ 3.16 ▲ 11 ▲ 7 ▲ 9 1

新 宮 市 219 643 ▲ 3 4 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 2.23 ▲ 8 3 ▲ 2 1

紀 の 川 市 470 598 ▲ 18 ▲ 17 ▲ 18 ▲ 53 ▲ 10.13 ▲ 22 ▲ 21 ▲ 18 1

岩 出 市 237 323 5 2 0 7 3.04 5 1 2 1

市 計 4,343 7,793 ▲ 79 ▲ 89 ▲ 52 ▲ 220 ▲ 4.82 ▲ 107 ▲ 139 ▲ 49 9

紀 美 野 町 122 210 1 0 1 2 1.67 0 ▲ 1 3 1

か つ ら ぎ 町 166 226 ▲ 5 ▲ 8 0 ▲ 13 ▲ 7.26 ▲ 9 ▲ 11 ▲ 1 1

九 度 山 町 61 88 3 ▲ 4 4 3 5.17 3 ▲ 3 4 1

高 野 町 68 132 2 1 ▲ 5 ▲ 2 ▲ 2.86 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 10 1

湯 浅 町 112 146 ▲ 1 0 1 0 0.00 ▲ 3 ▲ 1 ▲ 2 1

広 川 町 67 89 ▲ 3 1 ▲ 2 ▲ 4 ▲ 5.63 ▲ 3 2 ▲ 1 1

有 田 川 町 223 377 ▲ 6 ▲ 3 0 ▲ 9 ▲ 3.88 ▲ 6 ▲ 8 0 1

美 浜 町 58 90 ▲ 1 4 0 3 5.45 0 3 1 1

日 高 町 63 90 0 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 4.55 3 0 ▲ 1 1

由 良 町 60 85 0 0 0 0 0.00 ▲ 1 ▲ 2 1 1

印 南 町 65 92 ▲ 5 ▲ 6 1 ▲ 10 ▲ 13.33 ▲ 9 ▲ 6 1 1

み な べ 町 95 137 ▲ 10 2 ▲ 4 ▲ 12 ▲ 11.21 ▲ 13 1 ▲ 4 1

日 高 川 町 147 198 ▲ 5 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 9 ▲ 5.77 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 2 1

白 浜 町 199 352 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 6 ▲ 2.93 2 ▲ 3 ▲ 8 1

上 富 田 町 88 121 ▲ 5 ▲ 1 3 ▲ 3 ▲ 3.30 ▲ 4 0 4 1

す さ み 町 68 133 0 0 3 3 4.62 4 ▲ 1 3 1

那 智 勝 浦 町 137 314 2 2 ▲ 5 ▲ 1 ▲ 0.72 0 11 0 1

太 地 町 40 64 ▲ 1 0 1 0 0.00 ▲ 2 2 0 1

古 座 川 町 45 64 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1

北 山 村 15 24 2 1 ▲ 2 1 7.14 ▲ 1 1 ▲ 1

串 本 町 141 372 ▲ 4 3 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 2.08 ▲ 7 1 ▲ 10 1

町 村 計 2,040 3,404 ▲ 37 ▲ 13 ▲ 13 ▲ 63 ▲ 3.00 ▲ 53 ▲ 24 ▲ 23 20

市 町 村 計 6,383 11,197 ▲ 116 ▲ 102 ▲ 65 ▲ 283 ▲ 4.25 ▲ 160 ▲ 163 ▲ 72 29

一般行政
部 門 計

総 合 計
一 般 行 政 部 門 計

総　合　計
増　減　数

教
育
長過去３年間職員の状況

平成25年職員数 職  員  数  の  増  減  状  況
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（各年４月１日現在  　単位：人、％）

総合計

平成23年 平成24年 平成25年 増減数 増加率 平成23年 平成24年 平成25年

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 4 4 0 1 ▲ 1 0 0.00 0 1 ▲ 1 －

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 0 214 0 0 0 0 0.00 6 1 0 －

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 6 6 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 8 27 0 ▲ 4 1 ▲ 3 ▲ 27.27 ▲ 3 ▲ 5 ▲ 1 －

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 0 347 0 0 0 0 0.00 ▲ 4 ▲ 1 ▲ 7 －

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 14 14 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 13 13 0 1 0 1 8.33 0 1 0 －

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 17 52 0 2 ▲ 1 1 6.25 ▲ 1 3 1 －

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 13 13 0 1 0 1 8.33 0 1 0 －

有 田 聖 苑 事 務 組 合 1 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合

（ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 解 散 ）
0 0 0 0 0 0 0.00 ▲ 22 0 0 －

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 0 361 0 0 0 0 0.00 ▲ 11 5 ▲ 8 －

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 43 201 5 ▲ 1 ▲ 5 ▲ 1 ▲ 2.27 6 ▲ 3 0 －

公 立 紀 南 病 院 組 合 0 669 0 0 0 0 0.00 ▲ 25 ▲ 2 ▲ 4 －

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 14 37 ▲ 1 0 0 ▲ 1 ▲ 6.67 ▲ 4 ▲ 4 1 －

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 4 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 4 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

紀 南 学 園 事 務 組 合 8 8 0 ▲ 1 0 ▲ 1 ▲ 11.11 0 ▲ 1 0 －

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 5 5 1 0 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 16.67 1 0 ▲ 2 －

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 15 72 0 ▲ 2 0 ▲ 2 ▲ 11.76 1 ▲ 2 0 －

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 6 6 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 4 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 0 2 0 0 0 0 0.00 0 1 ▲ 1 －

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 47 47 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 1 1 0 0 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 66.67 0 0 ▲ 2 －

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 4 4 2 0 0 2 100.00 2 0 0 －

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 0 52 0 0 0 0 0.00 0 ▲ 8 ▲ 5 －

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 14 14 0 0 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 12.50 0 0 ▲ 2 －

那 賀 消 防 組 合 0 130 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 16 44 0 ▲ 1 3 2 14.29 0 ▲ 1 2 －

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 2 2 0 0 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 33.33 0 0 ▲ 1 －

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 8 8 ▲ 2 2 0 0 0.00 ▲ 2 2 0 －

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 9 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 －

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 3 3 0 ▲ 1 0 ▲ 1 ▲ 25.00 0 ▲ 1 0 －

伊 都 消 防 組 合 0 56 0 0 0 0 0.00 1 0 1 －

湯 浅 広 川 消 防 組 合 0 36 0 0 0 0 0.00 2 0 2 －

五 色 台 広 域 施 設 組 合 4 4 0 ▲ 1 0 ▲ 1 ▲ 20.00 0 ▲ 1 0 －

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 0 87 0 0 0 0 0.00 ▲ 1 ▲ 1 1 －

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 3 3 0 1 0 1 50.00 0 1 0 －

一 部 事 務 組 合 計 290 2,565 5 ▲ 3 ▲ 10 ▲ 8 ▲ 2.68 ▲ 54 ▲ 14 ▲ 26 －

市 町 村 ・ 一 部 事 務 組 合 計 6,673 13,762 ▲ 111 ▲ 105 ▲ 75 ▲ 291 ▲ 4.18 ▲ 214 ▲ 177 ▲ 98 28

職　員　数　の　増　減　状　況

総　合　計

増　減　数過去３年間職員の状況

教
育
長

      

一般
行政

部門計

平成25年職員数

一般行政部門

増　減　数
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３　職員数の増減状況
（各年４月１日現在　　単位：人、％）

和 歌 山 市 1,966 1,888 1,875 1,839 1,799 1,781 ▲ 78 ▲ 13 ▲ 36 ▲ 40 ▲ 18

海 南 市 359 345 329 316 301 299 ▲ 14 ▲ 16 ▲ 13 ▲ 15 ▲ 2

橋 本 市 448 434 415 408 400 399 ▲ 14 ▲ 19 ▲ 7 ▲ 8 ▲ 1

有 田 市 232 224 209 204 196 194 ▲ 8 ▲ 15 ▲ 5 ▲ 8 ▲ 2

御 坊 市 210 199 188 188 187 192 ▲ 11 ▲ 11 0 ▲ 1 5

田 辺 市 599 586 570 568 562 552 ▲ 13 ▲ 16 ▲ 2 ▲ 6 ▲ 10

新 宮 市 232 230 224 221 225 219 ▲ 2 ▲ 6 ▲ 3 4 ▲ 6

紀 の 川 市 551 536 523 505 488 470 ▲ 15 ▲ 13 ▲ 18 ▲ 17 ▲ 18

岩 出 市 239 232 230 235 237 237 ▲ 7 ▲ 2 5 2 0

市 計 4,836 4,674 4,563 4,484 4,395 4,343 ▲ 162 ▲ 111 ▲ 79 ▲ 89 ▲ 52

紀 美 野 町 135 129 120 121 121 122 ▲ 6 ▲ 9 1 0 1

か つ ら ぎ 町 195 184 179 174 166 166 ▲ 11 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 8 0

九 度 山 町 59 59 58 61 57 61 0 ▲ 1 3 ▲ 4 4

高 野 町 66 64 70 72 73 68 ▲ 2 6 2 1 ▲ 5

湯 浅 町 120 117 112 111 111 112 ▲ 3 ▲ 5 ▲ 1 0 1

広 川 町 67 70 71 68 69 67 3 1 ▲ 3 1 ▲ 2

有 田 川 町 245 240 232 226 223 223 ▲ 5 ▲ 8 ▲ 6 ▲ 3 0

美 浜 町 54 55 55 54 58 58 1 0 ▲ 1 4 0

日 高 町 69 69 66 66 65 63 0 ▲ 3 0 ▲ 1 ▲ 2

由 良 町 63 60 60 60 60 60 ▲ 3 0 0 0 0

印 南 町 86 85 75 70 64 65 ▲ 1 ▲ 10 ▲ 5 ▲ 6 1

み な べ 町 114 110 107 97 99 95 ▲ 4 ▲ 3 ▲ 10 2 ▲ 4

日 高 川 町 168 164 156 151 149 147 ▲ 4 ▲ 8 ▲ 5 ▲ 2 ▲ 2

白 浜 町 214 207 205 204 202 199 ▲ 7 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 3

上 富 田 町 95 95 91 86 85 88 0 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 1 3

す さ み 町 66 66 65 65 65 68 0 ▲ 1 0 0 3

那 智 勝 浦 町 146 143 138 140 142 137 ▲ 3 ▲ 5 2 2 ▲ 5

太 地 町 41 40 40 39 39 40 ▲ 1 0 ▲ 1 0 1

古 座 川 町 46 44 45 45 45 45 ▲ 2 1 0 0 0

北 山 村 16 16 14 16 17 15 0 ▲ 2 2 1 ▲ 2

串 本 町 152 148 144 140 143 141 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 4 3 ▲ 2

町 村 計 2,217 2,165 2,103 2,066 2,053 2,040 ▲ 52 ▲ 62 ▲ 37 ▲ 13 ▲ 13

県 計 7,053 6,839 6,666 6,550 6,448 6,383 ▲ 214 ▲ 173 ▲ 116 ▲ 102 ▲ 65

一　   般 　  行  　 政  　 部　   門  　 計

職 　　　員　　 　数 対　前　年　増　減　数

 平成24年  平成21年  平成22年

      

 平成23年 平成22年 平成20年  平成21年  平成24年 平成25年  平成23年  平成25年
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（各年４月１日現在　　単位：人、％）

和 歌 山 市 3,343 3,191 3,137 3,064 2,989 2,960 ▲ 152 ▲ 54 ▲ 73 ▲ 75 ▲ 29 ▲ 383 ▲ 11.5

海 南 市 778 756 734 720 707 715 ▲ 22 ▲ 22 ▲ 14 ▲ 13 8 ▲ 63 ▲ 8.1

橋 本 市 941 924 902 912 892 896 ▲ 17 ▲ 22 10 ▲ 20 4 ▲ 45 ▲ 4.8

有 田 市 505 488 466 467 461 455 ▲ 17 ▲ 22 1 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 50 ▲ 9.9

御 坊 市 347 329 320 325 324 325 ▲ 18 ▲ 9 5 ▲ 1 1 ▲ 22 ▲ 6.3

田 辺 市 934 916 905 894 887 878 ▲ 18 ▲ 11 ▲ 11 ▲ 7 ▲ 9 ▲ 56 ▲ 6.0

新 宮 市 667 654 650 642 645 643 ▲ 13 ▲ 4 ▲ 8 3 ▲ 2 ▲ 24 ▲ 3.6

紀 の 川 市 686 672 659 637 616 598 ▲ 14 ▲ 13 ▲ 22 ▲ 21 ▲ 18 ▲ 88 ▲ 12.8

岩 出 市 318 314 315 320 321 323 ▲ 4 1 5 1 2 5 1.6

市 計 8,519 8,244 8,088 7,981 7,842 7,793 ▲ 275 ▲ 156 ▲ 107 ▲ 139 ▲ 49 ▲ 883 ▲ 10.4

紀 美 野 町 225 220 208 208 207 210 ▲ 5 ▲ 12 0 ▲ 1 3 ▲ 15 ▲ 6.7

か つ ら ぎ 町 269 253 247 238 227 226 ▲ 16 ▲ 6 ▲ 9 ▲ 11 ▲ 1 ▲ 43 ▲ 16.0

九 度 山 町 89 88 84 87 84 88 ▲ 1 ▲ 4 3 ▲ 3 4 ▲ 1 ▲ 1.1

高 野 町 154 150 149 146 142 132 ▲ 4 ▲ 1 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 10 ▲ 22 ▲ 14.3

湯 浅 町 160 151 152 149 148 146 ▲ 9 1 ▲ 3 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 14 ▲ 8.8

広 川 町 85 90 91 88 90 89 5 1 ▲ 3 2 ▲ 1 4 4.7

有 田 川 町 400 398 391 385 377 377 ▲ 2 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 8 0 ▲ 23 ▲ 5.8

美 浜 町 85 85 86 86 89 90 0 1 0 3 1 5 5.9

日 高 町 92 92 88 91 91 90 0 ▲ 4 3 0 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 2.2

由 良 町 89 86 87 86 84 85 ▲ 3 1 ▲ 1 ▲ 2 1 ▲ 4 ▲ 4.5

印 南 町 121 119 106 97 91 92 ▲ 2 ▲ 13 ▲ 9 ▲ 6 1 ▲ 29 ▲ 24.0

み な べ 町 163 156 153 140 141 137 ▲ 7 ▲ 3 ▲ 13 1 ▲ 4 ▲ 26 ▲ 16.0

日 高 川 町 224 219 209 205 200 198 ▲ 5 ▲ 10 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 2 ▲ 26 ▲ 11.6

白 浜 町 388 372 361 363 360 352 ▲ 16 ▲ 11 2 ▲ 3 ▲ 8 ▲ 36 ▲ 9.3

上 富 田 町 129 125 121 117 117 121 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 4 0 4 ▲ 8 ▲ 6.2

す さ み 町 122 123 127 131 130 133 1 4 4 ▲ 1 3 11 9.0

那 智 勝 浦 町 318 311 303 303 314 314 ▲ 7 ▲ 8 0 11 0 ▲ 4 ▲ 1.3

太 地 町 67 63 64 62 64 64 ▲ 4 1 ▲ 2 2 0 ▲ 3 ▲ 4.5

古 座 川 町 66 64 64 64 64 64 ▲ 2 0 0 0 0 ▲ 2 ▲ 3.0

北 山 村 24 25 25 24 25 24 1 0 ▲ 1 1 ▲ 1 0 0.0

串 本 町 406 401 388 381 382 372 ▲ 5 ▲ 13 ▲ 7 1 ▲ 10 ▲ 34 ▲ 8.4

町 村 計 3,676 3,591 3,504 3,451 3,427 3,404 ▲ 85 ▲ 87 ▲ 53 ▲ 24 ▲ 23 ▲ 325 ▲ 8.8

県 計 12,195 11,835 11,592 11,432 11,269 11,197 ▲ 360 ▲ 243 ▲ 160 ▲ 163 ▲ 72 ▲ 1,208 ▲ 9.9

平成23年 平成24年 平成25年 増減数 増減率平成25年 平成21年 平成22年

      

総　　　    　　　　　　　合　　　　　　　　　　　　計
【参考】５カ年推移

職 　　　員　　 　数　 対　前　年　増　減　数

平成24年平成20年 平成22年 平成23年平成21年
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過去５年間の職員数の推移【一部事務組合】
（各年４月１日現在　　単位：人、％）

一 部 事 務 組 合 名
平成20年

（A）
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

H25-H20
（B）

職員増減率
（B/A）

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 3 3 4 4 5 4 1 33.3

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 201 203 207 213 214 214 13 6.5

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 6 6 6 6 6 6 0 0.0

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 43 39 36 33 28 27 ▲ 16 ▲ 37.2

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 337 341 359 355 354 347 10 3.0

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 15 14 14 14 14 14 ▲ 1 ▲ 6.7

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 14 12 12 12 13 13 ▲ 1 ▲ 7.1

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 57 48 49 48 51 52 ▲ 5 ▲ 8.8

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 13 12 12 12 13 13 0 0.0

有 田 聖 苑 事 務 組 合 2 2 1 1 1 1 ▲ 1 ▲ 50.0

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 1 1 1 1 1 1 0 0.0

御 坊 市 外 三 ケ 町 国 民 健 康 保 険 事 務 組 合
（ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 解 散 ）

24 23 22 0 ▲ 24 ▲ 100.0

御 坊 市 外 五 ケ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 375 379 375 364 369 361 ▲ 14 ▲ 3.7

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 184 194 198 204 201 201 17 9.2

公 立 紀 南 病 院 組 合 696 702 700 675 673 669 ▲ 27 ▲ 3.9

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 43 45 44 40 36 37 ▲ 6 ▲ 14.0

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 4 4 4 4 4 4 0 0.0

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 4 4 4 4 4 4 0 0.0

紀 南 学 園 事 務 組 合 8 7 9 9 8 8 0 0.0

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 9 9 6 7 7 5 ▲ 4 ▲ 44.4

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 59 75 73 74 72 72 13 22.0

那智勝浦町・太地町環境衛生施設一部事務組合 6 6 6 6 6 6 0 0.0

和 歌 山 県 町 村 議 会 議 員 等 公 務 災 害 補 償 組 合
（ 平 成 ２ ２ 年 ２ 月 ２ ８ 日 解 散 ）

2 1 ▲ 2 ▲ 100.0

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 5 4 4 4 4 4 ▲ 1 ▲ 20.0

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 2 2 2 2 3 2 0 0.0

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 52 49 47 47 47 47 ▲ 5 ▲ 9.6

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 3 3 3 3 3 1 ▲ 2 ▲ 66.7

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 4 2 2 4 4 4 0 0.0

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 54 59 65 65 57 52 ▲ 2 ▲ 3.7

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 16 17 16 16 16 14 ▲ 2 ▲ 12.5

那 賀 消 防 組 合 131 130 130 130 130 130 ▲ 1 ▲ 0.8

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 49 46 43 43 42 44 ▲ 5 ▲ 10.2

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 3 3 3 3 3 2 ▲ 1 ▲ 33.3

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 7 7 8 6 8 8 1 14.3

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 9 9 9 9 9 9 0 0.0

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 4 4 4 4 3 3 ▲ 1 ▲ 25.0

伊 都 消 防 組 合 53 54 54 55 55 56 3 5.7

湯 浅 広 川 消 防 組 合 32 32 32 34 34 36 4 12.5

五 色 台 広 域 施 設 組 合 5 5 5 5 4 4 ▲ 1 ▲ 20.0

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 87 86 88 87 86 87 0 0.0

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 8 2 2 2 3 3 ▲ 5 ▲ 62.5

一 部 事 務 組 合 計 2,630 2,644 2,659 2,605 2,591 2,565 ▲ 65 ▲ 2.5

（注）　解散した一部事務組合の職員数について、構成市町村に引き継がれた場合（事務の一部を引き継いだ場合は、当該部分のみ）は、
市町村の職員数として、調整しています。

（注）　総合事務組合に関しては平成２１年までは退職手当事務組合の職員数を記しています。
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（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

和 歌 山 市 93 87 79 49 0 61 5 21 0 6 5 1 125 118 54 18 7

海 南 市 59 52 46 10 0 23 28 1 0 7 7 0 55 47 10 3 8

橋 本 市 58 58 41 22 0 39 13 6 0 0 0 0 63 63 25 3 0

有 田 市 22 22 18 4 0 12 8 2 0 0 0 0 33 33 14 0 0

御 坊 市 12 11 11 6 0 9 2 0 0 1 0 1 18 18 13 0 0

田 辺 市 20 18 18 5 0 10 7 1 0 2 2 0 30 28 15 2 2

新 宮 市 46 45 22 9 0 29 14 2 0 1 1 0 44 43 18 0 1

紀 の 川 市 7 7 6 7 0 6 0 1 0 0 0 0 27 26 16 3 1

岩 出 市 12 12 12 9 0 9 1 2 0 0 0 0 14 14 11 2 0

市 計 329 312 253 121 0 198 78 36 0 17 15 2 409 390 176 31 19

紀 美 野 町 6 6 6 4 0 4 1 1 0 0 0 0 8 8 4 0 0

か つ ら ぎ 町 7 7 7 5 0 5 2 0 0 0 0 0 12 10 9 0 2

九 度 山 町 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高 野 町 5 5 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 13 13 2 1 0

湯 浅 町 11 10 8 6 0 5 3 2 0 1 1 0 10 10 6 1 0

広 川 町 10 10 9 7 0 5 2 3 0 0 0 0 4 4 3 0 0

有 田 川 町 14 14 13 6 0 8 1 5 0 0 0 0 19 19 10 1 0

美 浜 町 6 6 5 2 0 4 1 1 0 0 0 0 6 6 3 0 0

日 高 町 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

由 良 町 3 2 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 3 3 3 0 0

印 南 町 4 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 4 3 0 1

み な べ 町 5 4 4 2 0 2 1 1 0 1 1 0 10 10 7 1 0

日 高 川 町 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 7 7 4 1 0

白 浜 町 7 7 7 4 0 4 1 2 0 0 0 0 20 19 12 0 1

上 富 田 町 5 5 5 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

す さ み 町 8 8 6 3 0 5 1 2 0 0 0 0 8 8 1 0 0

那 智 勝 浦 町 32 32 24 9 0 17 14 1 0 0 0 0 39 38 11 0 1

太 地 町 3 3 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1

古 座 川 町 4 4 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0 5 5 5 0 0

北 山 村 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0

串 本 町 38 38 31 12 0 17 11 10 0 0 0 0 48 47 24 1 1

町 村 計 180 177 151 90 0 98 43 36 0 3 3 0 221 214 109 6 7

県 計 509 489 404 211 0 296 121 72 0 20 18 2 630 604 285 37 26
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４　採用者数・退職者数の状況
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（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

20歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 52歳 60歳 61歳 65歳
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 以上 以上

～～～～～～ ～～ ～

25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 52歳 54歳 65歳
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

和 歌 山 市 118 0 0 4 8 2 1 4 35 1 5 3 5 5 7 3 6 49 15 0

海 南 市 47 0 0 8 5 5 2 2 14 2 4 2 2 0 0 1 3 11 0 0

橋 本 市 63 0 1 2 5 6 5 6 14 0 1 1 1 1 2 3 5 22 1 1

有 田 市 33 0 0 0 4 0 3 1 12 4 1 1 0 0 2 2 2 13 0 0

御 坊 市 18 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0 1 4 10 0 0

田 辺 市 28 0 0 0 1 1 0 0 7 1 1 0 0 2 0 1 2 18 0 1

新 宮 市 43 0 1 4 7 5 5 4 7 2 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0

紀 の 川 市 26 0 0 0 0 0 2 1 8 1 1 0 0 0 0 1 5 15 0 0

岩 出 市 14 0 0 2 1 0 1 1 6 3 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0

市 計 390 0 3 20 31 19 20 19 109 14 13 8 8 8 12 13 33 151 16 2

紀 美 野 町 8 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0

か つ ら ぎ 町 10 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0

九 度 山 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高 野 町 13 0 0 1 3 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

湯 浅 町 10 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0

広 川 町 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

有 田 川 町 19 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 0 1 2 1 5 3 5 0 0

美 浜 町 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0

日 高 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

由 良 町 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

印 南 町 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0

み な べ 町 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 6 1 0

日 高 川 町 7 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0

白 浜 町 19 0 0 0 1 0 0 2 10 0 0 0 0 4 2 3 1 6 0 0

上 富 田 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

す さ み 町 8 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0

那 智 勝 浦 町 38 0 0 3 3 0 2 3 12 0 1 2 1 1 1 2 4 12 0 3

太 地 町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

古 座 川 町 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

北 山 村 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

串 本 町 47 0 0 5 5 7 4 2 12 2 0 0 0 0 2 4 4 7 5 0

町 村 計 214 0 0 14 20 8 11 12 69 3 1 2 6 8 10 17 22 71 6 3

県 計 604 0 3 34 51 27 31 31 178 17 14 10 14 16 22 30 55 222 22 5

５　年齢別退職者数の状況（一般職員）　

合
計

50歳～59歳
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６　一般行政部門職員数の類似団体別職員数比較

単 純 値 修 正 値 単 純 値 修 正 値

和 歌 山 市 1,799 1,664 1,740 135 59 7.5 * 3.3

海 南 市 301 303 335 ▲ 2 ▲ 34 ▲ 0.7 ▲ 11.3

橋 本 市 400 365 360 35 40 8.8 * 10.0 *

有 田 市 196 215 224 ▲ 19 ▲ 28 ▲ 9.7 ▲ 14.3

御 坊 市 187 183 173 4 14 2.1 7.5 *

田 辺 市 562 438 488 124 74 22.1 * 13.2 *

新 宮 市 225 228 237 ▲ 3 ▲ 12 ▲ 1.3 ▲ 5.3

紀 の 川 市 488 366 424 122 64 25.0 * 13.1 *

岩 出 市 237 288 292 ▲ 51 ▲ 55 ▲ 21.5 ▲ 23.2

市 計 4,395

紀 美 野 町 121 87 97 34 24 28.1 * 19.8 *

か つ ら ぎ 町 166 164 175 2 ▲ 9 1.2 ▲ 5.4

九 度 山 町 57 62 51 ▲ 5 6 ▲ 8.8 10.5 *

高 野 町 73 67 61 6 12 8.2 * 16.4 *

湯 浅 町 111 113 121 ▲ 2 ▲ 10 ▲ 1.8 ▲ 9.0

広 川 町 69 95 92 ▲ 26 ▲ 23 ▲ 37.7 ▲ 33.3

有 田 川 町 223 217 215 6 8 2.7 3.6

美 浜 町 58 79 74 ▲ 21 ▲ 16 ▲ 36.2 ▲ 27.6

日 高 町 65 77 82 ▲ 12 ▲ 17 ▲ 18.5 ▲ 26.2

由 良 町 60 66 64 ▲ 6 ▲ 4 ▲ 10.0 ▲ 6.7

印 南 町 64 111 100 ▲ 47 ▲ 36 ▲ 73.4 ▲ 56.3

み な べ 町 99 129 137 ▲ 30 ▲ 38 ▲ 30.3 ▲ 38.4

日 高 川 町 149 99 91 50 58 33.6 * 38.9 *

白 浜 町 202 121 149 81 53 40.1 * 26.2 *

上 富 田 町 85 105 98 ▲ 20 ▲ 13 ▲ 23.5 ▲ 15.3

す さ み 町 65 87 97 ▲ 22 ▲ 32 ▲ 33.8 ▲ 49.2

那智勝浦町 142 118 123 24 19 16.9 * 13.4 *

太 地 町 39 62 57 ▲ 23 ▲ 18 ▲ 59.0 ▲ 46.2

古 座 川 町 45 58 55 ▲ 13 ▲ 10 ▲ 28.9 ▲ 22.2

北 山 村 17 9 7 8 10 47.1 * 58.8 *

串 本 町 143 127 150 16 ▲ 7 11.2 * ▲ 4.9

町 村 計 2,053

県 計 6,448

(注１）　超過率欄中「＊」は、超過率が５％以上の場合です。

対類似団体別職員数差 対類似団体別職員数超過率

（平成２４年４月１日現在  　単位：人、％）

(注２）　類似団体別職員数とは、人口、産業構造（産業別就業人口の構成比）を基準にいくつかのグループに分け、平均の
         職員数を割り出したものです。

(注３）　単純値とは、中小部門に職員配置していない団体について考慮することなく集計して、平均値を算出したものです。

(注４）　修正値とは、各中小部門ごとに職員を配置している団体のみを対象とし、類似団体の平均の職員数を算出したもので
　　　　 す。

      
平成24年
一般行政

部門職員数 単 純 値 修 正 値

類似団体別職員数
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７　一般管理部門（福祉部門を除く一般行政部門）職員数の増減状況

（各年４月１日現在　　単位：人、％）

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

和 歌 山 市 984 940 935 904 900 906 ▲ 44 ▲ 5 ▲ 31 ▲ 4 6 ▲ 78 ▲ 7.93

海 南 市 222 210 198 189 181 184 ▲ 12 ▲ 12 ▲ 9 ▲ 8 3 ▲ 38 ▲ 17.12

橋 本 市 234 233 232 233 230 239 ▲ 1 ▲ 1 1 ▲ 3 9 5 2.14

有 田 市 111 106 100 97 95 93 ▲ 5 ▲ 6 ▲ 3 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 18 ▲ 16.22

御 坊 市 138 131 121 118 116 119 ▲ 7 ▲ 10 ▲ 3 ▲ 2 3 ▲ 19 ▲ 13.77

田 辺 市 350 342 329 332 328 323 ▲ 8 ▲ 13 3 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 27 ▲ 7.71

新 宮 市 147 149 144 146 148 142 2 ▲ 5 2 2 ▲ 6 ▲ 5 ▲ 3.40

紀 の 川 市 302 295 290 274 268 258 ▲ 7 ▲ 5 ▲ 16 ▲ 6 ▲ 10 ▲ 44 ▲ 14.57

岩 出 市 107 106 106 109 110 110 ▲ 1 0 3 1 0 3 2.80

市 計 2,595 2,512 2,455 2,402 2,376 2,374 ▲ 83 ▲ 57 ▲ 53 ▲ 26 ▲ 2 ▲ 221 ▲ 8.52

紀 美 野 町 85 81 75 74 75 77 ▲ 4 ▲ 6 ▲ 1 1 2 ▲ 8 ▲ 9.41

かつらぎ町 122 117 119 117 111 113 ▲ 5 2 ▲ 2 ▲ 6 2 ▲ 9 ▲ 7.38

九 度 山 町 49 48 47 50 46 50 ▲ 1 ▲ 1 3 ▲ 4 4 1 2.04

高 野 町 43 44 47 51 53 53 1 3 4 2 0 10 23.26

湯 浅 町 59 61 58 59 59 60 2 ▲ 3 1 0 1 1 1.69

広 川 町 42 45 46 43 44 42 3 1 ▲ 3 1 ▲ 2 0 0.00

有 田 川 町 134 127 121 119 115 117 ▲ 7 ▲ 6 ▲ 2 ▲ 4 2 ▲ 17 ▲ 12.69

美 浜 町 32 33 32 31 34 34 1 ▲ 1 ▲ 1 3 0 2 6.25

日 高 町 39 38 37 39 39 39 ▲ 1 ▲ 1 2 0 0 0 0.00

由 良 町 35 36 36 37 37 37 1 0 1 0 0 2 5.71

印 南 町 49 51 47 46 47 48 2 ▲ 4 ▲ 1 1 1 ▲ 1 ▲ 2.04

み な べ 町 78 74 72 64 65 61 ▲ 4 ▲ 2 ▲ 8 1 ▲ 4 ▲ 17 ▲ 21.79

日 高 川 町 106 104 100 95 95 92 ▲ 2 ▲ 4 ▲ 5 0 ▲ 3 ▲ 14 ▲ 13.21

白 浜 町 126 124 126 121 119 117 ▲ 2 2 ▲ 5 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 9 ▲ 7.14

上 富 田 町 54 52 49 46 46 48 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 3 0 2 ▲ 6 ▲ 11.11

す さ み 町 36 38 35 35 37 39 2 ▲ 3 0 2 2 3 8.33

那智勝浦町 86 85 80 82 86 84 ▲ 1 ▲ 5 2 4 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2.33

太 地 町 29 28 27 28 27 27 ▲ 1 ▲ 1 1 ▲ 1 0 ▲ 2 ▲ 6.90

古 座 川 町 36 34 34 35 35 34 ▲ 2 0 1 0 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 5.56

北 山 村 11 11 10 11 13 13 0 ▲ 1 1 2 0 2 18.18

串 本 町 86 82 81 81 85 84 ▲ 4 ▲ 1 0 4 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 2.33

町 村 計 1,337 1,313 1,279 1,264 1,268 1,269 ▲ 24 ▲ 34 ▲ 15 4 1 ▲ 68 ▲ 5.09

県 計 3,932 3,825 3,734 3,666 3,644 3,643 ▲ 107 ▲ 91 ▲ 68 ▲ 22 ▲ 1 ▲ 289 ▲ 7.35

H20～H25
増減数

H20～H25
増減率

      

職  　　　　員　　　  　数　 対　前　年　増　減　数
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８　定員管理診断表（類似団体別職員数・修正値との比較）

(平成２４年４月１日現在　　単位：人)

和 歌 山 市 420 399 21 137 126 11 899 841 58 101 107 ▲ 6 242 267 ▲ 25

海 南 市 88 92 ▲ 4 21 25 ▲ 4 120 143 ▲ 23 27 34 ▲ 7 45 41 4

橋 本 市 92 115 ▲ 23 34 30 4 170 133 37 41 36 5 63 46 17

有 田 市 53 64 ▲ 11 14 18 ▲ 4 101 93 8 18 27 ▲ 9 10 22 ▲ 12

御 坊 市 55 55 0 15 15 0 71 57 14 24 22 2 22 24 ▲ 2

田 辺 市 136 131 5 39 37 2 234 210 24 86 51 35 67 59 8

新 宮 市 85 69 16 11 18 ▲ 7 77 92 ▲ 15 28 31 ▲ 3 24 27 ▲ 3

紀 の 川 市 144 117 27 32 31 1 220 194 26 53 36 17 39 46 ▲ 7

岩 出 市 53 86 ▲ 33 20 24 ▲ 4 127 133 ▲ 6 18 25 ▲ 7 19 24 ▲ 5

市 計 1,126 1,128 ▲ 2 323 324 ▲ 1 2,019 1,896 123 396 369 27 531 556 ▲ 25

紀 美 野 町 32 28 4 11 7 4 46 39 7 21 14 7 11 9 2

か つ ら ぎ 町 51 53 ▲ 2 14 13 1 55 66 ▲ 11 27 26 1 19 17 2

九 度 山 町 24 19 5 5 5 0 11 10 1 12 11 1 5 6 ▲ 1

高 野 町 34 19 15 4 4 0 20 22 ▲ 2 6 11 ▲ 5 9 5 4

湯 浅 町 33 39 ▲ 6 7 10 ▲ 3 52 51 1 10 14 ▲ 4 9 7 2

広 川 町 18 28 ▲ 10 7 7 0 25 40 ▲ 15 9 11 ▲ 2 10 6 4

有 田 川 町 52 58 ▲ 6 11 18 ▲ 7 108 86 22 39 37 2 13 16 ▲ 3

美 浜 町 17 24 ▲ 7 5 7 ▲ 2 24 27 ▲ 3 6 9 ▲ 3 6 7 ▲ 1

日 高 町 20 31 ▲ 11 6 7 ▲ 1 26 27 ▲ 1 8 12 ▲ 4 5 5 0

由 良 町 18 23 ▲ 5 5 6 ▲ 1 23 23 0 8 8 0 6 4 2

印 南 町 20 42 ▲ 22 7 8 ▲ 1 17 21 ▲ 4 9 18 ▲ 9 11 11 0

み な べ 町 24 39 ▲ 15 8 11 ▲ 3 34 46 ▲ 12 23 29 ▲ 6 10 12 ▲ 2

日 高 川 町 38 27 11 8 8 0 54 33 21 35 17 18 14 6 8

白 浜 町 54 40 14 16 12 4 83 63 20 32 16 16 17 18 ▲ 1

上 富 田 町 23 29 ▲ 6 8 10 ▲ 2 39 40 ▲ 1 7 11 ▲ 4 8 8 0

す さ み 町 25 32 ▲ 7 4 6 ▲ 2 28 34 ▲ 6 6 18 ▲ 12 2 7 ▲ 5

那 智 勝 浦 町 40 39 1 17 11 6 56 44 12 16 16 0 13 13 0

太 地 町 15 18 ▲ 3 3 4 ▲ 1 12 19 ▲ 7 4 8 ▲ 4 5 8 ▲ 3

古 座 川 町 20 21 ▲ 1 2 4 ▲ 2 10 17 ▲ 7 6 8 ▲ 2 7 5 2

北 山 村 10 2 8 1 1 0 4 2 2 1 1 0 1 1 0

串 本 町 42 44 ▲ 2 13 12 1 58 62 ▲ 4 17 18 ▲ 1 13 14 ▲ 1

町 村 計 610 655 ▲ 45 162 171 ▲ 9 785 772 13 302 313 ▲ 11 194 185 9

県 計 1,736 1,783 ▲ 47 485 495 ▲ 10 2,804 2,668 136 698 682 16 725 741 ▲ 16

差引 差引修正値 修正値 差引

      

土　　木
税      務

福             祉

( 民 生 ・ 衛 生 )

経済（労働・農林水産

・商工）
議 会 ・ 総 務 

職員数 職員数 修正値

（ 建　設 ）

修正値職員数職員数

（注１）　類似団体部門別職員数とは、人口、産業構造（産業別就業人口の構成比）を基準にいくつかのグループに分
け、平均の職員数を割り出したものです。
（注２）　修正値とは、各中小部門ごとに職員を配置している団体のみを対象とし、類似団体別の平均の職員数を算出し
たものです。

差引職員数 修正値 差引

84



(平成２４年４月１日現在　　単位：人)

和 歌 山 市 401 401 0 402 384 18 803 785 18 2,602 2,525 77

海 南 市 98 96 2 92 78 14 190 174 16 491 509 ▲ 18

橋 本 市 81 104 ▲ 23 65 94 ▲ 29 146 198 ▲ 52 546 558 ▲ 12

有 田 市 23 40 ▲ 17 49 58 ▲ 9 72 98 ▲ 26 268 322 ▲ 54

御 坊 市 51 50 1 45 43 2 96 93 3 283 266 17

田 辺 市 99 88 11 152 112 40 251 200 51 813 688 125

新 宮 市 40 37 3 54 54 0 94 91 3 319 328 ▲ 9

紀 の 川 市 67 74 ▲ 7 0 0 0 67 74 ▲ 7 555 498 57

岩 出 市 38 64 ▲ 26 0 0 0 38 64 ▲ 26 275 356 ▲ 81

市 計 898 954 ▲ 56 859 823 36 1,757 1,777 ▲ 20 6,152 6,050 102

紀 美 野 町 25 16 9 35 35 0 60 51 9 181 148 33

か つ ら ぎ 町 34 34 0 0 0 0 34 34 0 200 209 ▲ 9

九 度 山 町 17 17 0 0 0 0 17 17 0 74 68 6

高 野 町 12 10 2 20 13 7 32 23 9 105 84 21

湯 浅 町 17 17 0 0 0 0 17 17 0 128 138 ▲ 10

広 川 町 10 15 ▲ 5 0 0 0 10 15 ▲ 5 79 107 ▲ 28

有 田 川 町 47 42 5 61 55 6 108 97 11 331 312 19

美 浜 町 15 20 ▲ 5 0 0 0 15 20 ▲ 5 73 94 ▲ 21

日 高 町 11 10 1 0 0 0 11 10 1 76 92 ▲ 16

由 良 町 10 11 ▲ 1 0 0 0 10 11 ▲ 1 70 75 ▲ 5

印 南 町 19 22 ▲ 3 0 0 0 19 22 ▲ 3 83 122 ▲ 39

み な べ 町 23 32 ▲ 9 0 0 0 23 32 ▲ 9 122 169 ▲ 47

日 高 川 町 30 19 11 0 0 0 30 19 11 179 110 69

白 浜 町 43 40 3 78 34 44 121 74 47 323 223 100

上 富 田 町 13 14 ▲ 1 0 0 0 13 14 ▲ 1 98 112 ▲ 14

す さ み 町 8 16 ▲ 8 0 0 0 8 16 ▲ 8 73 113 ▲ 40

那 智 勝 浦 町 15 20 ▲ 5 40 38 2 55 58 ▲ 3 197 181 16

太 地 町 11 13 ▲ 2 0 0 0 11 13 ▲ 2 50 70 ▲ 20

古 座 川 町 6 7 ▲ 1 0 0 0 6 7 ▲ 1 51 62 ▲ 11

北 山 村 2 1 1 0 0 0 2 1 1 19 8 11

串 本 町 35 43 ▲ 8 59 41 18 94 84 10 237 234 3

町 村 計 403 419 ▲ 16 293 216 77 696 635 61 2,749 2,731 18

県 計 1,301 1,373 ▲ 72 1,152 1,039 113 2,453 2,412 41 8,901 8,781 120

差引

普 通 会 計 計特 別 行 政 計消           防

修正値 差引 職員数 修正値職員数 修正値 職員数差引

教            育

      

差引職員数 修正値
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１１－１　再任用の実施状況（市町村）

（平成24年度　単位：人）

職員数 うち任期更新 職員数 うち任期更新

和 歌 山 市 ○ 7 5 7 5 0 0

海 南 市 ○ 1 1 1 1 0 0

橋 本 市 ○ 0 0 0 0 0 0

有 田 市 ○ 0 0 0 0 0 0

御 坊 市 0 0 0 0 0 0

田 辺 市 0 0 0 0 0 0

新 宮 市 0 0 0 0 0 0

紀 の 川 市 ○ 0 0 0 0 0 0

岩 出 市 ○ 4 4 4 4 0 0

市 計 6 12 10 12 10 0 0

紀 美 野 町 ○ 0 0 0 0 0 0

か つ ら ぎ 町 ○ 0 0 0 0 0 0

九 度 山 町 ○ 0 0 0 0 0 0

高 野 町 0 0 0 0 0 0

湯 浅 町 0 0 0 0 0 0

広 川 町 0 0 0 0 0 0

有 田 川 町 ○ 0 0 0 0 0 0

美 浜 町 0 0 0 0 0 0

日 高 町 0 0 0 0 0 0

由 良 町 0 0 0 0 0 0

印 南 町 0 0 0 0 0 0

み な べ 町 0 0 0 0 0 0

日 高 川 町 0 0 0 0 0 0

白 浜 町 ○ 0 0 0 0 0 0

上 富 田 町 0 0 0 0 0 0

す さ み 町 0 0 0 0 0 0

那 智 勝 浦 町 ○ 0 0 0 0 0 0

太 地 町 ○ 1 1 1 1 0 0

古 座 川 町 0 0 0 0 0 0

北 山 村 0 0 0 0 0 0

串 本 町 0 0 0 0 0 0

町 計 7 1 1 1 1 0 0

県 計 13 13 11 1 11 0 0

再任用職員数

常時勤務職員

うち任期更新
 

条例制定の
有無

短時間勤務職員
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１１－２　再任用の実施状況（一部事務組合）

（平成24年度　単位：人）

職員数 うち任期更新 職員数 うち任期更新

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
那 賀 広 域 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 ○ 0 0 0 0 0 0
有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
有 田 聖 苑 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 0 0 0 0 0 0
御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
公 立 紀 南 病 院 組 合 0 0 0 0 0 0
紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
富 田 川 治 水 組 合 0 0 0 0 0 0
串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 0 0 0 0 0 0
紀 南 学 園 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 ○ 0 0 0 0 0 0
那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 0 0 0 0 0 0
紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 0 0 0 0 0 0
上 大 中 清 掃 施 設 組 合 0 0 0 0 0 0
海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
那 賀 消 防 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
那 賀 休 日 急 患 診 療 所 経 営 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 0 0 0 0 0 0
伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 ○ 0 0 0 0 0 0
富 田 川 衛 生 施 設 組 合 0 0 0 0 0 0
海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 0 0 0 0 0 0
伊 都 消 防 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
湯 浅 広 川 消 防 組 合 0 0 0 0 0 0
五 色 台 広 域 施 設 組 合 ○ 0 0 0 0 0 0
日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 0 0 0 0 0 0
橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 0 0 0 0 0 0
和 歌 山 地 方 税 回 収 機 構 ○ 0 0 0 0 0 0
和 歌 山 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 0 0 0 0 0 0
和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 0 0 0 0 0 0
紀 の 海 広 域 施 設 組 合 0 0 0 0 0 0
一 部 事 務 組 合 計 16 0 0 0 0 0 0

再任用職員数

常時勤務職員

 
条例制定の

有無

短時間勤務職員

うち任期更新
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１２　任期付採用制度の運用状況

（平成２５年４月１日現在　単位：人）

和 歌 山 市 ○ ○ ○ 20 1 2 17 0

海 南 市 ○ 3 0 0 3 0

橋 本 市 0 0 0 0 0

有 田 市 0 0 0 0 0

御 坊 市 0 0 0 0 0

田 辺 市 0 0 0 0 0

新 宮 市 0 0 0 0 0

紀 の 川 市 ○ ○ ○ 0 0 0 0 0

岩 出 市 ○ ○ 0 0 0 0 0

市 計 3 4 2 23 1 2 20 0

紀 美 野 町 0 0 0 0 0

か つ ら ぎ 町 0 0 0 0 0

九 度 山 町 0 0 0 0 0

高 野 町 0 0 0 0 0

湯 浅 町 0 0 0 0 0

広 川 町 0 0 0 0 0

有 田 川 町 0 0 0 0 0

美 浜 町 0 0 0 0 0

日 高 町 0 0 0 0 0

由 良 町 0 0 0 0 0

印 南 町 0 0 0 0 0

み な べ 町 0 0 0 0 0

日 高 川 町 0 0 0 0 0

白 浜 町 ○ ○ 0 0 0 0 0

上 富 田 町 ○ 0 0 0 0 0

す さ み 町 0 0 0 0 0

那 智 勝 浦 町 0 0 0 0 0

太 地 町 0 0 0 0 0

古 座 川 町 0 0 0 0 0

北 山 村 0 0 0 0 0

串 本 町 ○ ○ ○ 2 0 2 0 0

町 計 3 2 1 2 0 2 0 0

県 計 6 6 3 25 1 4 20 0

採用数

（注）　上記表の「法」とは、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」をいいます。また、地方公共団体は法の規定に基づく条例で定めるところに
より、任期付職員を採用することができます。

 一般任期付職員数
（法第３条第２項）

４条任期付職員数
任期付短時間職員数

（法第５条）

法第５条に基
づく採用を行う
ための規定

条例の制定状況

法第３条に基
づく採用を行う
ための規定

法第４条に基
づく採用を行う
ための規定

特定任期付職員数
（法第３条第１項）
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嬖鰒ﾍ葵唖苧☆孀褪Ｉ嬖鰒ﾍ葵唖苧☆孀褪Ｉ嬖鰒ﾍ葵唖苧☆孀褪Ｉ嬖鰒ﾍ葵唖苧☆孀褪Ｉ

ﾍ鰆ﾍñ條擠加┎葵唖滞褌┎濫必
烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙Q圻

テ姫質跳つ昨冴薩昨
蹣箆質揭箆鵡妙奉燵

棡評w靭 棡評w靭 莉暼邑哲

藁 辿 樅 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 臤迯戻通琢𤹪臤臿便邑哲

⑼ 遊 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臤臿便邑哲

㌍ 鑚 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

鐚 ゅ 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

皀 埖 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

ゅ O̊ 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

赱 朞 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

㋹ 昨 滿 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

檢 箆 滲 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

㋹ 40 褫 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

栽 肴 晒 災 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

池 燵 樅 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

珽 褫 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

▏ ☎ か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

熏 滿 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

鐚 ゅ 滿 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

40 ⒈ か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

蹙 珽 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

ょ フ か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

揺 遊 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

札 作 冊 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

蹙 珽 滿 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

ɔ ⒈ か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

琢 枡 ゅ か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

際 細 札 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

違 郛 眠 ⒐ か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

徂 坿 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

虜 燼 滿 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

戻 樅 闌 ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

歎 鑚 か ゴスセサザ ゲコ舢ケケ蒦ゲゴ舢ケケ 牴溺 棡評 棡評 舄迯戻臽臿便裏皕臽迯戻

θ蝙ǖχ漉倻Q黻昨瀧めへ削榧際傘へ佻昨妻阪腰椑摩使楡削鵡妙際傘へ佻埼瀧めɚ削朔鏤鋺蹙栽晒襯鋺蹙削鵡妙裁腰有縫Ş迯ǚǹ

漉漉漉漉漉便栽晒有癆Ą迯ǖĄ便昨迯戻澳θ罪参削╪載冴迯戻澳χ削鵡妙迯戻歳某三蔆晒参崎哉傘へ佻θ凋鏥奉っ鵡妙へ佻朔瞩采+

漉漉漉漉漉埼腰烋耨ǘǜ烝ǖ鏤ǖ蹙栽晒輪烝ǖǘ鏤ǚǖ蹙擦埼昨廟鑢戻圻へ裁冴へ佻θ疆ゅ鑢戻嘆削テ姫帝黻腰帝へ里索㌪卽昨鑢戻

漉漉漉漉漉歳再傘へ佻燦瞩采χ削肴哉崎ツ颱裁冴雑昨埼際甑

迯戻弸鵡妙鎚帝迯戻3溫戻昨塡サ昨
鵡妙迯戻

帝纈迯戻 帝穢迯戻
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鰈ﾍ裟肺談忱※託┎嘘誌濫必

烋耨ǘǜ烝ǖ鏤ǖ蹙が烋耨ǘǜ烝ǖǘ鏤ǚǖ蹙

f沈諾蹙豬 f流癧蹙豬 檮ょへ佻豬 J46烋堊流癧 J45烋堊 J44烋堊 崢㏌ 崢㏌

θĴχ θŜχ θŬχ 蹙豬*d+1*e+ 流癧蹙豬 流癧蹙豬 θJ45γJ46χ θJ44γJ46χ

藁 辿 樅 滲 せ ザジキスジジクケ ゲシキシゴゲクサ ゲキサジケ ゲゲクゴ ゲケクズ ゲゲクコ ケクサ ケクゲ

⑼ 遊 滲 ゲケキザゲジクケ コキコゲサクス コジゴ スクゲ ジクシ スクゲ ケクザ ケクケ

㌍ 鑚 滲 ゲスキザズザクケ サキジザコクケ サジゴ ゲケクケ ゲケクコ ゲゲクゴ 杔ァケクコ 杔ァゲクゴ

鐚 ゅ 滲 シキシシシクジ ゲキザザジクジ ゲジケ ズクコ ズクザ ズクザ 杔ァケクゴ 杔ァケクゴ

皀 埖 滲 ジキコジスクザ ゲキサコサクズ ゲスザ ジクジ ジクザ シクズ ケクコ ケクス

ゅ O̊ 滲 コケキズジシクケ ザキザザコクケ ザゴズ ゲケクゴ ズクゴ ゲケクス ゲクケ 杔ァケクザ

赱 朞 滲 ジキゴジジクケ ゲキジコゲクゲ ゲスザ ズクゴ シクジ ズクス コクシ 杔ァケクザ

㋹ 昨 滿 滲 ゲスキコスズクケ サキシケザクス サシザ ズクズ ズクジ ゲケクゴ ケクコ 杔ァケクサ

檢 箆 滲 ゲゲキコシサクケ ゲキズサゴクシ コスサ シクス シクシ シクシ ケクコ ケクコ

滲 ヴ ゲザスキスサケクコ サケキサケゴクゴ サキケササ ゲケクケ ズクシ ゲケクコ ケクサ 杔ァケクコ

㋹ 40 褫 か シキゴズザクケ ゲキゲゲゲクケ ゲシゴ シクス シクス ジクス ケクケ 杔ァゲクケ

栽 肴 晒 災 か ジキシジズクケ ゲキジゴケクシ コゲゲ スクコ スクシ ズクサ 杔ァケクサ 杔ァゲクコ

池 燵 樅 か コキサゴケクケ コシコクシ シゲ サクゴ サクシ ザクゲ 杔ァケクゴ 杔ァケクス

珽 褫 か ゴキサゲズクケ ズゲサクザ ズサ ズクジ スクシ ゲケクゴ ゲクゲ 杔ァケクシ

▏ ☎ か ザキケサゴクケ ゲキゲジケクケ ゲゴコ スクズ ジクゴ スクゴ ゲクシ ケクシ

熏 滿 か コキザズケクケ サゴザクケ シシ シクシ ザクス ザクサ ケクス ゲクコ

鐚 ゅ 滿 か シキズコケクケ ゲキザケサクザ ゲジサ スクシ スクジ スクザ 杔ァケクゲ ケクゲ

40 ⒈ か ゲキズザサクケ ゴゲゴクケ ザケ シクゴ シクケ ジクケ ケクゴ 杔ァケクジ

蹙 珽 か コキスサケクケ ザゴサクコ シス ジクズ ズクケ スクザ 杔ァゲクゲ 杔ァケクシ

ょ フ か コキジケゲクケ ジゲゲクケ ジゲ ゲケクケ スクシ スクゴ ゲクサ ゲクジ

揺 遊 か コキザケジクケ サズケクケ シス ジクコ シクサ シクス ケクス ケクサ

札 作 冊 か サキゴズケクケ ゲキケザゴクケ ゲゲケ ズクシ スクザ スクジ ゲクゲ ケクズ

蹙 珽 滿 か ジキザコゴクケ ゲキザゲゴクケ ゲズサ ジクス ジクザ ジクズ ケクゴ 杔ァケクゲ

ɔ ⒈ か シキジココクケ ゲキコシコクケ ゲスシ シクス ゴクス ザクズ ゴクケ ケクズ

琢 枡 ゅ か ゴキズザシクケ ゲキザジザクジ ゲゲサ ゲゴクス スクス スクス ザクケ ザクケ

際 細 札 か コキザケジクケ シサゲクザ シス ズクサ スクス ジクサ ケクシ コクケ

違 郛 眠 ⒐ か ザキサコゴクケ ズスコクス ゲゴス ジクゲ ザクザ シクザ ゲクシ ケクシ

徂 坿 か ゲキスケサクケ ゴズゴクコ サシ スクザ スクサ ジクジ ケクゲ ケクス

虜 燼 滿 か コキゲスコクケ ゴススクケ ザザ ジクゲ シクズ スクサ ケクコ 杔ァゲクゴ

戻 樅 闌 ズゲサクズ ズサクケ コゴ サクゲ ザクケ ザクス 杔ァケクズ 杔ァゲクジ

歎 鑚 か ザキゲサシクズ ゲキゴザシクザ ゲゴケ ゲケクサ ゲケクシ ゲケクケ 杔ァケクコ ケクサ

か 闌 ヴ スザキケサシクス ゲスキサゴシクゲ コキコココ スクゴ ジクザ スクケ ケクス ケクゴ

p ヴ コサゴキススジクケ ザスキスゴズクサ シキコシシ ズクサ スクス ズクサ ケクシ ケクケ

梱理i混 烋耨ǘǚ烝ǖ鏤ǖ蹙が烋耨ǘǚ烝ǖǘ鏤ǚǖ蹙

楯暑燔p 莉暼楯滲 滲癒か闌 廟嗹典 嚔 褊戻

ゲゲクサ ゲゴクケ ゲケクコ ゲケクズ ゲゴクゴ スクシ

θ蝙ǖχ漉倻Q黻昨瀧めへ削榧際傘へ佻昨妻阪腰椑摩使楡削鵡妙際傘へ佻埼瀧めɚ削朔鏤鋺蹙栽晒襯鋺蹙削鵡妙裁腰有縫Ş迯ǚǹ

漉漉漉漉漉便栽晒有癆Ą迯ǖĄ便昨迯戻澳θ罪参削╪載冴迯戻澳χ削鵡妙迯戻歳某三蔆晒参崎哉傘へ佻θ凋鏥奉っ鵡妙へ佻朔瞩采+

漉漉漉漉漉埼腰烋耨ǘǜ烝ǖ鏤ǖ蹙栽晒輪烝ǖǘ鏤ǚǖ蹙擦埼昨廟鑢戻圻へ裁冴へ佻θ疆ゅ鑢戻嘆削テ姫帝黻腰帝へ里索㌪卽昨鑢戻

漉漉漉漉漉歳再傘へ佻燦瞩采χ削肴哉崎ツ颱裁冴雑昨埼際甑

θ蝙ǘχ漉廟嚔昨豬弐朔腰鑚夫敕転耨迯珵削採哉崎鑷苗←昨冴薩腰f妙h昨烋耨ǘǚ烝燵坿跏苗蒜嗹典昨鵡妙阯鍔っ削輸際傘ツ颱14霙燦蚣Ó裁崎哉擦際甑

θ蝙ǚχ漉嚔昨豬弐朔腰朝宙㾱昨ツ颱14霙削皿傘雑昨埼際甑θ烋耨ǘǜ烝χ

θ蝙ǜχ漉褊戻昨豬弐朔腰翌ブ枕畑h昨楷枕阯鍔f淋ツ颱14霙削皿傘雑昨埼際甑θ烋耨ǘǜ烝θ裏朔烋耨ǘǚ抵ヴ烝燵χχ

漉せ漉ツ颱檮ょ鑢戻歳腰烝燵θ烋耨ǘǜ烝ǜ鏤ǖ蹙栽晒烋耨ǘĄ烝ǚ鏤ǚǖ蹙擦埼昨ǖ烝戻χ削皿傘嗹典

廟漉嚔

Jǘǚ烋堊流癧蹙豬
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鰒ﾍ做販※託鰺團ひ做鯲┎蜘褌鵜┓※託á┎忱Ü┎嘘醸ガ┎濫必

烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙Q圻

嚔碕輪っ

帝酣昨鑢戻朔Ťǹ
蹙通不裏朔ǚ鏤通
不腰帝酣嘆昨29諾
㏌巸作裁

帝酣昨鑢戻朔盻ギ
鏘椌沪燵昨鑢戻腰
29諾朔Ťǹ蹙燦Ů
彩傘碕湧㏌

帝酣昨鑢戻朔ǖŞ
ǹ蹙通不裏朔Ľ鏤
通不腰帝酣嘆昨29
諾㏌巸作裁

帝酣昨鑢戻朔盻ギ
鏘椌沪燵昨鑢戻腰
29諾朔ǖŞǹ蹙燦
Ů彩傘碕緖29

藁 辿 樅 滲 栾

⑼ 遊 滲 栾

㌍ 鑚 滲 栾

鐚 ゅ 滲 栾

皀 埖 滲 栾

ゅ O̊ 滲 栾

赱 朞 滲 栾

㋹ 昨 滿 滲 栾

檢 箆 滲 栾

滲 ヴ ス ケ ゲ ケ

㋹ 40 褫 か 栾

栽 肴 晒 災 か 栾

池 燵 樅 か 栾

珽 褫 か 栾

▏ ☎ か 栾

熏 滿 か 栾

鐚 ゅ 滿 か 栾

40 ⒈ か 栾

蹙 珽 か 栾

ょ フ か 栾

揺 遊 か 栾

札 作 冊 か 栾

蹙 珽 滿 か 栾

ɔ ⒈ か 栾

琢 枡 ゅ か 栾

際 細 札 か 栾

違 郛 眠 ⒐ か 栾

徂 坿 か 栾

虜 燼 滿 か 栾

戻 樅 闌 栾

歎 鑚 か 栾

か 闌 ヴ コケ ケ ゲ ケ

p ヴ コス ケ コ ケ

θ蝙χ漉嚔昨流膾哉Ź盻ギ鏘椌沪燵昨鑢戻碕際傘甑冴坂裁45漠┖昨寢淋朔Ťǹ蹙通不甑帝酣嘆昨29諾朔

漉漉漉漉㏌巸作裁θ軛晒栽削ぎ作傘┖跚っ昨冴薩瑰済62済流癧際傘寢淋朔腰Ťǹ蹙燦Ů彩傘碕湧㏌χ甑

嚔碕ぎ作傘
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鰊鰔鰆ﾍ淀π※託孀┎濫必

烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙Q圻

3 4 5 6 7 8 9 : ; 32 33 34 35 36 37 38 39 3:

嚔嫻╪
盻ギ碕ィ
薩晒参傘
鑢戻

盻ギ碕ィ
薩晒参傘
鑢戻

盻ギ碕ィ
薩晒参傘
鑢戻

Ą蹙通不

’62際傘
Ą蹙通不
θ溫帝蹙
っ燦零
殺χ

ペ縫Ľ溫
戻通不

ペ癆Ş溫
戻擦埼

ǖ蹙ǘ嘖
罪参財参
ǚǹ便通
不

ǘ蹙通不 Ą蹙通不 Ą蹙通不 Ą蹙通不
盆馬k腰
'捩Ś蹙
っ

ǖ蹙通不
’62際傘
ǚ蹙通不

Ś蹙通不
盻ギ碕ィ
薩晒参傘
鑢戻

盻ギ碕ィ
薩晒参傘
鑢戻

藁 辿 樅 滲 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

⑼ 遊 滲 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

㌍ 鑚 滲 栾 殭 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

鐚 ゅ 滲 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

皀 埖 滲 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

ゅ O̊ 滲 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

赱 朞 滲 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

㋹ 昨 滿 滲 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

檢 箆 滲 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

滲 ヴ ズ ズ ズ ズ ズ ズ ズ ズ ズ ス ス ズ ズ ジ ズ ス ズ ゲ

㋹ 40 褫 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

栽肴晒災か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

池 燵 樅 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

珽 褫 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

▏ ☎ か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

熏 滿 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

鐚 ゅ 滿 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾殭 栾 栾 栾

40 ⒈ か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

蹙 珽 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

ょ フ か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

揺 遊 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

札 作 冊 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

蹙 珽 滿 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

ɔ ⒈ か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

琢 枡 ゅ か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

際 細 札 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

違郛眠⒐か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

徂 坿 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

虜 燼 滿 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

戻 樅 闌 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

歎 鑚 か 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾 栾

か 闌 ヴ コゲ コゲ コゲ ゲス コゲ コゲ コゲ コゲ コケ ゲズ ゲズ ゲズ コゲ ゲジ コゲ コケ コゲ ゲゲ

p ヴ ゴケ ゴケ ゴケ コジ ゴケ ゴケ ゴケ ゴケ コズ コジ コジ コス ゴケ コサ ゴケ コス ゴケ ゲコ

禽朔Y慕帝酣腰せ朔へ妙梵矗57妙筆瞩埼昨流膾哉甑 鑢戻鯖檮ょ歳嚔碕ぎ作榊崎哉傘雑昨甑

奡漉¥

嚔漉碕漉輪漉┦漉昨漉Y漉慕漉帝漉酣漉っ

苗褊碕
裁崎昨
⑯母
θ敏萇
⑯っχ
燦⊕砺
際傘寢
淋

❖墓佻
っ碕裁
崎❖墓
脉っ削
箆尣際
傘寢淋

爸玕蛬
盗k碕
作傘寢
淋

滋鹿執
至伺仔
㌱湊削
理盆際
傘寢淋

14拈際
傘寢淋

ペ縫昨
寢淋

ペ癆昨
寢淋

鴇テ迯
戻昨寢
淋

慄歳箆
ペ際傘
寢淋

テ姫理
盆燦際
傘寢淋

敕昨o
つ燦際
傘寢淋

渼朿削
皿三″
徙裁冴
撤楝昨
皖蹠転
黻っ昨
寢淋

渼朿質
凋〛㎏
輸昨宙
譖っ削
皿三箆
鵡歳ン
裁采噤
飫作寢
淋

渼朿迯
削-鵡
〒琢昨
̂典昨
擁絣燦
嘖步際
傘寢淋

ô鑢昨
跳つ燦
際傘寢
淋

デ踞歳
囊丁裁
冴寢淋

'捩燦
9筴際
傘寢淋

彜旃削
採砕傘
盪̂昨
把爲昨
76莵質
崢禍っ
昨寢淋
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鰊鰔鰈ﾍ淀π※託孀┎濫必 鰄ﾍ丘圭※託┎′Ü濫必

烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙Q圻 烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙Q圻*邑哲Ź蹙+

嚔嫻╪

藁 辿 樅 滲 禽 禽 せ 禽 藁 辿 樅 滲 ゴ ゴ ケ

⑼ 遊 滲 ⑼ 遊 滲 ザ ザ ケ

㌍ 鑚 滲 禽 ㌍ 鑚 滲 ゴ ゴ ケ

鐚 ゅ 滲 禽 禽 鐚 ゅ 滲 ゴ ゴ ケ

皀 埖 滲 禽 皀 埖 滲 ゴ ゴ ケ

ゅ O̊ 滲 禽 禽 ゅ O̊ 滲 ゴ ゴ ケ

赱 朞 滲 赱 朞 滲 ゴ ゴ ケ

㋹ 昨 滿 滲 ㋹ 昨 滿 滲 ザ ザ ケ

檢 箆 滲 禽 檢 箆 滲 ザ ザ ケ

滲 ヴ 3 7 6 3 ㋹ 40 褫 か ゴ ゴ ケ

㋹ 40 褫 か 栽肴晒災か ゴ ゴ ケ

栽肴晒災か 池 燵 樅 か ゴ ゴ ケ

池 燵 樅 か 珽 褫 か ゴ ゴ ケ

珽 褫 か ▏ ☎ か ザ サ ゲ

▏ ☎ か 熏 滿 か ゴ ゴ ケ

熏 滿 か 鐚 ゅ 滿 か ザ ザ ケ
Y慕帝酣ァゴ
へ妙梵矗57妙筆瞩ァコ

鐚 ゅ 滿 か 40 ⒈ か ゴ ゴ ケ

40 ⒈ か 蹙 珽 か ゴ ゴ ケ

蹙 珽 か ょ フ か ゴ ゴ ケ

ょ フ か 揺 遊 か ゴ ゴ ケ

揺 遊 か 札 作 冊 か ゴ ゴ ケ

札 作 冊 か 栾 蹙 珽 滿 か ゴ ゴ ケ

蹙 珽 滿 か ɔ ⒈ か ゴ ゴ ケ

ɔ ⒈ か 琢 枡 ゅ か ゴ ゴ ケ

琢 枡 ゅ か 際 細 札 か ゴ ゴ ケ

際 細 札 か 栾 違郛眠⒐か ゴ ゴ ケ

違郛眠⒐か 徂 坿 か ゴ ゴ ケ

徂 坿 か 虜 燼 滿 か ゴ ゴ ケ

虜 燼 滿 か 戻 樅 闌 ゴ ゴ ケ

戻 樅 闌 歎 鑚 か ゴ ゴ ケ

歎 鑚 か

か 闌 ヴ ケ ゲ ゲ ケ

p ヴ ゲ シ ザ ゲ

禽朔Y慕帝酣腰せ朔へ妙梵矗57妙筆瞩埼昨流膾哉甑

嚔削奉燵昨作哉Y慕帝酣っ

児仕璽式実
支治実詞帝

酣

悽戳藴朿
θ肴撒三χ

式児鴫紫
斯自質鯲烝
鵡62帝酣

朸踞昨oつ

47烝燵 46烝燵 崢㏌ 賠i

’62際傘ǚ蹙通不
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鰮ﾍ敍ジ※騰┎嘘誌濫必

う磽へ佻 悄磽へ佻 ヴ う磽へ佻 悄磽へ佻 ヴ う磽へ佻 悄磽へ佻 ヴ

藁 辿 樅 滲 ズゴ ゴシ ゲコズ ケ ゴシ ゴシ ケクケ ゲケケクケ コジクズ

⑼ 遊 滲 コゴ ゲコ ゴザ ケ ゲコ ゲコ ケクケ ゲケケクケ ゴサクゴ

㌍ 鑚 滲 ス ゲサ ココ ケ ゲサ ゲサ ケクケ ゲケケクケ シゴクシ

鐚 ゅ 滲 ジ サ ゲゲ ケ サ サ ケクケ ゲケケクケ ゴシクサ

皀 埖 滲 ゲゴ ザ ゲス ケ ザ ザ ケクケ ゲケケクケ コジクス

ゅ O̊ 滲 コケ シ コシ ケ シ シ ケクケ ゲケケクケ コゴクゲ

赱 朞 滲 コゲ ゲシ ゴジ ケ ゲシ ゲシ ケクケ ゲケケクケ サゴクコ

㋹ 昨 滿 滲 ゲゴ ザ ゲス ケ ザ ザ ケクケ ゲケケクケ コジクス

檢 箆 滲 ゴ ザ ス ケ ザ ザ ケクケ ゲケケクケ シコクザ

滲 ヴ コケゲ ゲケゴ ゴケサ ケ ゲケゴ ゲケゴ ケクケ ゲケケクケ ゴゴクズ

㋹ 40 褫 か ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケクケ ケクケ ケクケ

栽 肴 晒 災 か コ ゴ ザ ケ ゴ ゴ ケクケ ゲケケクケ シケクケ

池 燵 樅 か ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケクケ ケクケ ケクケ

珽 褫 か ケ ゲ ゲ ケ ケ ケ ケクケ ケクケ ケクケ

▏ ☎ か ケ ゲ ゲ ケ ゲ ゲ ケクケ ゲケケクケ ゲケケクケ

熏 滿 か ゲ ゲ コ ケ ゲ ゲ ケクケ ゲケケクケ ザケクケ

鐚 ゅ 滿 か ゲサ ジ コゲ ケ ジ ジ ケクケ ゲケケクケ ゴゴクゴ

40 ⒈ か ゲ ゲ コ ケ ゲ ゲ ケクケ ゲケケクケ ザケクケ

蹙 珽 か ゴ コ ザ ケ コ コ ケクケ ゲケケクケ サケクケ

ょ フ か ケ ゲ ゲ ケ ゲ ゲ ケクケ ゲケケクケ ゲケケクケ

揺 遊 か ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケクケ ケクケ ケクケ

札 作 冊 か ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケクケ ケクケ ケクケ

蹙 珽 滿 か ザ サ ズ ケ サ サ ケクケ ゲケケクケ ササクサ

ɔ ⒈ か ケ ザ ザ ケ ザ ザ ケクケ ゲケケクケ ゲケケクケ

琢 枡 ゅ か ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケクケ ケクケ ケクケ

際 細 札 か ゲ コ ゴ ケ コ コ ケクケ ゲケケクケ シシクジ

違 郛 眠 ⒐ か ゲケ ゴ ゲゴ ケ ゴ ゴ ケクケ ゲケケクケ コゴクゲ

徂 坿 か ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケクケ ケクケ ケクケ

虜 燼 滿 か ケ ゲ ゲ ケ ゲ ゲ ケクケ ゲケケクケ ゲケケクケ

戻 樅 闌 ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケクケ ケクケ ケクケ

歎 鑚 か ゲゴ サ ゲジ ケ サ サ ケクケ ゲケケクケ コゴクザ

か 闌 ヴ ザケ ゴシ スシ ケ ゴザ ゴザ ケクケ ズジクコ サケクジ

p ヴ コザゲ ゲゴズ ゴズケ ケ ゲゴス ゲゴス ケクケ ズズクゴ ゴザクサ

妻阪テ姫帝黻流癧k豬
流癧òθ'χ

烋耨ǘǜ烝燵削赱冴削流癧療1碕作榊冴へ佻豬
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鰛ﾍ葵唖滞褌祚ψ祭れ頴埣※騰苧¶┎ψ計濫必

烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙Q圻

テ姫こ跳つ昨冴薩昨
蹣箆こ揭箆

テ姫ô迯戻鵡妙奉燵 G滕儕æっ帝黻 毒旄使便帝黻 珽䕺k使便帝黻

藁 辿 樅 滲 栾 栾 栾 栾

⑼ 遊 滲 栾

㌍ 鑚 滲

鐚 ゅ 滲

皀 埖 滲 栾

ゅ O̊ 滲 栾

赱 朞 滲

㋹ 昨 滿 滲 栾 栾 栾

檢 箆 滲 栾 栾 栾

滲 ヴ コ シ ゴ ゲ ゲ

㋹ 40 褫 か 栾

栽 肴 晒 災 か 栾

池 燵 樅 か 栾 栾

珽 褫 か 栾 栾 栾

▏ ☎ か 栾 栾

熏 滿 か 栾 栾 栾

鐚 ゅ 滿 か 栾 栾 栾 栾

40 ⒈ か

蹙 珽 か 栾

ょ フ か 栾 栾

揺 遊 か 栾

札 作 冊 か

蹙 珽 滿 か

ɔ ⒈ か 栾 栾 栾

琢 枡 ゅ か 栾

際 細 札 か 栾 栾

違 郛 眠 ⒐ か 栾

徂 坿 か 栾

虜 燼 滿 か 栾

戻 樅 闌 栾

歎 鑚 か 栾 栾

か 闌 ヴ ジ ゲス シ ゲ ケ

p ヴ ズ コサ ズ コ ゲ

奉燵昨棡評w靭 阯刀昨奉暼w靭
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Ჲųܤμᘓဃሥྸ˳СƷཞඞ
ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥⌧ᅾ

㸿 㹀 㸿 㹀 㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㸿 㹀 㹁 㹂 㸿 㹀 㸿 㹀

 ḷ ᒣ ᕷ ゲ ゲ サ サ ゲケ ゲケ ゲサ ゲケコ ゲケコ ゲケ ゲケ ゲケ サ ゲケ ゲケ サ サ サ

ᾏ ༡ ᕷ コ コ ゴ コス コス コ コ コ コ コ コ

ᶫ ᮏ ᕷ コ コ サ サケ サケ コ コ コ コ コ コ

᭷ ⏣ ᕷ コ コ コ コゴ コゴ コ コ コ コ コ コ

ᚚ ᆓ ᕷ ゲ ゲ コ ゲシ ゲシ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

⏣ ㎶ ᕷ コ コ コゴ サジ サジ コ コ コ コ コ コ

᪂ ᐑ ᕷ コ コ ゴ ゲゴ ゲゴ コ コ コ コ コ コ

⣖ ࡢ ᕝ ᕷ ザ ザ ザ ゴス ゴス ザ ザ ザ ゲ ザ ザ

ᒾ ฟ ᕷ ゴ ゴ ゴ ゲゴ ゲゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ

ᕷ ィ ゲ ゲ サ サ コズ コズ ザズ ゴコケ ゴコケ コズ コズ コズ ゲズ コズ コズ サ サ サ

⣖ ⨾ 㔝 ⏫ ゲ ゲ ゲ シ シ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

⏫ࡂࡽࡘ ゲ ゲ コ ジ ジ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

 ᗘ ᒣ ⏫ ゲ ゲ ゲ ゴ ゴ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

㧗 㔝 ⏫ ゲ ゲ ゲ サ サ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

 ὸ ⏫ ゲ ゲ ゲ ズ ズ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

ᗈ ᕝ ⏫ ゲ ゲ ゲ サ サ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

᭷ ⏣ ᕝ ⏫ コ コ サ コス コス コ コ コ コ コ コ

⨾  ⏫ ゲ ゲ ゲ サ サ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

᪥ 㧗 ⏫ ゲ ゲ ゲ サ サ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

⏤ Ⰻ ⏫ ゲ ゲ ゲ サ サ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

༳ ༡ ⏫ ゲ ゲ ゲ ス ス ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

ࡳ ࡞  ⏫ ゲ ゲ ゲ ゲケ ゲケ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

᪥ 㧗 ᕝ ⏫ ゲ ゲ ゲ ゲシ ゲシ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

ⓑ  ⏫ ゲ ゲ ゲ コス コス ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

ୖ ᐩ ⏣ ⏫ ゲ ゲ ゲ ゲケ ゲケ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

ࡍ ࡉ ࡳ ⏫ ゲ ゲ ゲ サ サ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

㑣ᬛᾆ⏫ コ コ コ ゲザ ゲザ コ コ コ コ コ コ

ኴ ᆅ ⏫ ゴ ゴ

ྂ ᗙ ᕝ ⏫ ゲ ゲ ゲ サ サ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ ゲ

 ᒣ ᮧ ゲ ゲ

୵ ᮏ ⏫ コ コ コ コゲ コゲ コ コ コ コ コ コ

⏫ ᮧ ィ ケ ケ ケ ケ ココ ココ コザ ゲズゴ ゲズゴ ココ ココ ココ ココ ココ ココ ケ ケ ケ
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注

１
）

和
歌

山
県

市
町

村
総

合
事

務
組

合
の

平
成

２
１

年
度

ま
で

の
決

算
数

値
は

和
歌

山
県

市
町

村
職

員
退

職
手

当
組

合
の

数
値

を
記

載
し

て
い

ま
す

。

（
注

２
）

平
均

値
は

、
公

費
負

担
の

あ
る

団
体

の
み

を
対

象
と

し
て

算
出

し
て

い
ま

す
。

対
前
年
度

比

対
1
6
年
度

比

公
費

率
（

事
務

費
含

む
、

単
位

:
％

）
互

助
会

等
へ

の
公

費
支

出
額

（
単

位
：

千
円

）
会

員
一

人
当

た
り

の
公

費
支

出
額

（
事

務
費

含
む

、
単

位
：

円
）
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２－１　市町村の福利厚生事業の見直し内容

２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度

和 歌 山 市 ○ ○ ○

海 南 市 ○ ○

橋 本 市 ○ - ○ - - -

有 田 市 - - - - - - - -

御 坊 市 - - - - - - - -

田 辺 市

新 宮 市 - - - - - - - -

紀 の 川 市 - - - - - - - -

岩 出 市

市 計 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0

紀 美 野 町 - - - - - - - -

か つ ら ぎ 町 - - - - - - - -

九 度 山 町 - - - - - - - -

高 野 町 - - - - - - - -

湯 浅 町 - - - - - - - -

広 川 町 - - - - - - - -

有 田 川 町 - - - - - - - -

美 浜 町 - - - - - - - -

日 高 町 - - - - - - - -

由 良 町

印 南 町 - - - - - - - -

み な べ 町 - - - - - - - -

日 高 川 町 - - - - - - - -

白 浜 町 ○ ○ ○

上 富 田 町 ○ - ○ - - -

す さ み 町 - - - - - - - -

那 智 勝 浦 町 - - - - - - - -

太 地 町 - - - - - - - -

古 座 川 町 - - - - - - - -

北 山 村 - - - - - - - -

串 本 町 - - - - - - - -

町 村 計 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

市 町 村 計 3 2 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0

（注２）　－：互助会等に対する公費支出を廃止又は休止した団体。

※３　例えば、実施していた個別事業の廃止や、互助会等における会員からの掛金のみによる事業への変更など。

（注１）　各市町村の全部局における互助会等に対する公費支出の見直し内容を示しています。

互助会等に対する
公費支出の削減

福利厚生事業の
見直し状況

（互助会等の
事業を含む）

見直し内容

互助会等に対する
公費支出の廃止

互助会等に対する
補助等の方式
見直し ※２

個別事業に対する
公費支出の廃止

※３

個別事業に対する
公費支出の削減

※２　例えば、包括補助方式（互助会等の実施事業全体に補助）から事業補助方式（対象事業を特定して補助）への変更など。

※１　平成２５年度予算において互助会等に対する公費支出を廃止又は休止している団体。

２５年度時点に
おいて互助会等
に対する公費支
出を廃止又は休
止している団体

※１

○

○

○

○

○

○

5

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

19

24

○

○

○

○

○

○
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２－２　一部事務組合等の福利厚生事業の見直し内容

２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 - - - - - -

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院 - - - - - -

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合 - - - - - -

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合 - - - - - -

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合 - - - - - -

那 賀 広 域 事 務 組 合 - - - - - -

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合 - - - - - -

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合 - - - - - -

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 ○ ○

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合 - - - - - -

有 田 聖 苑 事 務 組 合 - - - - - -

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合 - - - - - -

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合

御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 - - - - - -

公 立 紀 南 病 院 組 合 - - - - - -

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合 - - - - - -

富 田 川 治 水 組 合 - - - - - -

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合 - - - - - -

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合 - - - - - -

紀 南 学 園 事 務 組 合 - - - - - -

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合 - - - - - -

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 - - - - - -

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 - - - - - -

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合 - - - - - -

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 - - - - - -

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合 - - - - - -

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 - - - - - -

上 大 中 清 掃 施 設 組 合 - - - - - -

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 - - - - - -

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合 - - - - - -

那 賀 消 防 組 合 - - - - - -

那 賀 休 日 急 患 診 療 所 経 営 事 務 組 合 - - - - - -

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合 - - - - - -

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合 - - - - - -

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 - - - - - -

富 田 川 衛 生 施 設 組 合 - - - - - -

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合 - - - - - -

伊 都 消 防 組 合 - - - - - -

湯 浅 広 川 消 防 組 合 - - - - - -

五 色 台 広 域 施 設 組 合 - - - - - -

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合 - - - - - -

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合 - - - - - -

和 歌 山 地 方 税 回 収 機 構 - - - - - -

和 歌 山 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 - - - - - -

和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 - - - - - -

紀 の 海 広 域 施 設 組 合 - - - - - -

一 部 事 務 組 合 等 計 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※２　例えば、包括補助方式（互助会等の実施事業全体に補助）から事業補助方式（対象事業を特定して補助）への変更など。

互助会等に対する
公費支出の削減

※１　平成２５年度予算において互助会等に対する公費支出を廃止又は休止している団体。

福利厚生事業の
見直し状況

（互助会等の
事業を含む）

見直し内容

互助会等に対する
公費支出の廃止

互助会等に対する
補助等の方式
見直し ※２

（注２）　－：互助会等に対する公費支出を廃止又は休止した団体。

個別事業に対する
公費支出の削減

個別事業に対する
公費支出の
廃止 ※３

※３　例えば、実施していた個別事業の廃止や、互助会等における会員からの掛金のみによる事業への変更など。

２５年度時点に
おいて互助会等
に対する公費支
出を廃止又は休
止している団体

※１

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

45

（注１）　各一部事務組合等の全部局における互助会等に対する公費支出の見直し内容を示しています。

○

○

○

○

○

○
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３－１　市町村別の公費を伴う個人給付事業の実施状況（平成２５年度）

結

婚

祝

金

出

産

祝

金

入

学

祝

金

弔

慰

金

退

会
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金

退

会

記

念

品

災

害

見

舞

金

医

療

費

補

助

入

院

・

傷

病

見

舞

金

人

間

ド

ッ

ク

補

助

永
年
勤
続

（
表
彰
）

給
付

レ
ク
リ
エ
ー

シ

ョ
ン
補
助

カ
フ

ェ
テ
リ
ア
給
付
制
度

和 歌 山 市 ○

海 南 市

橋 本 市

有 田 市

御 坊 市

田 辺 市 ○

新 宮 市

紀 の 川 市

岩 出 市 ○ ○

市 計 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1

紀 美 野 町

か つ ら ぎ 町

九 度 山 町 ○

高 野 町

湯 浅 町

広 川 町

有 田 川 町

美 浜 町

日 高 町

由 良 町

印 南 町

み な べ 町

日 高 川 町

白 浜 町 ○

上 富 田 町

す さ み 町

那 智 勝 浦 町 ○

太 地 町

古 座 川 町

北 山 村

串 本 町

町 村 計 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

市 町 村 計 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1

（注）　各市町村の全部局における公費を伴う個人給付事業の実施状況を示しています。

主な個人給付事業
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金
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会

記

念

品

災

害

見

舞

金

医

療

費

補

助

入

院

・

傷

病

見

舞

金

人

間

ド

ッ

ク

補

助

永
年

勤

続

（
表

彰
）

給

付

レ
ク

リ

エ
ー

シ

ョ
ン

補

助

カ
フ

ェ
テ

リ

ア

給

付

制

度

和 歌 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合

国 民 健 康 保 険 野 上 厚 生 病 院

那 賀 児 童 福 祉 施 設 組 合

那 賀 老 人 福 祉 施 設 組 合

公 立 那 賀 病 院 経 営 事 務 組 合

那 賀 広 域 事 務 組 合

那 賀 衛 生 環 境 整 備 組 合

橋 本 伊 都 衛 生 施 設 組 合

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合

有 田 衛 生 施 設 事 務 組 合

有 田 聖 苑 事 務 組 合

御 坊 市 日 高 川 町 中 学 校 組 合

御 坊 市 外 五 ヶ 町 病 院 経 営 事 務 組 合 ○
御 坊 日 高 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合

公 立 紀 南 病 院 組 合

紀 南 地 方 老 人 福 祉 施 設 組 合

富 田 川 治 水 組 合

串 本 町 古 座 川 町 衛 生 施 設 事 務 組 合

大 辺 路 衛 生 施 設 組 合

紀 南 学 園 事 務 組 合

紀 南 環 境 衛 生 施 設 事 務 組 合

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合

紀 南 地 方 児 童 福 祉 施 設 組 合

新 宮 周 辺 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合

御 坊 広 域 行 政 事 務 組 合

田 辺 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合

上 大 中 清 掃 施 設 組 合

海 南 海 草 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合

有 田 郡 老 人 福 祉 施 設 事 務 組 合

那 賀 消 防 組 合

那 賀 休 日 急 患 診 療 所 経 営 事 務 組 合

有 田 周 辺 広 域 圏 事 務 組 合

田 辺 市 周 辺 衛 生 施 設 組 合

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合

富 田 川 衛 生 施 設 組 合

海 南 海 草 環 境 衛 生 施 設 組 合

伊 都 消 防 組 合

湯 浅 広 川 消 防 組 合

五 色 台 広 域 施 設 組 合

日 高 広 域 消 防 事 務 組 合

橋 本 周 辺 広 域 市 町 村 圏 組 合

和 歌 山 地 方 税 回 収 機 構

和 歌 山 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

紀 の 海 広 域 施 設 組 合

一 部 事 務 組 合 等 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

（注）　各一部事務組合等の全部局における公費を伴う個人給付事業の実施状況を示しています。

主な個人給付事業

３－２　一部事務組合等の公費を伴う個人給付事業の実施状況（平成２５年度）
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４　市町村別の互助会等の福利厚生事業の公表状況
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和 歌 山 市 ○ ○ ○ ○ ○

海 南 市 ○ ○ ○ ○

橋 本 市 - - - - - - - - - -

有 田 市 - - - - - - - - - -

御 坊 市 - - - - - - - - - -

田 辺 市 ○ ○ ○ ○ ○

新 宮 市 - - - - - - - - - -

紀 の 川 市 - - - - - - - - - -

岩 出 市 ○ ○ ○ ○

市 計 4 0 0 3 0 0 3 4 4 0

紀 美 野 町 - - - - - - - - - -

か つ ら ぎ 町 - - - - - - - - - -

九 度 山 町 - - - - - - - - - -

高 野 町 - - - - - - - - - -

湯 浅 町 - - - - - - - - - -

広 川 町 - - - - - - - - - -

有 田 川 町 - - - - - - - - - -

美 浜 町 - - - - - - - - - -

日 高 町 - - - - - - - - - -

由 良 町 ○ ○ ○ ○

印 南 町 - - - - - - - - - -

み な べ 町 - - - - - - - - - -

日 高 川 町 - - - - - - - - - -

白 浜 町 ○ ○ ○ ○ ○

上 富 田 町 - - - - - - - - - -

す さ み 町 - - - - - - - - - -

那 智 勝 浦 町 - - - - - - - - - -

太 地 町 - - - - - - - - - -

古 座 川 町 - - - - - - - - - -

北 山 村 - - - - - - - - - -

串 本 町 - - - - - - - - - -

町 村 計 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0

市 町 村 計 6 0 0 4 0 0 5 6 6 0

　※　　地方公共団体が官報に準じて発行する文書

（注３）　「－」については、全ての互助会等に対する公費支出を行っていません。（平成２５年度）

（注１）　各市町村の全部局における互助会等の福利厚生事業の公表状況を示しています。

媒　　体 主な公表内容

（注２）　福利厚生事業の公表状況とは、平成２５年度に互助会等において実施された職員に対する福利厚
　　　　生事業についての公表状況です。
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第５　行政・公務員関係条例等制定状況第５　行政・公務員関係条例等制定状況第５　行政・公務員関係条例等制定状況第５　行政・公務員関係条例等制定状況

　１　情報公開条例・個人情報保護条例等

情報公開条例 個人情報保護条例 行政評価 意見公募手続

※１ ※２

（平成２５年４月１日時点） （平成２５年４月１日時点） （平成２５年１０月１日時点） （平成２５年１０月１日時点）

和 歌 山 市 ○ ○ ○ ○

海 南 市 ○ ○ ○ ○

橋 本 市 ○ ○ ○ ○

有 田 市 ○ ○

御 坊 市 ○ ○

田 辺 市 ○ ○ ○ ○

新 宮 市 ○ ○ ○ ○

紀 の 川 市 ○ ○ ○ ○

岩 出 市 ○ ○ ○

市 計 9 9 6 7

紀 美 野 町 ○ ○ ○

か つ ら ぎ 町 ○ ○ ○

九 度 山 町 ○ ○

高 野 町 ○ ○

湯 浅 町 ○ ○

広 川 町 ○ ○

有 田 川 町 ○ ○ ○ ○

美 浜 町 ○ ○

日 高 町 ○ ○

由 良 町 ○ ○ ○

印 南 町 ○ ○

み な べ 町 ○ ○

日 高 川 町 ○ ○

白 浜 町 ○ ○ ○

上 富 田 町 ○ ○

す さ み 町 ○ ○

那 智 勝 浦 町 ○ ○

太 地 町 ○ ○

古 座 川 町 ○ ○

北 山 村 ○ ○

串 本 町 ○ ○

町 村 計 21 21 5 1

市 町 村 計 30 30 11 8

県内市町村策定率 100.0% 100.0% 36.7% 26.7%

全国市区町村策定率 99.8% 100.0% 47.5%

※１　政策、施策及び事務事業について、事前、事中、事後を問わず、一定の基準、指標をもって、妥当性、達成度
    や成果を判定するものです。

※２　施策等を立案する際、その案について広く一般から意見や情報を募集するものです。

※４　本冊子作成時点において未公表のため、記載しておりません。

※３　平成２３年度から平成２５年度は、全国的な調査が行われなかったため、平成２２年４月１日時点のデータを
　　掲載しています。

※５　平成２３年度から平成２５年度は、全国的な調査が行われなかったため、平成２２年１０月１日時点のデータ
　　を掲載しています。

※３ ※３ ※５※３ ※３ ※４

106



平成２５年４月１日

人材育成基本方針
研修に関する
基本的な方針

和 歌 山 市 ○ ○

海 南 市 ○ ○

橋 本 市 ○ ○

有 田 市 ○ ○

御 坊 市 ○ ○

田 辺 市 ○ ○

新 宮 市 ○ ○

紀 の 川 市 ○ ○

岩 出 市 ○ ○

市 計 9 9

紀 美 野 町 ○ ○

か つ ら ぎ 町 ○ ○

九 度 山 町 ○ ○

高 野 町 ○ ○

湯 浅 町 ○ ○

広 川 町 ○ ○

有 田 川 町 ○ ○

美 浜 町 ○ ○

日 高 町 ○ ○

由 良 町 ○ ○

印 南 町 ○ ○

み な べ 町 ○ ○

日 高 川 町 ○ ○

白 浜 町 ○ ○

上 富 田 町 ○ ○

す さ み 町 ○ ○

那 智 勝 浦 町 ○ ○

太 地 町 ○ ○

古 座 川 町 ○ ○

北 山 村 ○ ○

串 本 町 ○ ○

町 村 計 21 21

市 町 村 計 30 30

県内市町村策定率 100.0% 100.0%

２　人材育成基本方針等の策定状況
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